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第 1章研究背景と目的

1.研究の背景

1999年 9月 21日、台湾集集でマグニチュード 7.3の大震災が発生し、2，471人が死亡、 11，305

人が負傷した。住宅被害は全壊 38，936戸で、半壊 45，320戸、直接損失の被害額は 3，679億台

湾ドル(約 1兆 1，000億円)と算出された。

震災復興において住宅再建は重要な指標と考えられるが、半壊の住宅は殆ど震災後に直ちに

修復した。しかし、全壊住宅の再建において分譲のマンションは区分所有者が多いため、建替

え合意、従前ローンの返済、新法律「都市更新条例」の不慣れなどの原因で戸建ての建替えよ

り多い課題を抱き、住宅再建の分野で最も難しいものと言われている。全壊住宅約三分の一

(12，039戸)は分譲マンションが占めている。

これら全壊マンションにとって、「都市更新条例」に基づく再開発手法は再建参加しない区分

所有者の権利変換により強制処分できる。そのため、「都市更新条例Jに基づく再開発手法は従

前区分所有者の意思形成が困難である場合、重要な再建手段と考えられる。全壊分譲マンショ

ン 186件のうち 119件 (6側、 3階建て以下を除く)が「都市更新条例」に基づく再開発手法に

より再建を行った。

震災後 8年を経て、「都市更新条例」に基づく再開発手法を使った全壊マンションの再建はど

こまで、どのような支援制度のもとで進行しているのか、またこの再開発のプロセスに影響を

与えた要因は何であるのかなどは本論の研究背景にある。

2. 研究の目的

本研究においては台湾集集大震災で、「都市更新条例」に基づく再開発手法を使った被災マン

ションを研究対象とする。現時点で(震災経過 8年目)において、その再建の進捗状況を把握

しながら、実現した事例の問題点と未再建事例の特徴や課題を明らかにする。また、「都市更新

条例」に基づく再開発の問題点を捉え、再開発に影響を与える要因を分析するのが目的である。

3.研究の構成

本研究は6章で構成する。第 1章は研究背景と目的を述べ、第2章から研究対象の再開発マ

ンションの事例分析を展開する。第2章において、再開発マンションの再建進捗状況を分析す

る。それにしたがって、「都市更新条例Jに基づく 119件事例実現した 77件の事例の実態を、

第3章再開発マンションの減量再建の要因と第4章の再開発事業参加率の低下要因を明らか

にする。(論文構成図)また、未再建 42件の事例については、事例のインタビューを通じ、第

5章の未再建事例の実態と課題において整理する。

最後に第6章の結論で、実現した事例と未再建事例のそれぞれの問題点や特徴を把握しなが

ら、現時点(震災後 8年)の再開発手法のパフォーマンスを検討する。
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未再建 42件の事例
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3. 再開発の支援策の整理

4. 再開発の検討

本研究の基礎資料は第 2章において整理する。第 2章では、再開発を行った震災被害マンショ

ンに対して、台湾の中央政府と地方政府が各再開発段階で発行した認可資料を調査し、各事例

の規模、戸数、構造、認可日などを基本データとする。また再開発手法に適用する「都市更新

条例j の仕組みを踏まえて、再開発の各段階における行政認可Hを重要なチェックポイントと

して、再建の実態を把握する。それに基づいて地域別の各段階の平均完成率と平均経過月数を

算出し、これらを比較しながら、その動向を探る。また各行政の担当部門と、都市更新発展基

金会や 921震災重建基金会など再開発に関与する組織にヒヤリング調査を行い、再建に影響す
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る要因を分析する。

再開発を実現した 77件の実態については、第 3章と第4章において分析する。第 3章におけ

る研究方法は、各地方政府と各再開発組合から提供された戸数や床面積などの基本データを使

用し、再建の実態、再建前後の内容の変化を明らかにする。各マンションの管理組合、中央政

府、各地方政府と財団法人 921震災重建基金会(以下 921基金会)に対して、支援の仕組みゃ

再建前後の変化に関して、ヒヤリングを行う。また、客観的に要因を考察するために、再開発

前後の変化に影響を与える地価について、各地方政府から震災前後の各地区の地価データを活

用し、 921基金会から取得した各事例の残り床価格、及び 921基金の買取支援に関する資料か

ら、地価との関連を分析する。再建前後の変化(戸数、床面積)と 921基金会の買取支援と当時の

土地価格の三者の関係から、減量再建に至るの背景や要因を明らかにする。

第 4章における研究方法は、再開発マンションの再建に直接影響を与える行政側の政策をピ

ックアップする。また、マンションの再開発に重要な役割を果たした 921基金会の支援策のう

ち、直接に再開発手法と関わる「臨門方案j を中心に、その契約関係からそ支援の仕組みを検

討する。マンションの再開発はどのような支援制度の下で展開されたかを明らかにする。また、

再開発の事業参加の実態と課題を把握しながら、政策面と市場メカニズム面から問題点を検討

し、再開発の参加率低下の原因を分析する。

また、第 5章の未再建の事例の研究については、未再建の 41件の事例に対しインタビュー調

査を行い、再建できない要因と課題を分析する。インタビューの仕組みは「起こった問題の関

連性」、「現在直面している課題」と「これから再建できる可能性J3つの部分で構成する。イ

ンタビューの対象の代表'性と回答の具体性をインタビューの有効の基準とし、得られた内容を

モデル化にして分析する。未再建事例の特徴とこれから再建の可能性を分析する。

なお、第 6章において、実現した事例(第 3、4章)と未再建の事例(第 5章)の分析によ

り、全体の再開発のパフォーマンスと支援策を対照しながら、復興のマンション再開発に対し

検討する。

5. 既往研究との関係

今まで台湾集集大震災の住宅復興に関する既往研究は、住宅全体の被害を調査し、住宅再建

の実態を研究した「阪神・トルコ・台湾における住宅と都市の震災復興過程に関する比較研究

(特集都市復興と都市の安全・安心をめざす都市づくり研究J(中林一樹:2003) がある。また

再開発手法の法的な規定と仕組みについて研究したものとして「台湾における都市更新事業に

よる震災復興一日本・トルコ・台湾、震災復興過程の国際比較研究その 5-J (薬袋・饗庭・市古・

福留・米野・中林、 2002) がある。

行政の支援制度と予算を扱った復興支援策の研究は「九二一災後住宅重建政策分析J(財圃法

人九二一震災重建基金曾、謝志誠、 2003)がある。 921基金会と行政の支援制度の比較研究に

ついては「震嬰輿突園政府政策輿民間策略於九二一災後住宅重建之比較J(財圃法人九二一震

災重建基金曾、王俊凱、 2005) がある。被災マンションの再建に関係する都市更新条例の活用

上の課題に関する研究は「影響 921震災災後集合住宅都市更新重建之幾個因素探討J(建築輿規

劃皐報、呉帯、穎、 2004)がある。被災マンションの再建にかかわる支援策の国際比較研究は「被

6 



災した区分所有集合住宅の復興過程と支援策，文部科学省研費基盤A(l)地震災害からの復旧・

復興過程に関する日本・トルコ・台湾の国際比較研究J(研究成果報告書、米野史健、 2004)が

ある。

ところが、本研究においては台湾集集大震災で、再開発手法を使った被災マンションを研究

対象に絞り、「地域別にそれぞれの完成率と経過時聞から、実現した建替えマンションの従前従

後の内容の変化と、再開発事業参加の実態」、「行政の政策と 921基金会の支援策に限らず、市

場メカニズムの働き」、「再開発マンションに与える要因」、「未再建事例の実態」などを把握す

る研究は現在まで皆無である。よって、本研究はインタビュー調査を行い、その特徴や課題を

分析するものである。
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1 .研究の背景と目的

1-1.研究の背景

第 2章再開発マンシヨンの再建動向

1999年 9月 21日、台湾集集でマグ、ニチュード 7.3の大震災が発生し、2，471人が死亡、 11，305

人が負傷した。住宅被害は全壊 38，936戸で、半壊 45，320戸と統計され(注 1、直接損失の被害

額は 3，679億台湾ドル(約 1兆 1，000億円)(注2と算出された。

震災復興において住宅再建は重要な指標と考えられるが、半壊の住宅は殆ど震災後に直ちに

修復したが、全壊住宅の再建において分譲のマンションは区分所有者が多いため、建替え合意、

従前ローンの返済、新法律の不慣れなどの原因で戸建ての建替えより多い課題を抱き、住宅再

建の分野で最も難しいものと言われている。しかし全壊住宅約三分の一(12，039戸)は分譲マ

ンションが占めている。

これら全壊マンションにとって、再開発手法(注 3は重要な建替え方法であり、約 8割の再建

は再開発手法を使っている。震災後 8年を経て、これらの再開発手法を使った全壊マンション

の再建はどこまで進行しているのか、地域別の差異が生じたのか、またこの再開発のプロセス

に影響を与えた要因は何であるのかなど一連の問題は本論の研究背景にある。

1-2.研究の目的と既往研究

今まで台湾集集大震災の住宅復興に関する既往研究は、住宅全体の被害を調査し、住宅再建

の実態を研究したのは「阪神・トルコ・台湾における住宅と都市の震災復興過程に関する比較

研究(特集都市復興と都市の安全・安心をめざす都市づくり研究J(中林一樹:2003)がある。

また再開発手法の法的な規定と仕組みについて研究したものとしては、 「台湾における都市更

新事業による震災復興 日本・トルコ・台湾、震災復興過程の国際比較研究その 5一J (薬袋・

饗庭・市古・福留・米野・中林、 2002) がある。再開発以外の手法も含み、集合住宅の再建の実態

について研究は「台湾大地震で被災した区分所有集合住宅の建替え 日本・トルコ・台湾、震災

復興過程の国際比較研究その 7一J (米野・中林、 2002) がある。

本研究においては台湾集集大震災で、再開発手法を使った被災マンションを研究対象に絞り、

地域別にそれぞれの完成率と経過時間から、その復興実態を把握し、事業の進捗に影響をあた

える要因と地域よる違いを明らかにすることを目的とする。

1-3.研究の方法

研究方法としては、再開発を行った震災被害マンションに対して、台湾の中央政府と地方政

府が各再開発段階で発行した認可資料を調査し、各事例の規模、戸数、構造、認可日などを基

本データとする。また再開発手法に適用する「都市更新条例」の仕組みを踏まえて、再開発の

各段階における行政認可日を重要なチェックポイントとして、再建の実態を把握する。それに

基づいて地域別の各段階の平均完成率と平均経過月数を算出し、これらを比較しながら、その

動向を探る。また各行政の担当部門と、都市更新発展基金会や 921震災重建基金会など再開発

に関与する組織にヒヤリング調査を行い、再建に影響する要因を分析する。
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2. マンションの被災状況と再建の手法

2-1. マンション全体の被害

台湾集集大震災において全体被災のマンションは半壊 145件 17，661戸(注4で、全壊 186件

12，039戸があった。全壊マンションにおいては台北市を含め、 8県・市の地域に分布されてい

た。この中、台中県の被害は最も大きく、全壊 81件 (5，128戸)、全体の 43.5協を占めている。

二位は南投県 44件 (2，406戸)23.6切であり、三位は台中市の 22件 (2，423戸) 11. 8協である。

表 1は地域別の被害全壊マンションの件数、戸数及び比率で、図 1はその地理的な分布である。

表1 全壊マンションの被害状況 台北市1件740P

地域
件数 戸数

件数 比率 戸数 比率

11台北巾 19 10.2指 750 6. 2私

Z 台北県 15 8. 1% 746 6.2% 

3 嘉義市 O. 5% 155 1. 3% 

45!i 台台中中市県
，-， “ q 11.8% 76 0.6% 

トー

81 43. 5% 2，423 20.1見

6 南投県 441 23. 7% 5， 128 42.6% 
'す 彰化県 0.5払 2，406 20.0% 

8 雲林県 3 1. 6% 355 2.9% 

合計 186 100. 0% 12，039 100.0首

'(:10-/ 年月内政部ちL阜市政府i)ひっ~"-=-一重連基並去による統計

図1 全壊マンションの分布

2-2.再建手法について

被災した全壊マンションは主に再開発と原貌建替えの二つの手法で再建される。再開発手法

は再開発法に当たる「都市更新条例J(注5としづ法律に基づいて使われた手法である。原貌建替

え(注 6としづ手法は元居住者の合意で一般に適用されているマンション管理法建設基準法(公

寓大度管理法)に基づくものである。

再開発手法を選択した全壊マンションは 124件 9.884戸があり、全壊マンション件数の 66，仰

を占め、戸数の 82.1協をしめている。原貌建替えマンションは 44件 656戸があり、全壊マンシ

ヨン件数の 23.6怖を占めているが、戸数の 5.4%しか占めていなし、。

また表 2のように原貌建替えのマンシヨ 表2 全壊マンション再建手法による件数戸数と比率

ンは件あたりの平均戸数は 14.9戸に比べ

て、再開発手法を使った場合は、マンショ

ン件あたりの平均戸数は 79.7戸で、大き

く原貌建替えを上回る。

なお、換地再建(注 7を図る全壊マンショ

ンは 13件 872戸があるが、適当な敷地が

見つからない、また元居住者の意見がまと

件数 件数比率 戸数

再開発牢 **124 66.67見 9，884 

原貌建替え 44 23.66出 656 

換地再撞 1:3 2. 68覧 872 

その他 リ「 6.99覧 627 

戸d仁k1呈口1同 186 100.00出 12，039 
20日8年8月内正旬日、各県市政府及び九二一重連基金会Lこよる統計

命日市更新条例記基ヴ J もの 問。1241牛(.f)中仁川判明皆以下 (r)，~~:物である。

戸数比率

82. 10弘

5.45九

7. 24判

5.21覧

100. 00覧

まらないなどの理由で、再建の進行が困難になっている。その他の 5件 627戸の全壊マンショ

ンは元の開発業者の手抜き工事に対する訴訟や元居住者の合意形成の困難さなどの理由で停止

状態となっており、判決が出るまでに再建の見込みは薄いと言われている。

2-3.再開発の仕組み

都市計画地区の再開発を促すという目的である都市更新条例は震災復興において都市計画地
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区という規制範囲を越えて、実際都市計画以外の地区も適用するようになったため、被害がひ

どかった農村地域の非都市計画地区にも適用されることになり、再開発の地区や単位の規定が

弾力的に適用された結果、再建に大きく適用された理由と考えられる(注8

全壊マンションが再開発の手法を選択した際に、居住者にとって次の三つメリットを整理す

ることができる。

(1)再開発に必要な権利変換の規範を明示していること

当条例の中に共同住宅の再開発における複雑な権利変換問題の解決するのに必要とす

る仕組みが取り入れられている。権利変換については権利変換方式の選定、共同負担項目、

指定共同施設、土地所有権者の権利分配や処理などを規制し、これらに対応する権利変換

計画や事業計画の提出と審議、公開展示、異議処理、公告などの仕組みがっくりあげられ

ている。また移転補償、建築許可の申請、権利移転、分割、負担設定、地籍整理、譲渡、

権利変更分割や登録などの手続きも定められている。

(2)容積率のボーナスを与えること

「九二一震災重建臨時条例」の第 18条の中、被災地における建物の再建に対して、「都

市更新条例」の第 44条が適用する場合、法定容積率を超えていない従前建物に1.5倍ま

で、法定容積率を超えていた従前建物に1.3倍までの容積ボーナスを与えることができる

と述べられている。このため、被災の集合住宅の再建には、容積率ボーナスのメリットが

魚平明である。

(3) 土地や建物に対する税金減免措置があること

当条例の第 46条再開発期聞が生ずる地価税、建物税、再開発後に売買された場合が生

ずる土地増価税と契約税などの税金の減免措置がある。(削

つまり、当条例は再開発の権利変換仕組みを規範することだけではなく、容積率のボーナス

や税金の減免も規定されているため、被災マンションの再建には重要な法律だと考えられる。

但し、実行段階に入ると、その手続きの複雑さに苦悩されたのは、居住権利者で組織された再

開発組合だけではなく、実行事例がなかったため、専門家、コンサルタントや行政にとっても

大きな試練と言われている。

また、この再開発の仕組みから見て、行政が各段階において手続きの認可を通じて、六つの

チェックポイントを置いていると見られている。まず、権利者が中心となる再開発の組合につ

いて、組合の予備会の設立と正式な組合成立(注 10の二つ段階でそれぞれの認可審査をする。ま

た、事業計画書と権利変換計画書の審査が完了した時点と、その内容を期間内に公示して異議

のない場合、再開発計画の実施を公告した時点で、それぞれの認可審査を受ける。着工段階に

入ると、着工の申請を必要とし、竣工の際に工事完成の認可の審査を受ける(注 11

図2は当条例の再開発の仕組みとこれらの認可の関係を示しである。この行政からの六つの認

可のチェックポイントは次の分析の展開上重要な検証資料となっている。
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各段階の認可 法律に規制された手順

A.再開発組合予備会の認可

-説明会記録
一・再開発事業概要
・所有権者同意書(1/10)

B.再開発組合立案の認可

D. 実施公告の認可

E. 着工申告(着工開始)認可

権利分配、譲渡、移転、報告
F. 竣工、使用許可

図2 都市更新条例(再開発法)の仕組み

3. 地域別の再開発完成率分析

3-1.再開発マンションの分布

再開発手法を使った全壊のマンションは 124件があり、 表 3 地域別の再開発件数と比率

表 3のようにその中に台中県の被害が最も多く 55件があ

り、全体の 44.3怖を占めている。次は南投県の 36件 29.0切

で、三位は台中市の 18件 14.5切である。

3-2.地域別の各段階の完成率

ここで各地域の再開発の件数を母数にして、前述した再

開発の六つ段階において認可された件数を割って、 2007

年 1月までに地域別それぞれの完成率を算出するが、台北

地域別

台北市

台北県

嘉義市

台中市

台中県

南投県

合計

件数 比率

10 8% 

4 qJaFJ D 

18 lリ5%

.55 44% 

36 りι~9ノ qfui 

124 100% 

県と嘉義市の事例の数が少ないので、分析の対象として妥当でないと考えられ、以降の分析か

ら外す。

表 4が示しているように組合予備会設立認可(以下A段階)と組合成立認可(以下B段階)

の段階において、各地域の完成率がほぼ 80%""100%の高い水準に達している。事業計画審査

完了認可(以下C段階)の段階において上三位の順番はまず台中県 85弘、台北市 80切と南投県

77切である。再開発計画の実施を公告する認可(以下D段階)の段階において、上三位の順番は

台中県 85弘、南投県 77弘、台北県 70覧である。着工申告認可(以下E段階)の段階において、上

三位の順番は台中県 69話、台中市 66略、台北市 60切である。最終の竣工認可(以下F段階)の段



階において上三位はいずれも被災の集中する地域であり、その順番は台中市 66施、台中県 52施、

南投県 47切であるが、台北市の 20怖と比べて、完成率の格差が大きい。そこで、台中県は全段階

に平均より高い完成率を達していることが分かつた。

また、各地域の平均から見れば、図 4が示しているように、平均完成率は次の段階へ進行す

るに伴い、減少する傾向がある。組織段階でのA段階と B段階の平均完成率は 93怖と 92犯である。

C段階の平均完成率は 77弘に下がり、 D段階の平均完成率は 74目、 E段階までの平均完成率は

62弘、 F段階までの平均完成率は 46弘まで下がっている。

表4 地域別における各再開発段階の完成率

合計件数 A段階 B f9'~皆 C 段~皆 Df全日昔 E 段~皆 F 段階

地域別 N A A!N B B!N C C!N D D!N E E!N F F!N 
件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率

古北市 10 8 80% 8 80耳 8 80% 7 70% 6 60% 2 20% 
台中市 18 18 100% 18 100% 12 67% 12 67% 12 67% 12 67% 
台中県 55 55 υ 100% 53 96% 47 85% 47 85% 38 69% 29 53% 
南投県 36 34 94% 33 92% 28 78% 28 78% 20 56% 17 47% 
合計/平均 119 115 94% 112 92% 95 77% 94 75% 76 63% 60 47% 
20日7年6月ませ内政部、各県市政府及び九二一重理基金会による統計を整理した資料

台北市1日慌の中に2備が組合予備会と成立の認可が不要であるため、力日主主をしなかった。

完成率

120首

100% 

80% 

60% 

40% 

20同

。%

A段階 B段階 C段階 D段階 E段階 F段階

図3 各段階から地域別と平均の完成率

3-3. 完成率に影響与える要因

完成率は大幅に下落したC段階 (-15切)と E段階 (-12見)の要因について、 921震災重建基

金会と都市更新発展基金会に対するヒヤリング調査によると、次の二つ主な要因であると整理

できる。

( 1 )再開発事業に参加する元権利者が少ないため、事業計画の進行が難しいこと O

多くの元権利者は前例のない再開発手法に対する理解が不十分で、震災後まもなく他

の住宅を確保したため、マンションが再建されても戻らない。しかし、個別に区分所有

としづ共有土地の処分が難しいため、一旦は再開発の事業計画を同意し、組合や開発業
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者が買い取ってくれるのを期待するというもの。実際に事業計画を進める段階になると、

不参加者の土地権利はどうするかという問題が生まれている。この結果C段階の完成率

が著しく低下したと考えられる。

また、 E段階の 76件の再建後戸数から見

て、表5が示すように、従前の戸数と比べ

て、再建後の戸数は 2，023戸 36%が減少し、

南投県の場合は 56%も減った。その減少し

た戸数は再開発事業に参加しなかった元権

利者の分と考えられる。

表5 E段階において地域別の再建戸数

( 2 )組合は不参加者の土地と権利床を処理できないため、完成された事業計画が実行でき

ないこと。

一部の事例では組合が不参加権利者の土地を買い取らずとも、事業計画の作成が進み、

計画が完成しても実行できない状態となっている場合もある。事業参加者であっても計

画作成の聞に途中で辞退し、組合は残された床の処理ができない場合もある。不参加者

の土地や残された権利床を買い取る者が現れない限り、事業成立の確実性が疑問となり、

銀行からの融資が進まない場合がある。銀行の融資がないと、開発業者の事業執行性が

低下するので、 E段階の完成率が低下する要因につながる。

一方、民間義担金で設立された 921震災重建基金会は、再建を促進させるに、不参加者の土

地権利と再建後の権利床を買い取る支援策を打ち出した唯一の機構である。支援策を受けた事

例と受けていない事例を比較すると、表6と表7が示すように、 921震災重建基金会の買取支

援を受けた事例の完成率は受けていない事例より著しく高い。 E段階の完成率の差は 68%に

(91. 20%-23. 93九)達する。これは 921震災重建基金会の買取支援策の効果と思われる。

台中県と台中市はE段階において、 921震災重建基金会の買取支援を受けている事例は完成

率が高い。表 8のように、台中県は 38件の中に 37件、台中市は 12件の中に 11件が 921震災

重建基金会の買取支援を受けている。 921震災重建基金会による不参加者の土地と再建後の権

利床の買取などの支援策は完成率に影響を与えたことが明確になったと思われる。

なお、表4のE段階と F段階の差が 16%で大きく思われるが、 E段階に入ると、開発事業者自

身の経営問題に支障がなければ、事業の進捗に影響を与えないものと考えられる。(注 120

表6 921基金会の買い取り支援を受けた事例の完成率

高閲葺件数 A段F皆 B 段階 ct3:階 IコMl:階 E段階 Ft主階

i由壊男11 N A 内I~ B B/~ C C/~ D D/~ E E/N F F/~ 

件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率

台北市 E 5 100.0% 5 100.0% 51 100.0% 4 80目。z 4 80.0% 2 40.0% 
台中市 11 11 100.0% 11 100.0% 11 100.0% 11 100.0% 11 10日目0% 11 100.0% 
台中県 40 40 100.0% 40 100.0% 39 97.5% 39 97.5% 37 92.5% 28 70.0% 
南授県 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 12 92.3% 12 92.3% 
合計 69 69 100.0% 69 100.0% 68 9日4% 67 94.4% 64 91. 2% 53 75.6% 

2∞7年町月ま?内政部、名県市政府及び九三一重連基金会による統計を笠E聖した資料
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表 7921基金会の買い取り支援を受けていない事例の完成率

寓開発件数 A段階 Bt..支F笛 C 段階 Df.全階 E段階 F 段階

地域男IJ N A A/N B B/N C C/N D D/N E E/N F F/N I 

件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率 件数 完成率|

台北市 5 3 60.0% 3 60.0% 31 60.0出 31 60.0% 21 40.0% 。0.0% 
台中市 7 71 100.0出 71 100.0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%1 
台中県 15 15 100.0% 13 86.7% 81 53.3児 81 53.3% 6.7% 
南投県 23 23 100.0% 22 95.7% 15 65.2% 15 65.2% 81 34.8% 51 2l.7 
合計 50 48 90.0出 45 85.6出 ワuワB 48.2% 27 48.2出 12 23.9% 71 10.7%1 

2∞7年6月まで内政昔日、各県・市政府及び九二一重建基金会による統計を整理した資料

表8 E段階における 921基金会の買い取り支援を受けた事例の比率

地域別 主体件数
位 1基金会 支 援 事 例 E段 階 921基 金会支援の有無

件数 比 率 ある 件数ない件数 比 率

台北市 10 5 50% 4 】ワ 67% 
台中市 18 11 61% 11 1 92% 
台中県 55 40 72% 37 1 97% 
南投県 36 13 36% 12 8 60% 
合計 119 69 58% 64 12 84% 

4. 再開発各段階の経過時間分析

4-1.経過時間の算出方法

ここで用いる経過月数の算出方法は、 1999年 9月 21日台湾集集大震災が起こった時点から

基準にし、同年の 10月を第 1ヶ月目と計算し、 1ヶ月を l単位として 2007年 1月まで順番で

被災経過の 88単位の経過月数を算出する。それと対照しながら各再開発段階の認可日の年月を

経過月数の単位にあたって計算して

し、る。

4-2.地域別各段階の経過月数

上述した方法で、再開発手法を使

った 119棟の事例を地域別で各再開

発段階の認可日の経過月数を計算し、

地域別の各段階の経過月数(注13は表

9が示した通りである。

各段階において経過月数の短い地域

の上三位を見れば、 A段階までの経過

月数においてまず台中県は 20.3、台中

市は 28.0、南投県は 29.7である。B

段階までの経過月数は、まず台中県の

23.4、台中市の 30.6と南投県の 32.1 

である。 c段階までは、まず台中県の

38. 1、台中市の 40.1と南投県の 48.9

である D段階まではまず台中市の

42. 1、台中県の 47.0と南投県の 52.3

である。 E段階までの経過月数はまず

台中県 44.2、台中市の 44.8と南投県

の 48.7である。 F段階の経過月数にお

表9 地域別の各再開発段階の平均経過月数
単位:月

二ゴj安号1; A主5皆 B長f皆 cξzえ i1} D長"皆 E長二著 F長階

でE三ラ ー!てド」 ー ; ~;-t 0 :39.8 ;):3. 1 日1.7 61. ;j らり.<) 

，仁工=品 - 苧4→τ三J才 28.0 30.6 40. 1 42. 1 44.8 62.7 
ーJ:二、司ー]ー所~ 弓 20.3 23.4 38. 1 47.0 44. 2 o6. 1 

29. 7 32. 1 48.9 つ.ー円. v つ 48. 7 56. 1 

ーで+マ」ー"ゎこJ 28. 0 31. O 46. 1 ;)0.3 49.8 61. 1 

2007三手6ξ→で宗主、与票 ・市政府及び九二一重建基金会Lこよる統計
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台中市は 62.7である。いて台中県と南投県と並びに 56.1で、

4-3.全体の平均経過月数

Aから Bまで、及びCからDまでというこっ段階は法律上に要求される手続きだけであり、

ほとんどの事例の経過時聞が短いが、 Aまでの平均経過月数は 28ヶ月を要している。これは最

も経過時間が長い段階はであり、全壊マンションの復興スピードを低落させたと見られる。「都

市更新条例」は震災が起こった前の年(1998)公布されていたが、相関細則は 1999年 3月に公

布されたばかりで、震災までに実行された事例はなかったため、この法律に対する理解を深め、

実践するまで組合と行政の協調に時間を要したと考えられる。

また、各段階の認可実態を見れば、 表6 各再開発段階の認可の実態

単位:遅遅月数

A袋詰 B段落 C段階 D段落 E段落 F段落

最初の認可2JiJ)月 6 12 19 q山dっ 28 
最後の認可Eの号 7円~ 83 88 86 79 

認可集むの惑問 11-25 15-28 33-46 35-44 36-53 48-67 

五均遅遅E数 28.0 31. 5 45. 1 50.3 49.8 61. 1 

表 6が示しているように、各段階の最

初段階の認可日と最後の認可日はかな

りの差がある。各段階認可件数の分布

は図 5-図 10のように、それぞれの

認可件数は集中する期間(注目があり、

しかも、それぞれの集中期間の時間的なずれが見られることが明らかとなった。

1 ~ 7 10 11 16 19 担 21 盟 3134 抑制 ~3 46 ~9 盟日明日 64 町胃宵 76 吻 12 1l8!

甚提踊月量 n=116 
図 6 組合立案認可件数の分布
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1 ~ 7 10日 1619Z1百盟 3134 37 ~ 0 46 ~9 1111却 61“67司司 76791211闘
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図 5組合予備会認可件数の分布
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4-4.経過月数に影響を与える要因の検討

全体から見て、各地域の段階聞にかかる時間は全体の平均と大きい違いがないが、 A段階に

おいては、地域別の再開発のスタートは早い地域と遅い地域の経過月数の差が大きい。台北市

の平均経過月数は著しく長く、台中県と比べ 14ヶ月も遅れている。台北市政府のヒヤりング調

査によれば、その原因は 1983年 9月に台北市が独自に成立した「都市更新実施嚇法」と中央政

府が 1998年 11月成立の「都市更新条例」との切り替えに、適用される法律に空白期があった

ためで、ある。

台北市は「都市更新条例Jの相関細則(1999年公布)に基づいて、改めて「台北市都市更新

自治条例J(2001年 4月)を定めた。この間に 1999年 6月に、市は地方レベルの「都市更新実

施塀法Jに基づいて、指定した 167箇所の再開発地区を取り消し、新たに 131箇所を指定した

が、全壊マンションの地区は含まれていなかった。台北市の全壊マンションは全部市の再開発

指定地区外にあるため、「台北市都市更新自治条例」に基づいて再開発を行わなければならなか

った。(注目「台北市都市更新自治条例」の内容は中央政府が定めた「都市更新条例」を補完し、

開発単位面積、条件などを規定しながら、従前建物の撤去費補助、低収入者に対する利子補助、

企画費補助など支援を明記し、多項目の容積率のボーナスもあるが、時間的に従前の「都市更

新実施嚇法Jとの連続性が途切れ、約 10ヶ月の空白期が生まれた。これにより台北市の再開発

の手続きが遅れたと考えられる。

また、台中県はほかの地域より早く進行しており、平均経過月数は 20.3で、二位の台中市

28.0と比べて、約 8ヶ月の差が出ている。台中県政府のヒヤリングによれば、これは台中県政

府が早期に「都市更新条例」による再開発手法を適用し、 921震災重建基金会と都市更新発展

基金会など専門組織から協力を受け、被災地域の中で最も早く全壊マンションの居住者に対し

積極的に説明会を開催した。つまり、行政が積極的に再開発手法を取り入れ、マンションの再

建を促したと考えられる。

なお、同じく被災が大きい地域にある南投県は台中市と台中県より比較的に遅れた理由につ

いて、南投県政府のヒヤリングによれば、

震災直後に住民が仮設住宅へ移住し、しか

も仮設住宅の場所が分散していたので、全

壊マンションの権利者全員との連絡が難

しく、再建会議を開くのも大変であった。

当時の仮設住宅の分布から見て、表 10の

ように、南投県は他の地域に比べてより分

散されて、 81箇所に分けれて収容された。

5. 完成率と時間経過の関係分析

5-1.各段階の進み具合

表10地域別仮設住宅の分布

地域別 笛所 戸数 分布地区(箇所)

台北市
ト

台中市 3 218 北屯('2)南屯(1)

台中県 2:3 1. 481 
豊原(1)太平イ刃大星(3)石弧2庸塾(う)新!士(2)霧
峰(5)和平(2)

F告投県 81 4，031 
南投(S，塘里(15).草屯(6)竹山O爆禦刷哩谷(8)中

東 :2)魚川ワ溜姓(8J水里m信義(3)1二愛(4，

正仁〉3、雪ロム{ 107 5， 730 

行政院 921重建委員会生活重建処 2003.6統計

ここまで、各地域の再開発の棟数を母数に行政の認可棟数を割って算出された完成率によって、

現時点で実現された結果が明らかになった。またその認可日までの経過月数を算出した結果に

よって、どの時点でどの段階まで進行したか、そのプロセスが分かつた。ここで、その算出さ
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れた完成率と経過月数のデータを用いて、対比しながら、再開発マンションの再建進み具合を

明らかにしたい。

A段階では、図 11が示したように台中県の平均完成率は

100犯で、平均経過月数 20.3ヶ月であり、全体平均値の完成

台中市 台中県 南投吹 f均
過月数 38.1で、他の地域より良い進み具合を維持している。

図 11 A段階の完成率と経過月数

D段階において図 14が示したように台中県の平均完成率
経過JjJ.設

は著しく高く 85切で、平均経過月数は 47である。 E段階に Fi 39.8 

おいて図 15が示したように台中県は台中市と並びにそれぞ l: 
れの平均完成率と平均経過月数は69弘、67犯と 44.2ヶ月、44.8 30 

率 94%と28ヶ月と比較して、進み具合は他の地域より良い

と言える。 Bの段階において、図 12が示したように台中県 二日

は他の地域より高完成率と低経過月数で、その平均完成率と 1 ~ 

経過月数は 96怖と 23.4箇月である。再開発のC段階におい

て、図 13が示したように台中県は平均完成率 85略、平均経

ヶ月である。他の地域より進み具合が良いと見られる。 F段 ~O 

階において図 16が示したように台中市の平均完成率が最も i日

高く 67覧であるが、相対的に平均経過月数も高いほうの 62.7 

ヶ月である。その次は台中県の 53目、 56.1ヶ月である。

全体から見れば、台中県の進み具合は各段階においても他の

地域より良いことが分かつた。
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5-2.完成率と経過月数の関係

実際に再開発を行うには、各段階に抱えているそれぞれの問題(図 17) を解決しないと次へ

進められないため、経過月数が増加しでも完成率は増加しない。

各段階の認可の集中期間が過ぎた後、図 18が示すように、経過月数の 75ヶ月以降、各段階

の認可数は横ばいとなり、ほとんど増加しない状態、である。つまり、時聞が経過しでも、完成

率があまり上昇しない実態が見られる。

さらに、都市更新発展基金会のヒヤリングによると、 C段階において、時間の経過するにつ

れ、元権利者は一時的に転住するところにだんだん定住し、元のところへ戻らなくなる。つま

り、時聞が延びると、事業途中での辞退者が増える傾向は高い。 921震災重建基金会は 2005年

から実質的に活動を停止し、 2007年 7月に正式に組織の解散手続きが開始された。進行中の事

例にとって事業計画の実現は一層困難となる。

つまり、時間が経っと、放置された各段階の問題はますます解決しにくくなり、経過月数が

増加しでも完成率は増加しない傾向が高まると考えられる。

6. まとめ

震災後 8年目の現時点から見て、再開発を行

った 119棟(台北県4棟と嘉義市 1棟を除く)

の平均完成率はA段階 93弘から最後F段階の

46泊まで減少している口ことが分かつた。完成

率が低下する主な要因は「再開発事業に参加す

る元権利者が少ないこと」と「組合は不参加者

の土地と権利床を処理できないこと」であると

考えられる。

一方、 921震災重建基金会は再建に参加しな

段階別 各段階の主な問題

一一→・所有権響1/2及び総土地盤捕と鉱床

箇積1/2以ょの間意が得られ主よい

w……一，・組合lま.~医不事事加の繍帯当j賓の土地
を買収できない

ー}ーゅ・組合は残された権利床を購入できない
・慣行からの融資が受けられない
..加する開発穆象者がいない

図17 各段階の主な問題点

い元権利者の土地や残り権利床を買い取る支援策を出し、その支援の有無によりグループ。分け

して比較すると、 E段階の完成率に 68%ポイントの差があることが判明した全体の完成率に

大きく影響を与えると考えられる。

全体の平均経過時間から見て、 F段階までは 61.1ヶ月かかったが、最初の段階Aまで辿り着

くのは最も長く 28ヶ月がかかり、全体の再建スピードを落ちたと見られる。その理由としては

今日の震災までに実例はない「都市更新条例」に対する理解が不十分で、実行するまで組合と

行政の協議に時間を要したためと考えられる。

また、各地域の段階毎にかかる時間は全体の平均と大きい差異がないが、 A段階においては、

地域別の再開発のスタートの早い地域と遅い地域の差が大きい。台北市は「都市更新条例j と

あらためて成立した「台北市都市更新自治条例」との切り替えに 10ヶ月の空白期があったため、

他の地域よりスタートが遅れた。

完成率と経過月数のデータを用いて、再建の進み具合から見ると、台中県はどの段階におい

ても他の地域より高完成率、短経過月数で、進み具合は最も良いことが分かつた。しかし、経

過月数の 75ヶ月以降、各段階の認可数はほとんど増加していなし、。時間が経過しながら、完成
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率はあまり上昇しない状況が見られている。

都市更新発展基金会によれば、時聞が延びると、事業不参加の元権利者が増える傾向があり、

再建に不利な要素が増加する。さらに、 921震災重建基金会の解散により、不参加者の土地と

残り権利床を吸収するメカニズ、ムがなくなった。竣工と着工中の事例を除き、再開発の事例(台

北県、嘉義市を含む)の中の未完成の 47件 (5件が 3階建て以下)が今後抱える課題はどのよ

うに解決し、再建を進めるかを注視し、今後の研究課題にしたいと考えている。

Mg:~首の黒積件数， 12 
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注

(注 l 台湾中央政府内政部建築研究所の統計による。

(注2 台湾中央方政府行政院主計処、 1999年 12月 10日統計による。

(注 3 ここでいう再開発手法とは「都市更新条例」法律に基づく建替え方式である。当条例は都市計画地区

の共同住宅を対象にして、居住権利者の組合設立を規定し、権利変換方式の審査制度を立て、共同住宅

再建の順調を図るのである。

(注 4 2005年 2月までに内政部の統計により、 145件の半壊マンションの中に、 100件 (11，436戸)が補修

工事で復旧されており、残りの 40件は修繕中である。

(注 5 都市更新条例」は 1999年 9月 21日震災が起こった前の年(1998年 11月 11日)公布された。相関

細則は 1999年 3月に公布され、震災までに、実行された事例はなかった。

(注6 ここでし、う原貌建替えとは、震災直後に国が立てた「九二一震災重建臨時条例」の第 57条に基づいて、

被害マンションが元と同じの階層、床面積、敷地、構造で建替えされる場合、建物の解体や建設などの

建設基準法の申請が不要となり、手続きが省略できるため、 3階以下小規模の共同住宅が殆ど全く従前

の原貌で建替えしたものである。

(注7 震災直後に国が作った「九二一震災重建臨時条例Jの第 37条の中に被災の五階以上のマンションの私

有敷地は区画整理、徴収、再開発などの手法で再建できない場合、 5人以上死亡者が出たとし、う条件っ

きで、その敷地を固有の土地と交換するこ左ができると述べている。その固有地と交換して再建する事

例はここで換地再建とし、う。

(注8 都市更新条例の第 7条の 1に、県(市)主管機関は戦争、震災、火事、洪水、台風或はその他の重大

災害が発生した際に、必要性があれば、再開発の地区を指定したり、都市計画を変更したりすることが

できると述べられてる。また、再開発手法を使った 124件マンションの中、 60件が都市計画地区にあ

り、 64件が非都市計画地区にある。

(注9 都市更新条例の第 46条:再開発の土地及び建物に対して、次の項目に税金を減免する。1.再開発期間

に権利者がその土地使用ができない場合、地価税の徴収が免れる。 2.再開発後、二年間の地価税と建物

税が半分に減免する。 3.権利変換により取得した士地と建物が、再開発後の一回目移転の際にして、土

地増価税と契約税を 40略減免する。 4.事業に参加しない元権利者が現金補償を取る場合、土地増価税を

40判減免する。 5.権利変換で分配された土地が最小分配面積に達していないため、現金補償を受ける者

は、土地増価税が免除する。 6.権利変換を実施する際、その土地と建物をもって、権利返還の負担を払

う場合、土地増価税と契約税を免除する。

(注 10 2000年 2月 3日に公布された「九二一震災重建臨時条例」において、再開発された場合、所有権者の

3/5以上かっ総土地面積と総床面積 2/3以上の同意が必要と述べられ、同年 11月 29日の修正で第 17

条 2項に、所有権者 1/2かっ総土地面積と総床面積1/2以上の同意と緩和されている。

(注目 台湾の建築法(建築基準法にあたる法律)に基づいて建物の竣工した際に、行政からのチェックを受

け、出された認可はいわゆる使用許可である。

(注 12 台北市の再開発再建件数の中に、着~する最中に開発業者が自己資金調達の問題で工事が遅れた事例

があった。

(注目 地域別の各段階の平均経過月数を計算する際に、その段階の平均経過月数は前段階より少ない場合が

ある。それは次の段階へ進行する件数が減少することによって、その段階へ進行された事例だけの平均
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を求めるためである。

(注目 ここで「集中する期間」とは各段階において行政からの認可件数が多い期間を意味する。

(注 15 都市更新条例」の 10条と 11条細則 5条において、地方政府が指定していない地区で再開発を行う

場合、各地方政府が定めた再開発門治条例に基づき、規定された開発条件、手続きに従い、個別再開発

計画として申請すると示している。
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第3章再開発マンションの減量再建の要因

1.研究の背景と目的

1-1.研究の背景と目的

1999年 9月 21日に起こった台湾集集大震災においては、全壊マンション 186件(注 1のうち 119

件(6同)が「都市更新条例」に基づく再開発手法(注2により再建を行った。震災後 8年間を経過し

て、実際に実現したのは 77件である。しかもこの再建された 77件は従前と比べて、戸数や床面

積の規模は従前より大幅に縮小している。

日本で、はマンション建替えにおいては、従前戸数の確保は勿論のこと、むしろ戸数を増やして、

その処分利益で建設費を賄おうとするのが一般的である。しかし、集集大震災での復興、実際に

全体の戸数規模で 36%縮小し、床面積で 15%減少している。復興という面から見て、元居住者

の全員を収用することが不可能な空間を再建したことは、非常に問題があると思われる。このよ

うな現象を減量再建と呼ぶが、本研究ではこれを引き起こす背景と原因を明らかにすることを目

的とする。

1-2.既往研究

本研究は台湾集集大震災において都市更新条例に基づく再開発手法によるマンション(注3を対

象にして、再開発前後の状況を比較するものである。関連研究として、行政の支援制度と予算を

扱った復興支援策の研究(文献1、921基金会と行政の支援制度の比較研究(文献2、被災マンション

の再建にかかる都市更新条例の活用上の課題に関する研究(文献3、台中県における被災マンシヨ

ンの建替え実現状況に関する研究(文献4、被災マンションの再建にかかわる支援策の国際比較研

究(文献5があるが、これらは行政と 921基金会が行った支援策について研究したものであり、実

際に実現した建替えマンションの従前従後の内容の変化について論じたものではない。

1-3.研究の方法

本研究の対象は現時点で、実際に竣工している 61件と施工中 16件の合計 77件である。研究

方法として、 77件を対象にして、各地方政府と各再開発組合から提供された戸数や床面積などの

基本データを使用し、再建の実態、再建前後の内容の変化を明らかにする。次に各マンションの

管理組合、中央政府、各地方政府と財団法人 921震災重建基金会(注4 (以下 921基金会)に対し

て、支援の仕組みゃ再建前後の変化に関して、ヒヤリングを行う。

客観的に要因を考察するために、再開発前後の変化に影響を与える地価について、各地方政府

から震災前後の各地区の地価データを活用し、 921基金会から取得した各事例の残り床価格、及

び 921基金の買取支援に関する資料から、地価との関連を分析する。

再建前後の変化(戸数、床面積)と 921基金会の買取支援と当時の土地価格の三者の関係から、減

量再建に至るの背景や要因を明らかにする。

2. 再開発マンションの分布

都市更新条例に基づいて再建に取り組んだ再開発手法を使って再建に取り組んだマンション
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119件のうち、 42件は建設業者の手抜き工事の

訴訟問題や融資銀行が見つからないなどの問

題、所有者の合意が未成立などの要因で再開

発手続きが進まず、今後施工段階に至るまで

に、時間を要すると思われる。 2007年 6月の内

政部注5)の調査データによると、これらは全体

の 35%を占めている(表 1、図 1) 0 実際に竣

工もしくは施工中は 77件であり、竣工 61件、

地域別 再号害発件数
実現した件数

護工 施工中 乙ロ入三引L fいい〕乏「一z 

台北m 10 つ 4 6 60当

台北鰐 4 。 25も

至高投綜 18 12 O 12 75も

台中市 50 29 9 38 76主
台宇懸 36 17 3 20 56覧

嘉義者 O 。 。 。主

合計J平均 11古 61 16 64宅

行政境内攻蔀よる統計、 2007 

表1 地域別再開発を行った件数
施工中 16件であるD 地域的には台中県にもつ

とも多く分布し、計 38件(竣工 29件、施工中 9件)である。次いで多いのは南投県の 20件(竣

工 17件、施工中 3件)である。その地域的な分布は図 2に示すように。全体として、地方での

再建完了率は高いが，都市部にでは、再建完了率が低いと言える。

伽
件
抱
川

a署

4

!

図1 全壊マンションの分布

表2地域別再開発後戸数の変化の分類

地域限
竣工号、び着 再開発後戸数の変化 声主習が減少し

工中の件数
減j/ 増加 不変

た件数の比率

台北市 6 3 2 17見
台北長 。。100も

台中市 12 4 33% 

台中県 38 29 。9 88弘

南投県 20 19 。 95弘

合計 77 54 4 19 70弘

3.再開発後の戸数の変化

再建された 77件マンションについて、従後再開発戸数を従前と比較すると、 54件の戸数は従

前より減少し、同数は 19件で、増加 4件である(図 3)0 そのうちに、事例数 1件の台北県を除

けば、南投県で再建された 20件のうち、 19件が従前より戸数を減少した件数の比率は 95%でと

もっとも高い。次は台中県で 38件のうち、 29件で戸数が減少し、 88%となっている。一方、台

北市の戸数減少の件数の比率はもっとも低く、 17%となっている(表 2)。

戸数減少の状況を見ると、77件の従前戸数は合計 5，747戸で、再開発後は 3，681戸となり、360/0

も減少している。地域別に整理すれば、図 4のように南投県は従前の 1，548戸から 688戸に減少

し、減少率は 56%でもっとも高く、台中県、台北県と台中市の減少率はそれぞれ 33%、31%、

26%である。台北市は他の地域と異なり、再建後の戸数は従前より多く、 4%増加している。ま

た、再開発前後の戸数の地域別割合を見れば、南投県は従前の 27%から 19%まで低下し、台北

市は 6%から 10%へ、台中県は 50%から 52%へ上昇し、台中市は 15%から 16%へ、台北県は 2%

から 3%へ、上昇した(図 5)0 

次に、戸数の増減率によって再建事例の件数を地域別に示したものが表3であるが、再開発後

の戸数の減少率が高い事例はほぼ台中県と南投県に集中し、戸数が増加する事例は少ないが、 4
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件のうちに 3件が台北に集中している。

台北市のような都市部の場合、人口が集中する地域であり、住宅需要が高く、床を多く作って

も、処分できる見通しのあることが、再建戸数増加の背景になっていると思われる。農村地域で

ある南投県の場合、逆に余分の床を作っても住宅需要が低く処分に困るため、従前権利者で、居

住継続希望者の住戸しか作らないことから、再開発戸数が大幅に減少したと思われる。

何時前戸教

苦手電哲ィ巧.:7"守安町

戸数

- 生~3，000 、 ZA~7 

各事例の組合、各地方政府、 921基金会による資料を整理したもの、 2007

図4 地域別再開発前後の戸数変化

。%

-10世

-20% 

-30'!6 

-40唱

-50官

~0'!6 

tt1.{力:ρ

り% り% ニ0% :3り% り% 50% 同り% り% 市り% 9り% り0%

図5 再開発前後の戸数地域別割合
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戸数が著しく減少した事例は、いず

れも 921基金会の支援によって、敷地

の大部分が買い取られ、敷地を縮小し

て再開発を行ったものである。表 3中

本lで示した台中県のケースでは戸数が

従前の 9%まで減少(従前 181戸、従後

16戸)、敷地面積 3，704ばから 1，561

rrnこ、建物は地下 2階地上 12階が、従

後は地下 l階地上4階戸建てとなった。

南投県の柁の場合は戸数が従前の 17免

まで減少(従前 60戸、従後 10戸)、敷

地は 1，008rriから 322rrifこ減少し、建

増加

不変

減少

表3 各事例の再開発後戸数の増減率

再建後戸数
台北市 省北県 台中市 台中県

増減比率刊

11 ~20 ~も l 

1~10% 2 。 2 7 自

一l~-lO拍 7 

11~-20% 2 6 

21~-30% 4 

-31~-40~も l 2 3 

-41~-50~も

-51~-60~も 2 

-61~-70% 3 

ー71~-80% 2 

81~-90% 

90~も以上 lホ1

合計 8 l 12 38 

南投県 合計

2 

2 

l 19 

8 

l 9 

日 10 

8 

l つL 

4 8 

4 7 

2 4 

hz l 

20 77 

物は地下 l階地上 6階共同住宅が、従 各事例の組合、各地方政府、921基金会による資料を整理したもの、2007

後地下 l階地上5階共同住宅となった。

4. 再開発のタイプ

建て方別に見た再開発のタイプは、表4に示すように、共同住宅→共同住宅は 68件、長屋建

(3階建て)→長屋建 (3・4階建て)が 8件、共同住宅→一戸建ては 1件となっていおり、大

多数が共同住宅から共同住宅への建替えである。再開発タイプと減量との関係、について、共同住

宅→共同住宅 68件のうち、減量再建の事例は 47件あり、長屋建→長屋建8件のうち、減量再建

の事例は 6件、共同住宅→一戸建ての l件は減量再建である。

表4 77件被災マンションの再開発タイプの

共同住宅4 共同住宅

地域日IJ
長屋建て4 共同住宅 長j屋建て司長屋建τ共同住宅『長屋建て 長屋建て....~戸建て 共同住宅→一戸建て

A B C D E F 

台北市 6 ( 1 ) 。 。 。 。 。
台北県 1 (1) 。 。 。 。 。
台中市 12 (4) 。 。 。 。 O 

台中県 36 (28) 。 。 。 1 (1) 

南投県 13 (13) 。 7 (6) 。 。 。
合計 68 (47) 。 8 (6) O 。 1 (1) 

()はiJ費量再建Lた事{51)件数

5.床面積の変化

床面積の変化を見ると、 77件の従前総床面積は 647，257rriで、あったが、従後の総床面積は

552，800 rriとなっており、 97，677rri減少し、減少率は 15%である。

地域別に見ると、図 6が示しているように、台北市を除き、全ての地域で再開発後の床面積は

従前より減少していることがわかる。南投県の減少率は最も高く、 33%減少している。台北県の
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各事例の組合、内政部、各地方政府、 921基金会による資料を整理したもの、 2007

図6 地域別再開発前後の床面積の変化

減少率は 24%で、台中県は 20%、台中市は 3%である。台北市は、従後の床面積は従前より 29，328

ITf増加し、増加率は 47%である。

次に、戸数と床面積の変化によって、戸当り

の床面積を算出す、全体の平均戸当り床面積が

表5 再開発前後の面積変化

従前の 112.6niから 150.1 ni'こ増加し、増加率

は 33%に達している(表 5)。

地域別の平均戸当り床面積を見れば、台北市は再開発後 243.9niでもっとも広く、もっとも狭

前
一f

一手

発一発一
…減
一
ヒ

間
一
関
一
増
一
引

再
一
再
一
一

2

い台中市の 90.7niの2.6倍となっている。南投県は従前の 99.6niから 149.9ni'こ増加し、増加

率は 50%>でもっとも大きい。次いでは台北市は 173.3niから 243.9niに、 40%増加した。台中市

では 69niから 90.7ばまで、 31%増加した(図 7)。

戸当り床面積は全面的に従前より増加したことがわかるが、その増加率と戸数や床面積の変化

率の関係は当然ながら、戸数の変化率と床面積の変化率の差が多ければ、戸当り床面積の変化率

が大きくなる(図的。

なお、床面積の増減における専有部分と共有部分関係については、再開発前後の階数変化によ

って、その比率が変わってくる。各事例によると、再開発前後で階数が変わらなければ、専有部

分と共有部分の比率はあまり差が出ないが、台北市では従前より戸数と階数が増加したため、戸

当り専有面積の減少率が大きい。共有部分の比率を大まかに見れば、5階"-'7階では約 50/0"-'12%、

8階"-'12階では約 12%"-'20%、12階以上では約 20%"-'36%で、階数が高ければ増加する傾向が

ある。各地域における再建後の階数変化と専有・共有部分の比率は表6に示すようである。
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300 60話
戸当り平均面積rrf

30話

40話

30% 

20覧

10話

0% 

図7 地域別平均戸当り面積の変化

台北市 台北県 台中市 台中県 高設県 全体

50% 

40% 

20'l'. 

0% 

-20% 

-40% 

-60% 

図8 地域別床面積、戸数、と平均戸当り面積の変化率

表6 再開発前後の専有・共有部分の変化

再開発件 再開発削後階数変化(件) 専有部分比率(%) 共有部分比率(九)

数(件) 増加 不変 減少 従前 再開発後 従前 再開発後

台北市 3 。 70 ') 75.0 20.ミ 2ベn
台北県 。 。 79.4 79.4 20.6 20白6

台中市 12 5 日 え9.2 87.0 ;なえ 13.0 

台中県 38 6 22 10 87.9 手.U tムー-、ム， ら~・行v 

南投県 20 日 11 6 90.5 ヲO.ヲ U毛 9.1 

主体 77 17 43 17 支え。 ¥iI ?可。 1. :;刀

水車有共有部分の全体平均値は総件数を母数して貰出したものである O
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6.減量再建の要因の検討

前述したように、従後戸数は従前より大幅に減少した。総戸数の減少の影響で、総床面積も 15%

減少しているが、本項で再建に参加しなかった所有者の意識と再建参加者の減量再建の意識とい

う二つの側面から検討を進めたい。

まず、再建に参加しない所有者の理由は再開発事業手法に対する不信と行政からの融資支援に

あると考えられる。再開発事業手法は「都市更新条例J(注6に基づくものであるが、震災以前に適

用された事例がなかったため、元所有者の聞には実行の確実性についての不安が広がっていた。

また、行政は被災者を対象として、分譲マンションや一戸建てなどの不動産の購入や建替えに 350

万元までの優遇融資支援制度(注7を設けたため、所有者はこの融資支援を活用し、他の土地を購

入し、一戸建てをつくるか、すぐに入居できる他の分譲マンションを購入するかの選択が可能と

なった。被災マンション再建が抱える融資問題を解決するため、「災後民間重建諮詞団 (921基金

会の前身)Jが2000年 2月に「信用保証Jの支援策が必要であると主張し、具体な支援策として

「臨門方案Jが 2001年 4月スタートしたが、本格的に展開したのは震災後 2年半の時点 (2002

年 1月)で、あった(注8 しかし、全壊した区分所有のマンションの場合、従前のローンが残って

いるケースが多く、ほとんどの銀行が全壊マンションに対する融資リスクを考慮して、従前区分

所有権利者の二重ローンの返済能力を厳しく審査した(削。このため再建ローンを組むにあたっ

て優遇融資制度を利用することは難しく、他方出来上がっている他の不動産物件を購入する場合

は、優遇融資制度が利用しやすい。「臨門方案」の実施が優遇融資制度より遅れたことは全壊マ

ンションの区分所有者の転出を促した一因と考えられる。

また、再建参加者が規模の縮小を承認する要因としては、外部からの誘導と市場メカニズムの

二点が考えられる。

外部支援者の誘導としては 921基金会が貢献している。 921基金会は再建を促すために、参加

しない所有者の権利だけではなく、建設途中に転出に変わった所有者の権利を含めて買い取る支

援策(注10を打ち出したが、その際 921基金会は買い取った床が売れ残ることを考慮し、そのリス

クを軽減するため、再開発組合に対して権利床以外の床をなるべく減らすように強く指導した

(図的 o また、 921基金会は再建に参加しない所有者の権利分の土地を買い取り、元の敷地から

切り離し、敷地面積を縮小して、参加者の分だけで再建させた。こうすることによって、参加者

にとっては建設コストを低く抑えることができ、 921基金会は建設途中に放棄する者が発生する

リスクを最低限におさえることができた。つまり、床面積と敷地面積の両方減量により、再建の

規模を圧縮し、元所有者の再建の建設コストの負担を低減しながら、元所有者の参加意思を確保

することができたのである。(注 11減量再建によって、参加者数が少なくなるため、合意形成がは

かりやすい。再開発に参加しない元権利者の土地権利は 921基金会が買い取ってくれるので、銀

行融資が進みやすくなる。その結果として、早期再建が実現でき(注 12、921基金会は従前所有者

ではないが、保留床を買い取ったり、転出者の権利を買い取るので、再開発組合に対して発言力

を持ち、減量再建の意思決定に大きく影響を与えたと考えられる。

一方、立地が悪い地域では、保留床は売却しにくいため、銀行からの建設資金の調達が困難
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表7 再開発を行った 77件被災マンションの敷地変化

地域別
敷地面積(m2) 

敷地変化
921基金会買取った敷地

再開発附 再開発後 面積(財) 件数

台北市 日夕775.69 9，77.5.69 

台北県 1，996.45 1.402.67 593.78 593.78 

台中市 10，369.33 10，359.33 10.00 

台中県 70，484.04 61，608.33 ~ 8，875.71 7，821.52 7 

南投県 53，149.82 48，685.22 4，464.60 3，421.24 3 

ベ白与三日ム| 145，775.33 131，831.24 13，944.09 11，836.54 11 

積は 131，831rriとなり、全体として 13，944 rri減少した。このうち大部分(11，836 rri)は 921基

金会によって買い取られた(表 7)。

台北市のように住宅需要の活発な地域は、従前より戸数や床面積が増加して再建する事例もあ

るが、このような事例は 921基金会の減量再建の指導を拒んでいると思われる。
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表8 地域別各事例の地価と棟数

土む域号iJ
10.00口元 10.001-"'-. 15.001~ 20， 001 ~ 2. 5.001.'~ 30.001元 一とハゴ一ーロ
以下 15.口口口元 20，00口元 25.0口口元 30，00口元 以上 (棟)

台北宵 6 6 

台北県

台中門 2 4 3 3 12 

台中呆 13 13 3 。 3 38 

三再投呆 9 9 つ 20 

合許(模) 10 22 17 8 8 ー77ヲ

ITf以下に集中し、地域によって地価の差が大きいことがわかる。
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地価と再建戸数の変化の関係について、図 10のように、 20，000元/rrf以下の地域の戸数減少率

は30%'""'-'55弘で、 20，000元/rrf以上の地域は 0.5%'""'-'14%で、 30，001元/rrf以上の地域では再建戸

数は従前と比べてほとんど変わらない。

地価と再建床面積の変化の関係について、地価の高い 30，001元/ぱ以上の地域では平均再建床

面積は 53%も増加するが、図 11が示すように、 30，000元/rrf以下の地域では再建床面積はる%

から'""'-'-34%の間にある。地価の高い地域では平均戸数と床面積の減少率は地価の安い地域に比

べて小さくなっていると言えよう D

2，500 i 0.0也

戸数

2，000 
LO.O司

L.500 

ー200唱
L.OOO 

500 -30.0唱

-40.0唱

-500 

-50.~ 

一1.000

1，500 -60.0唱
10，000元 10，001..... 15，001..... 20，001- 25，001..... 30，001ドル

以下 15，000元 20，000元 25，000元 30，000元 元

各地方政府地政事務所の公表資料を整理したもの 2007
lハ約 )..1円

図 10 地価ランク分けの戸数変化と平均変化率

床面積口 350，蜘 601 

5(:亀

4~ 

301 

20% 

lC事

Oll 

ー l ~

-20% 

-3~ 

-40事

各地方政府地政事務所の公表資料を整理したもの 2007 l'で約二).5=

図 11 地価ランク分けの床面積変化と平均変化率
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8. 921基金会支援の影響

再開発された 77件のうちに 921基金会の 表9 地域別 921基金会残り床買取文援有無の件数

残り床買取支援を受けたのは 55件で、受けて

いないのは 22件ある(表 9)。ここで 921基

金会の残り床買取支援を受けたグ、ループ(以

下Aグ、ループと称する)と受けていないグル

ープ(以下Bグ、ループと称する)に分けて、

:t{包指定怒り |ド自育21基り金会による残り床胃取の支主)援

(棟数) 無し(棟数

台 北 市 3 3 
台北県 1 

r台台ヰ中叶県T 
8 4 

32 6 

i者投県 11 9 
合計 55 (71 ')も〉 22 (29cY.ら)

地域別にそれぞれの再建戸数、床面積の変化を整理する。

J合計

6 

12 
38 
20 
77 

まず、グ、ループ別の戸数変化率を見ると(表 10)、両グループとも高い減少率(Aグ、ノレープ36%、

Bグ、ループ 32%)となっており、大きい差はない。しかし、再建の床面積の変化を見ると(表 11)、

両グ、ループの差は非常に大きい。前述したように、再建後の戸当り床面積は全面的に増加したが、

それをグループ別に見ると、 53ポイン 表 10921基金会の残り床買取支援有無別の再建戸数変化

トの明白な聞きが現れ、さらに、地価

の安い南投県の床変化率は 74%の聞

きが出る。これは転出する所有者の権

利を手に入れた 921基金会がその分だ

けの床面積を買い取る約束したため、

再開発事業計画の検討の初期段階か

ら戸当りの面積を抑えた結果と考え

られる。

92:墓金会の残i]Ei:rni積買殴支援

地主要別 有り (Aクループ〕 無し (6グ}~-プ)

従目リ戸数 再E塾長戸数 増減戸数 変化率 従前戸数 再建後戸数 増減戸数 変化率

台北市 168 180 12 7.1目 195 l自8 3 1.5目

台北県 137 :j4 43 31.3目

台中市 73.5 528 207 -28.1目 77 72 5 6.4出

台中県 278:3 1850 843 -33.7% 日4 71 23 日4.4;6

南投県 1257 584 673 -53.5% 291 104 187 64.2目

合計/平均 5080 3236 1854 36.4出 857 445 -212 32.2出

各事例の組合、各地方政府、 921基金会による資料を整理したもの、 2007

一方、全地域の再建戸数は減少する傾向があるが、地価のデータと対照すれば、地価が特に高

い台北市だけ、 921基金会の買取支援の有無と関係なく再建戸数が増加し、しかも買取支援のあ

るグループの増加率は 7.1%で、支援のないグ、ノレープの1.5%より高い。再建の床面積の変化に

おいても、 Aグ、ループ全地域がマイナスになっているのに、台北市だけ 23%増加し、 Bグループ

はさらに 58%まで増加した。これは台北市の立地が良くて、不動産市場が活発しているため 921

基金会の減量再建としづ主張があまり効かなかったと思われる。そして図 11が示すように、台

北市とは限らず、地価が 30，001元 /rrf以上の地域では平均床面積増加率が 53%も達している。

また、地価の安い南投県ではBグ、ル

ープの再建戸数の減少率は 64%で、 A

グ、ループの 53%より高い。つまり、地

価の安いところで、は余分の床をつくる

と処分に困るという市場メカニズムが

作用し、大幅に減少したのである。図

10が示す 20，000元/rrf以下の地域の戸

数減少率が高くなる一因のこの点にあ

ると考えられる。

表 11 921基金会の残り床買取支援有無別の床面積変化

~îl基金会。:残り潤1枝li

糊刑 有り WìJ~~1) 無し (B?Jい1)

制面目前 再建接醗rrf 棚田~rrf まit率 湖面積ぱ 再臨時d増滅部Ed 変化事

古~t市 î1，ô~ô.1 1 見~ô4 .6î ¥，16Ui 自国 4U~\.~6 防，i65A1 îU5~.51 日目時

台北県 16 ，部1. 5~ ~， W8.o~ -î ， ~îî.~ 2H~ ~ .曜

台中市 5~ ， m.制 45，107紛 4，76H8 -u~ \，5~5 .8~ 日lU5 W1.郎 5U% 
台中県 15U日，的 28U5U2 前，711.61 1~ 日 U1Ul 1，31U -U~Ul 26ぼ

市控県 l1U41.郎 8U5U 51.78Ul ーお.時 iUiU5 2U~4.拠 77U9 純白1%
合計/平均 56W7.68 <<U39.75 -12~ ， û95. 印 -21.U 7U札む l~í ，561.16 出，451.54 む.日
各事例の組合、内政部、各地方政府、 921基金会による資料を整理したもの、 2007
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9. まとめ

以上の検討から再開発事業における減量再建の要因について、次のように整理できる。

1)従前所有者は再建の見通しがつかない場合や経済条件などの理由で再開発事業の参加をあ

きらめて転出するために、再建の戸数が減少する。 2)地価の安い地域においては、余分の床をつ

くると資金の調達や床処分などが困難となるため、容積率を十分に利用しなかった(注 15 3) 921 

基金会は戸数の減少を図り、買取支援を受けた事例の組合に減量再建を主張し、大きく影響を与

えた。

また、全体として、地価の安い地域では比較的に 921基金会の影響を受けやすく、地価の高い

地域においては、市場メカニズムが 921基金会の意向より強力に働くと思われる。

減量再建の評価について、次のように整理できる。

1)マンション再開発の完成率をアップ

減量により参加者の少人数で再建を行うため、合意形成の時間を短縮することができ、全

体のマンション再開発の完成率の上昇に貢献をした。

2)被災地周辺の空き家を吸収

減量した分の住民はほとんど周辺の空き家へ移住し、従前大量存在の空き家を吸収した。

3)合意形成時間の短縮に効果

所有権利者の少人数で合意をまとめやすく、再建の時間を短縮したメリットがある。

4)支援事例の数量の拡大

921基金会支援資金の運用の観点から見て、限られた支援資金のもとで、減量再建により各

事例へ投入た支援資金(買取資金と建設融資)が最低限に抑えられ、より多くの事例が支

援を受けることができた。

921基金会が行政より一歩早く残り床買取支援策を打ち出したことによって自己資金の負担軽

減や早期合意形成につながり、再開発の実現に大きく貢献した。

参考文献

(1)謝志誠:九二一災後住宅重建政策分析，財圏法人九二一震災重建基金舎， 2003 
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(3)呉ぷ穎:影響 921震災災後集合住宅都市更新重建之幾個因素探討，建築輿規劃撃報， 2004

(4)曾志雄:社匝特性輿集合住宅重建之関聯性研究以 921震災台中鯨主導之結合住宅為例，銘侍大挙媒韓空間設

計研究所，碩土論文 2005

(5)米野史健:被災した区分所有集合住宅の復興過程と支援策，文部科学省研費基盤 A(1)地震災害からの復旧・
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注

(注 1 台湾中央政府内政部建築研究所の統計によれば、台湾集集大震災における被災マンションは半壊 145件

17，661戸、全壊 186件 12，039戸であった。 2005年 2月までに 145件の半壊マンションのうちに、 100件

(11，436戸)が補修工事で復旧されており、残りの 40件は修繕中である。再開発手法を選択した全壊マ

ンションは 119件 9，723戸であり、全壊マンション棟数の 66.闘を占め、戸数の 82.1%をしめている。ここ

で件とし、う単位を表示する理由は、実際に l件あたり、数棟の建物を有する場合が多いので、行政の統計

単位は件と理解した方が正しい。

(注 2 ここでいう再開発手法とは台湾政府「都市更新条例」に基づく建替え方式である。震災が起こった前年

の 1998年 11月 11日に公布されたばかりで、関係細則は 1999年 3月に公布され、震災までに、実行され

た事例はなかった。当条例は都市計画地区の共同住宅を対象にして、権利者の組合設守今を規定し、権利変

換方式によって、共同住宅再建を図るものである。

(注 3 ここでマンションとは 3階以上 (3階の長屋型の区分所有共同住宅を含む)の区分所有の共同住宅と定

義する。

(注 4 震災直後に民間義摘金で組織された「財団法人九二一震災意建基金会」は全壊マンションの再開発に対

して、建物の撤去から、組合設立の指導、事業計画の作成、専門家派遣などを支援しているが、もっとも

再開発に影響を与えたのは建設期間の無利子融資と再開発事業に参加しない権利者分の残り床の買取であ

る。建設期間中の 80%無利子、 20%低利融資は資金立替の役割を果たし、建物完成後に担保によって銀行

から融資を受け返済する仕組みである。

(注 5 台湾中央政府内政部の常建署は都市再開発を促進するため、2006年から財団法人中華建築センターに委

託し、「都市更新推動弁公室」という担当セクションを設けた。

(注 6 都市更新条例」は再開発の権利変換の仕組みを規定し、容積率のボーナスや税金の減免も規定してお

り、マンション再建に重要な法律である。但し、その手続きの複雑さは権利者、専門家、コンサルタント

や行政にとって大きな障害になっている。

(注7 震災直後に行政は被災者に対して不動産の購入や建替えに 350万元を上限に、 150万元まで無利子、 150

万元以上の部分に 3%国定利子とし、う融資支援策を出した。 1999年当時の為替レート 1元(台湾貨幣の単

位)は約 3.5円である。

(注8 921基金会の「臨門方案J(2001. 4. 12. )支援策は再建不参加の区分所有権利者の権利を買い取り、また

その権利者の該当の建設費用を負担するというものである。 2002年 1月までに申請案件は 8件あったが、

無担保で銀行からの融資を受けられなかったため、全案件が着工できない状態に陥った。 921基金会は向

ら融資制度を設け、「臨門方案」を修正し (2002.1. 17. )、建設費用の 80%を無利子、 20%を低利子で融資

することを決めた。また同修正案において、 921基金会は支援を受けた再建組合に対して「減量(戸数減

少)Jと「減棟(敷地減少)Jを要求できる権利を持つことに明記した。この後、支援制度が本格的に展開

し、 2002年 10月までに申請案件は 40件に増えた。同方案は三回目の修正 (2004.2. 13. )を行い、「減量」

や「減棟」により生じる共同部分の負担増に対し、戸当たり上限 20万元の補助を出した。

(注9 当時銀行側は全壊マンションの再建に対して、次の条件によって融資の可否を考慮していった。1.区分

所有権利者の戸籍が被災マンションに置かれていること。 2.従前住宅ローンに 7年以上の返済記録あり、
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信用欠陥記録がないこと。 3.被災マンションを撤去したうえ、再建マンションの建築許可審査が完了して

いること。 4. 頭金として建設費用の 40%を開発業者に支払っていること。 5.再建の士地は除き、建物の

みに融資すること。 2000年 2月に国の財政部が各銀行に融資条件を緩和しようと呼びかけたが、法律上

の拘束力はなく、実際は見送りとされた。再建マンションに対する融資を拒否する銀行もあった。

(注 10 九二一基金会が出した「臨門方案」という支援策においては、組合員が建設中になんらかの理由で途中

に転出に変わったことにより再開発組合が肩変わりに持つ権利を全再開発総額の 25%上限に購入し、買い

取った残り床は建設完成後に公開して売却する。 2002年 11月に行政側は基金会が主導する再開発の支援

策に 30億元の特別予算を追認し、もと 921基金会が持つ 50億元に加えて、全体80億元の支援規模となっ

た。

(注 11 921基金会の「築築専案一臨門方案進度報告J(2004年レポート)によれば、減量再建を実現するため

に、「能少一層棲或少一棟就蓋可能少一層楼或少一棟(床も敷地も減量しようとし、う意味)Jとし、う減量再

建のスローガンを協調の原則とした。つまり、床面積と敷地面積の両方減量を主張し、元の敷地から買取

った参加しない区分所有権利分の士地と分割し、再建の敷地を縮め、減量の目的を達するのであります。

921基金会が取得した敷地は 11件があり、総面積は 11，836 rriもあります。その中の 10件(台北県が 1件、

台中県が 6件、南投県が 3件)が図 9の③のケースに該当する。

(注 12 再開発の仕組みにおいて、行政が各段階に認可を通じて、組合の予備会の設立、正式な組合立案、事業

計画書と権利変換計画書の審査、再開発計画の実施公告、着工の申請、竣工のL事完成の認可など、六つの

チェックポイントを置いている。本調査はその資料を取得して、研究対象の各事例を 921基金会残り床買

取支援の有無にグループを分け、その各段階の平均経過月数を算出すると、着L申告段階まで支援あるグ

ノレープの平均経過月数は 44ヶ月で、支援のないグループは 52ヶ月である。つまり、支援のあるグ、ループ

は比較的に早く進行していることがわった。

(注目 白発的に著しく敷地を縮小して再開発を行った事例は 3件ある。「向陽新第J(台中県)は敷地面積 1，431

rriを 689rriまで縮小した。 921基金会の補助と融資により、従前地下 1階地上 7階 76戸の共同住宅を、再

開発後は地下 1階地上8階 30戸にした。「蘭生街 720社区J(台中県)は敷地面積 1，740rriを 1408rriまで

縮小、 921基金会の補助と融資により、従前地上5階 40戸の共同住宅を、再開発後は地下 1階地上7階36

戸にした。南投県の「永平都市更新単位 3Jは敷地面積 1，733 rriを 866rriまで縮小、 921基金会の補助や

融資は無く、従前 3階建て 14戸の長屋共同住宅、再開発後 3階建て 7戸の長屋共同住宅にした。

(注目 ここで用いる地価の基準は、地方政府が 1999年に公表した各事例の地籍番号に当たる「公告現値」で

ある。「公告現値Jとは行政が毎年に私有士地に課税するために、設定する標準士地の価格であり、土地の

マーケットがしばしば変動するので、原則的に毎年更新され、できるだけマーケット価格に反映するため、

客観性を持つ市場価格参考値と考えられる。

(注目 都市更新条例に基づく再開発では、最高 30%の容積率ボーナスがあるが、従前の容積率は 444%

(647，257.3 rri/145， 775. 33 rri)、従後は 419見(552，800.9rri/131， 831. 24 rri)であり、 25ポイント減少して

いる。減量再建の事例や階数不変の事例(合計 60件)では利用可能な容積率を十分利用していない。

(注目 当基金会の「補助計画執行進度目ー01号」により、 2004年までに再開発組合から買い取った残り床は

947戸で、 2007年 2月まで 620戸を市場価格で売却し、 327戸が残っている。
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第 4章 再開発事業参加率の低下要因分析

1 .研究の背景と目的

1-1.研究の背景と目的

1999年9月21日に起こった台湾集集大震災において、全壊マンション 186件のうち 119件(66九)

が「都市更新条例Jに基づく再開発手法により再建を行った。震災後 8年間を経過して、実際に

実現したのは 77件である。この再建された 77件を見て、従前区分所有者が再開発に参加する比

率は 51%である。

台湾政府はマンションの再開発を促進するため、 f921重建暫行条例(以下に復興臨時条例と称

する)Jを修正し、都市更新条例の規制を緩和した。これに民間義摘金で組織された f921基金会J

は再開発を行う事例に対し、不参加者の権利を買い取ったり、建設費用を融資したりする「臨門

方案j という支援制度を出した。しかし、再開発の参加者人数から 921基金会が買い取った権利

を除けば、実際に再開発に参加する従前の区分所有者は 34%となり、再開発の参加率は低いと言

わざるを得ない。

本研究はこれらの支援策の下で、再開発への従前区分所有者の参加率の低下を引き起こす背景

と原因を明らかにすることを目的とする。

1-2.既往研究

今まで台湾集集大震災の再開発手法に関する研究として、行政の政策を研究し、再開発への従

前区分所有者の参加率の低下現象を言及したのは「九二一災後住宅重建政策分析J(財圏法人九

二一震災重建基金曾、謝志誠:2003)がある。再開発に対する 921基金会の支援背景と制度につ

いては「震費輿突圏政府政策輿民間策略於九二一災後住宅重建之比較J(財圃法人九二一震災重

建基金曾、王俊凱:2005)がある。行政の再開発支援政策を研究し、営団住宅の売り出し政策は

再開発の参加率の低下と関連すると指摘したのは「社匝特性輿集合住宅重建之開聯性研究一以 921

震災台中将主導之結合住宅為例J(銘惇大皐媒韓空間設計研究所、曾志雄 2005)がある。

本研究は 77件の実現した再開発事例に絞り 行政の政策と 921基金会の支援策に限らず、再開

発の参加率に影響を与えたその他の要因を探る。

1-3.研究方法

研究方法としては、マンションの再建に直接に影響を与える行政側の政策をピックアップする。

また、マンションの再開発に重要な役割を果たした 921基金会の支援策のうち、直接に再開発手

法と関わる「臨門方案」を中心に、その契約関係からそ支援の仕組みを検討する。マンションの

再開発はどのような支援制度の下で展開されたかを明らかにする。

また、実現した 77件の事例を対象にし、再開発の参加の実態と課題を把握しながら、政策面と

市場メカニズム面から問題点を検討し、再開発の参加率低下の原因を分析する。
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2. マンション再開発に関連する政策

2 -1.住宅復興政策の背景

震災住宅の復興政策において、台湾行政が最も早く出した支援策は「国民住宅承購規定(営団

住宅購入方案)J注1)であり(図 1)、国有営団住宅(国民住宅)の空き家を 3割引で被災者に販売す

ることであった。

そこで、行政はただちに営団住宅の空き家を被災者に賃貸ではなく販売する理由は、台湾の国

民が「家」というコンセプトは賃貸ではなく、購入のイメージが強いと指摘されている注2) 震

災当時全体の所有率が高く 85%にも達している(図 2)。

行政側の支援政策 921基金会の支援策

9/21集集大震災一一川1999

在庫営団住宅3割問出し山 静II~ 1仰 「財団法人向災重建基金会」成立

1921重建暫行条例(復興臨時条令)J公布 2/3 静12000

1921重建暫行条例J第 1次修正 11/29 静

「マンション管理法」と「都市更新条例J

の権利者同意規制を 112まで緩和した。

「臨門方案」に 30億元予算補助 11/15 紗

20011~ 4112 臨門方案J支援策を出し、不参加者権利

を買い取る。

~ 1117 臨門方案J修正、同意基準を 112まで下

20021 げで、建設費用 100%融資制度を追加、総予

算 50億元。

20031~ 8/31 臨門方案J申請締め切り。

20041~ 2/13 達陣方案」開始、公共施設と利子の補助支援。

2005 

20061~ 8/4 達陣方案|申請締め切り n

7月組織解散

図 1 再開発支援策年表

一方、マンションの被災がひどかった台中市と台中県地域は 90年代の建設ブームで残された空

き家が多かった(図 3)。そのため行政は震災後のマンション需要に合わせ、しばらく営団住宅

の建設を止めた注3)。次に出された住宅購入の優遇融資制度注4) は、被災者の「家」の所有を加

速させ、地域の空き家に吸収されたした。これは被災マンションの所有者が再開発の参加意欲を
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低下させた一因だと見られている注5)。

行政は本格的に被災者のための営団住宅を建設し始めたのは震災 3年後(2002.6.)であり、2004

年 8月からつぎつぎと完成したが、タイミングが遅れたため、ほとんど空き家状態となっている

注6)

95% i 

90% 

85% 

80% 

70% 
2002 2003 2004 2005 2006 1998 1999 2000 2001 

85覧 85幅 85" 86略 85再 85% 87% 87覧 88" 

76国 77覧 80覧 78覧 78覧 78首 80覧 81国 81覧

83覧 83部 83再 84覧 85覧 83% 85略 86覧 88略

83% 79首 79覧 85弧 77百 81% 82世 84% 84% 

86覧 81% 85弧 82再 86% 85覧 87世 87覧 88同

89覧 83" 89% 84% 88世 87略 90首 92覧 92国

--0ー圏全体 ~一台北市・・ 6・・・台北県ーー枠一台中市 ---1←一台中県--…南投県

図2 地域別住宅の所有率
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内政部営建署により、 2008

図3 地域別空き家の戸数

2 -2. マンション再建の規制緩和

分譲により多数の区部所有者が存在するマンションの主な再建手法は「公寓大度管理法(マンシ

ョン管理法と称する)Jに基づく「原貌再建」と「都市更新条例」に基づく再開発がある。
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「原貌再建Jとは従前とまったく同じ規模(容積率、建蔽率、床面積)で建て替えることであ

る。再建や補修する場合は、所有権者 2/3以上かつ区分所有 2/3の以上権利者の出席、出席者の

3/4以上かつ主席者の区分所有権利 3/4以上の同意が要すると規定されている。都市更新条例に

基づく再開発の場合は、所有権者 3/5かつ総土地面積かっ総床面積 2/3以上の同意が要すると規

定されている。

行政は区分所有のマンションの再建を促進するため、「復興臨時条例」の第 1次修正法案で 17

条の修正 (2000.11. 29. )により、「マンション管理法Jと「都市更新条例Jの両方の同意規制を

緩和した。緩和された「マンション管理法」の同意の規制は所有者かっ所有権利1/2以上の出席

で、全体権利者かっ権利1/2以上の同意となり、「都市更新条例」の場合は権利者、総土地かっ床

面積の1/2以上の同意となった。

しかし、「マンション管理法」において不同意の権利に対し強制的に処分する条文はないので、

同意の規制が下がっても、実践の際に意味がなくなる。結局、「原貌再建」で建て替えた事例は

殆ど全員同意が得られたのである。不同意者を説得できない場合は、「都市更新条例」に基づい

て多数決を用いて、権利変換により不同意者に補償し、強制的に権利を取得し、再建を図る。

この規制緩和策は「原貌再建Jに役に立たなかったが、再開発手法を使ったマンション再建に

直接の影響を与え、 921基金会の支援策に大きく影響を及ぼし、全体の再開発事例は規制緩和さ

れた後に著しい展開が見えた。

3. 921基金会の臨門方案支援制度

3 -1. 921基金会支援策形成のプロセス

921基金会が出した住宅支援策のうち、 I臨門方案Jは都市更新条例に基づく再開発を行うマン

ションに対する支援策はである。最初の「臨門方案J(2001. 4. 12. 図1)支援内容は、不同意や

不参加者の権利を買い取

る。買い取りの条件は行 100 

政の同意者規制緩和策
90 

(2000. 11. 29. 復興臨時
80 

条例)fこ従わなかった。 総主4主E 7 0 
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が融資しないため、着工 被災経過月数

まで、進めなかった。 一・一事業計画公告 (D段階)の累積件数

これを見て、921基金会 図4 事業計画公告の累積件数と経過時間
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はマンションの再開発を促すために、元の「臨門方案」に融資支援を追加し、明確に 50億元の

義指金を確保し、無担保の問題を解決しようとした。 2002年の初期(1.17.)に新しい「臨門方案」

が発表された。新しい f臨門方案Jは復興臨時条例の規制緩和を採用し、支援条件を 1/2所有権

者、 1/2総土地面積かっ総権利価値以上の同意に修正した。

再開発を行おうとする被災マンションには、不同意や不参加者権利の買取と建設費用 100%の

無担保融資としづ支援があり、しかも、所有者事業同意の規制を 1/2まで下げて、この修正され

た「臨門方案J非常に有利な支援である。同年(2002.11. 15. )、行政は 30億元の予算を 921基金

会の「臨円方案」に補助し、全体の支援規模が拡大した。そこから被災マンションの再開発は本

格的な展開が見えた。(図 4)

3 -2. I臨門方案Jの内容

再スタートした「臨門方案」の支援内容は表 1のように、再開発事業に不同意者や不参加者の

権利の買取(支援AとB) と、参加者の建設費用の融資(支援C)と2つの部分がある。

表 1 921基金会臨門方案の支援制度

下 ¥ 事業不同志や不参加の所有者に対し 事業参加の所有者に対し

買取 再建組合から再開発事業に不同意や不参 途中に再開発事業から撤退する参加者から権利を

支援 A 加の元区分所有者の権利を買い取る。 B 買い取り、建設費用を負担する。

制度 契約対象:再建組合 契約対象・再建組合と事業放棄の参加者

融資 再開発事業の建設費用に20%の分譲の頭金と 80%

支援 C 建設コストに分けて、合わせて 100%全額無担保で

制度 優遇融資する。

契約対象・再建組合と事業参加者

921基金会は支援Aにおいて、再建組合と契約し、再

開発に不同意や不参加の区分所有者権利を買い取る。メ

インバンクを通じて再建組合の口座に振り込み、組合か

ら不同意所有者へ支払い、権利を取得する。(図 5)

支援Bの場合は、最初に再開発に参加した所有者が実

際に権利変換作業に入る段階で、何らかの理由で事業計

画から撤退し、あるいは放棄する者に対し、その権利を

買い取る。所有者が放棄する前に、 921基金会へ権利買

取の申請が必要である。921基金会が申請を受けてから、

再建放棄の所有者と、再開発事業主体である再建組合と

契約を結ぶ。(図 6) 実際に再建組合が途中放棄の権利

に当たる建設費用を負担するのは難しく、結局再建の進

行を阻害するため、 921基金会は買い取りの申請の殆ど

を受けて、買い取った権利の建設費用も負担するように
B作業 A作業

なった。 図5 臨門方案支援 Aの仕組み

支援Cについては、再開発参加者に対し、建設期間中に建設費用を無担保で全額融資する。融
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資の内容は開発業者に払う頭金(負担すべき建設費用総額の 20%) と建設費用(総額の 80%)

である。また、竣工後 3ヶ月までに返済不能の場合は 921基金会がその権利(建物と持分土地)

を優先に買い取ると契約の中に明記されている。(図 7)

また、事例へ支援する前に、実際の手続きや管理作業を専門業者に任し、資金管理(支払い、

返済など)はメインバンクに委託し、資産管理(工事監督を含む)を建設管理会社に委託し、そ

れぞれと契約を結ぶ。

①権利買戚の申

B作業 A作業 B作業 A 作

図6 臨門方案支援Bの仕組み 図7 臨門方案支援 Cの仕組み

3-3. 買取支援策の問題点

「臨門方案J支援策は行政の住宅再建への優遇融資制度との関係、は図 8が示すように、完成す

る前に、「臨門方案」が再開発の各段階に支援をしている。行政の住宅再建の優遇融資制度は建

物完成してから利用できる。つまり、建物完成までに「臨門方案Jの支援がなければ、行政の同

意者規制緩和だけでは、被災マンションの再開発が難しいと考えられる。

そこで、 921基金会の買取支援は再開発の全段階において通用できる。 921基金会によると、「臨

門方案」の申請段階で不同意や不参加者の権利買取は 635戸であり、権利変換と建設期間で放棄

した参加者(返済不能者を含む)は 349戸があり、買い取った戸数は 974戸に膨らんだ(表 2)。

所有者はどの段階においても、責任を負わずに撤退できる仕組みになっている。

「臨門方案」は 2002年 2月から本格的に展開して、 2003年 8月の締め切りまで、実際の実施

期間はわずか 1年間半で、あった口これは全体予算の考慮にもあるが、 921基金会が買い取り仕組

みの問題点を意識し始まって、 2004年この問題が浮かび上がる前に、早めに「臨門方案Jを締め
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切った注7)。

「臨門方案」が終わってから、未再建のマンション側から再開してほしい要望が多くあったが、

921基金会は「臨門方案Jのかわりに、「達陣方案」という支援策を出した。「達陣方案Jの支援

内容は、再開発マンションの「公共施設の建設費用」と「銀行融資の利子」を補助し、買取や建

設期間の融資は一切なかった。 2年間半 (2004年 2月から 2006年 8月まで)の実行期間に参加

する事例は 5件だけだ、った。被災マンションの再開発の促進に役に立っとは言いがたい。

一方、 921基金会は買い取った建物の処分を急ぐため、再建組合に売却の仲介を委託し、売却

した利益(売却価格から再建コストを引いたもの)を再建組合に還元するような方法を取った。

この方法は効果的で、 2008年 7月解散までに、 228戸しか残されていなかった。解散の時点で、

921基金会が「臨門方案」により残された不動産(土地と建物)を国に手渡すことになった。

組合予備会 組合設立 事業計画審査 事業計画実施公告 着工申告 竣工認可

(A段階) (B段階) (C段階) (D段階) (E段階) (F段階)
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921基金会による支援制度 行政による支援制度

図8 臨門方案の支援策と行政の優遇融資制度の関係
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表 2 921基金会が臨門方案により買い取った住宅の残量

地域別 番号 事例名 臨門方案申請段階 事業計画実行段階 基金会解散時点

Al 慶福大様 8 8 。
A2 表 門世家 。 。 。

台北市
A3 東星大棲 18 18 。
A4 園泰撹翠天庫 。 。 。
A5 台北金融中心大棲 。 。 。
A6 晶宮大棲 。 。 。

台北県 Bl 博士的家 1 6 。
Cl 中興大棲 。 。 。
C2 文 'L'、大ニ耳 47 79 3 

C3 真善美A移転 6 18 3 

C4 天下第 家宇土匝 13 19 。
C5 忠 孝名度 2 2 。

台中市
C6 昇平華慶 3 3 。
C7 錦祥彩虫工社匝 3 3 。
C8 北台中公園域社匝 2 7 7 

C9 衛道春天家圃 2 4 。
CI0 錦祥 富 貴 担 二 匝 。 4 1 

Cll 富衛1圃強社匝 。 。 。
C12 錦新雅築社匝 。 。 q 
Dl 徳川l家康社匝 14 16 。
D2 中 興園宅社匝 。 。 。
D3 麟閣不土極 6 日 3 

D-:l 巨 匠皇目社匝 8 25 6 

D5 新天地社匝 7 7 五

D6 向陽新第社匝 。 。 。
D7 東平宇土匝 2 9 。
D8 東勢王朝期社匝 8 1 。
D9 東勢王朝一期社匝 11 36 331 

DI0 名流垂都青世家t土極 7 7 4 

Dll 太子吉第社匝 34 39 。
D12 翠 堤社極 。 。 。
D13 蘭生街723社匝 30 30 。
D14 泰昌大機社匝 1 10 10 

D15 向 陽永照社匝 25 27 。
016 東美 大 棲 宇 土 恒 6 7 

D17 山 城第家社極 4 日 8 

D18 全家福華!J!'社匝 11 18 13 

台中県
D19 金陵世家 8 8 O 

D20 壬示瞳k幸ヨニ匝五 。 。 。
D21 中喬大機 3 3 。
D22 品居社匝 6 9 4 

023 尊青邑社匝 43 75 。
D24 合家歎宇土匝 。 。 。
025 現岱 家 園 本 土 匝 。 。 。
D26 聯盈 大 棲 宇 土 匝 2 2 1 

D27 遠見宇土匝 28 36 9 

D28 省府賓座 19 19 10 

029 園光社匝 O O 

D30 蘭生街725宇土匝 7 7 1 

D31 蘭生街720宇土極 15 24 3 

D32 龍閣社匝 6 12 3 

D33 台中王朝社匝 4 7 。
D34 塑回大棲宇土匝 19 23 。
D35 台中奇蹟社匝 4 31 13 

036 ヰヒ屋t士幅五 1 1 。
D37 新生社匝 。 。 。
038 東安 里本街宇土匪 10 12 。
El 牛運堀 。 。 。
E2 中山街都市更新曾 。 。 。
E3 新庄都市更新曾 。 。 O 

E4 永平 都 市 更 新 車 瓦3 。 。 。
E5 水稲之歌七期 13 13 。
E6 南投水稲之歌人期 6 6 。
E7 毒事術園賓 25 36 28 

E8 綿統官邸 31 43 11 

E9 歎多量嘉年華 1 13 3 

I有投県
EI0 z賓大鎮 8 33 3 

Ell 永平都市更新車五1 。 。 。
E12 成功香樹都市更新曹 4 5 4 

E13 陽光新境 。 2 2 

E14 鮮締大棲 15 27 10 

E15 陽明大棲 16 30 18 

E16 公園大慶 42 65 O 

日17 永平都市更新車5i';6 。 。 。
E18 上毅世家 10 12 9 

E19 永平 都 市 更 新 車 元4 。 。 。
E20 永平都市更新車5i';5 O 。 O 

合計 625 974 228 

921基金会「臨門方案 90-04PART2 J報告書により整理したもの
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4. 参加率低下の現象

実現した 77件の事例 (5，747戸)か

ら見て、再開発事業に参加した従前区

分所有者は 2，936戸で 51%である。地

域別から見て、台北市の事業参加率が

最も高くて 96%で、南投県は最も低く

33%しかなかった。(図 9)

そのうち、 921基金会が「臨門方案J

により買い取った 974戸を引けば、実

際に事業参加する者は 1，962戸 34%し

かいない。(図 10)

前述したように、 921基金会は「臨円

方案Jにおいて、マンションの再開発

に比較的に有利な支援制度を出してい

る。と ころで、この 77件を「臨門方案」

支援の有無でグループ分けて見ると

戸数 6.000 

負 96唱

図9 地域別の再開発事業参加率

100唱• ;-90弛

80也

70首

60世

50情

40情

30首

20弛

10% 

0% 

(表 3)、「臨門方案」の支援を受けているグループは実際の再開発事業参加率が 310/0で、支援の

ないグループ 68%より低いことがわかった。

921基金会は被災マンションの再開発を促進する目的で「臨門方案J支援策を作り出した。こ

の支援策の下で、 64件の事例がスムーズに再開発を進行したが(図 4)、所有者の事業参加率が上

がらないことが明らかになった。

戸数

図 10 全体の再開発事業参加戸数

表 3 921基金会支援有無のグループ分けの参加率

地域別
921基金会支援を受けていない事例 921基金会支援を受けた事例

件数従前戸数参加戸数 比率 件数 従前戸数 参加戸数 比率

台北市 3 194 197 101. 5協 3 169 153 90.5免

台北県 O 137 931 67.9% 

台中市 1 38 33 86.8覧 11 774 486 62.8% 

台中県 25 9 36.0免 37 2，862 1，454 50.8% 

南投県 8 231 94 40.7% 12 1，317 417 35.7対

~ 量ロιl 13 488 333 68.2% 64 5，259 2，603 49.5免

臨門方案より貿取 974 

実際の参加戸数 1，629 31% 
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5. 事業参加率低下の要因分析

5 -1. 再建同意の規制緩和政策

政策面から見て、「復興臨時条例Jの 17条の (2000.11. 29.修正)により、「都市更新条例Jに

おける再開発の同意規制を、従前の所有権者 3/5かっ総土地面積かっ総床面積 2/3以上の同意が

要する規定を、所有者かっ所有権利 1/2以上の出席で、全体権利者かっ権利 1/2以上の同意まで緩

和した。このような規制緩和政策は、同意人数不足に悩んで、いる被災マンションにとって、初期

の同意人数の問題を乗り越えやすくなり、再開発の促進効果があると考えられる。

しかし、元区分所有者の 1/2同意規制を満たした場合、再開発事業参加者は約 50%の不同意者

や不参加者の権利を吸収しなければならない。しかも、不同意者や不参加者の割合が高ければ高

いほど、事業参加者の負担が重くなる。

再開発事業計画の検討段階に入ると、資産評価に基づいて権利変換作業において、不参加者の

権利を吸収する金額が算出される。また建設コストを加算すると、再建コストが明確になるが、

このときに事業参加者は最初の再建意欲が低下することが多い。事業参加者の負担を減軽し、再

建がスムーズにさせるために、 921基金会が「臨門方案Jで問題になる権利を買い取る。

したがって、行政の再開発同意規制の緩和政策は、再開発を起動させるには役に立つが、再開

発のパフォーマンスと繋がりにくい。 921基金会の「臨門方案」支援策と組み合わせなければ、

単なる同意規制の緩和策では有効な政策と言いがたい。逆に、事業参加者の負担が間接につり上

げられ、参加意欲を低下させる可能性があると考えられる。

5-2. 再建コストと市場価格の検討

ここで、実際の例をあげて従前と全く同じ規模で「原貌再建Jを行う場合と、都市更新条例に

基づく f再開発Jを行う場合との再建コストを比較しながら、市場価格との競争関係を検討する。

南投県のE-7事例の場合は、敷地面積 4，202 rri (公表市場価格:15.000元/rri)、従前 250戸

(総床面積:26， 996 rri ;戸当り 108rri ;持分土地 16.808 rri)で、減量再建を行い、再開発後 70

戸(床面積:11，501 rri ;戸当り 164rri ;持分土地 60.029 rri)となり、総建設費用は 157，490，000

元(床 13，690元/ぱ)である。(図 11)

xl-x250 
総建設費用:

157，490，000元

yl-y 250 

従前 ・250戸

総床面積:26， 996 rrf ; 

戸当り:108 rrf 

敷地面積 :4，202 rrf 
持分土地:16.808 m 

c:> 

従後:70戸

総床面積:11，501 m ; 
戸当り:164 rrf 

敷地面積 :4，202 rrf 

持分土地:60.029 m 

c:> 

図 11 事例 E一7の再開発状態
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再開発手法を使ったE-7事例の再建コストは3，145，595元で、原貌再建の 1，730，640元より、

1，414，955元高くなっている。(表 4)再建コストが増加する要素は、(1)不参加者の権利を吸収

する負担 (2)戸当り床面積の増加があるが、事業参加者にとって、持分土地や床面積の増加を

自分の財産として考えれば損にはならない。経済的に負担ができれば問題にならないと思われる。

表4 E一7事例の再建コスト計算

建て替え手法 土地コスト (A) 建設コスト (B) 再建コスト (A)+(B) 再建規模

原貌再建 252， 120 J[; 1，478，520 J[; * 1， 730， 640 J[; 戸数:250 

持分土地:16.808 rrl 

戸当り床:108 rrl 

再開発 900，435克 2，245， 160 J[; 3， 145，595 J[; 戸数:70 

持分土地:60.029 rrl 

戸当り床・ 164rrl 

噌加コスト 648，315元 766，640元 1，414，955元

本再開発の平方当りの建設コストと同じ基準とする。

ところが、市場のマンションの価格から見ると(表 5)、新築のマンション価格が再建コストよ

り安い場合は、所有者の再開発参加意思に影響を与えると考えられる。

本調査による削)と、 E-7事例の場合、周辺の新築マンションの平均価格は 18，755元/rrf、3

"-'5年の中古マンションは 15，250元/ばであり、再開発の再建コスト 19.171元/rrfより安い。し

かも、 E-7事例の建物が完成した時点は被災後 54ヶ月目であり、完成するまでの家賃費用は

約 810，000元(賃貸マンション 4人世帯 15，000元/月計算)を加算すれば、新築あるいは中古マ

ンションの購入は再開発の建て替えよりかなり有利である。

77件の事例全体を見ると、再建コストは周辺新築マンション価格と同じレベル(差は 5，000元

/rrf以内)は 40件があり、再建コストは周辺新築マンション価格より高い事例は 10件ある。特

に、事業参加率の低い南投県と台中県において再建コストと市場マンション価格の差が非常に小

さいことがわかった。(図 12"-'15)震災当時の市場マンション価格は本調査の数字より 2"-'3割低

いと言われており注9)、再開発手法に対する理解の不足や再建の目処が立たない場合、他のマン

ションを購入する可能性は十分あると考えられる。
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表 5 再開発実現した事例の再建コスト及ひ'周辺マンション価格

周辺マンション市場価格 再建コス 再建参 A B C D E F G H 
事制

事例名 住所 ト元/皿2 加率 再建桂床 再建参地調宮駅J
番号 総建設費用 時B

敷地面積ぜ 公彬表"土地価 土D岨ロ本ス町ト抽B 従前p

新聾元/置z 中古元/置' C+F H/G 面積.' 元/.' 型k 加戸動

AI 慶福大棲 台北市南京東路5段328腕 121，000 111，925 58，736 74覧 126，954， 300 3，978 31，916 403 264.713 26，819 35 26 

A2 車問世事 台北市)¥徳路4段666暁 136，125 121，000 45，948 100略 151，400，000 6，222 24，334 545 246，752 21，614 53 53 

台北市
A3 東星大機 台北市)¥徳路4段660暁 136，125 121，000 42，881 91幅 315，710，850 12，487 25，284 1，109 198，133 17，597 81 74 

A4 園事煙車王直 台北市木新路三段95巷南側地面 84，700 72，600 51，524 100覧 804， 253， 086 25，979 30，958 4，207 127，000 20，565 88 88 

A5 台北金融中心大雄 台北市教化北路62続 199，650 151，250 81，473 105 1，367，719，063 33，165 41，240 2，591 515，000 40，234 臼 57 

A6 晶宮大棲 台北市イ垂路四段446競至450-1競 181，500 160，325 68，223 1001 333，550，000 10，400 32，071 920 408，687 36，152 52 52 

台北県 BI 博士的車 新証市民安路300-316腕 54，450 45，375 20，606 68指 161，000，000 9，849 16，348 1，403 29，900 4，258 137 93 

CI 中興大棲 台中市南極建成路1601蹴 33，275 22，990 21，124 87活 36，000，000 2，379 15，158 408 34，780 5，966 38 33 

C2 文心大二E 台中市檀興路1段319腕 24，200 18，150 17，794 49略 289，579， 200 19，046 15.205 2，429 20，300 2，589 445 220 

C3 真善美A樟 台中市北屯極漢口路5段48印暁 39，325 21，175 29，484 90覧 60，632，557 4，652 13，033 2，540 30，132 16，451 63 57 

C4 天下第寧社直 台中市南和路101'125挽 21，175 19，965 19，589 70国 179，170， 000 11，130 16，098 1，524 25，500 3，492 132 92 

C5 .~孝名直 台中市酉匝大全街52暁 25，713 21，175 19，280 53略 23，450，000 1，669 14，047 273 32，000 5，233 19 10 

台中市
C6 昇平華直 台中市鼻平衝岨、 50暁 33，27厄 22，688 30，103 79 38，188，374 1，632 23，396 391 28，000 6，707 14 11 

C7 錦祥事虹社医 台中市錦祥街26'32貌 39，325 30，250 19，666 81 33，000，000 2，566 12，863 537 32，500 6，803 16 13 

C8 北台中公圃城社匝 台中市北屯匝松竹路145巷1、3、5"'11腕 29，040 19，663 22，896 93略 44，300，000 2，850 15，545 704 29，745 7，351 30 28 

C9 衛道春天草圃 台中市北匝衛道路1日続， 155-1暁 36，905 21，175 20，983 100% 29，180，000 2，162 13，494 661 24，500 7，489 16 16 

CIO 錦祥富貴社直 台中市北匝錦祥街.23、25、幻、 29蹴 40，838 30，250 23，111 100覧 32，470，000 2，263 14，350 453 43，758 8，761 20 20 

CII 富御園強社匝 台中市北匝錦村段101-65地腕 37，813 30，250 17，356 100略 9，097，253 750 12，136 182 21，500 5，220 9 9 

CI2 錦軒雅築社匝 台中市北極水源段125-82地統 33，275 26，620 23，148 100覧 14，308，795 940 15，220 257 29，000 7，928 10 10 

01 徳川家康社匝 台中略豊原市南陽路427競 22，688 21，175 21，746 65%1 208， 000， 000 13，291 15，650 2，486 32，591 6，096 77 50 

02 中興圃宅社匝 台中将大里市中山路471匝 28，133 10，285 15，919 48%1 337，871，886 23，738 14，234 2，582 15，500 1，686 193 93 

03 麟閣社匝 台中将大里市中山路面披 17，545 10，285 20，654 22%1 35，200，000 2，290 15，374 991 12，200 5，280 72 16 

04 巨匠皇宮社匝 台中賑露峰郷本堂村育仁街514巷1"19続 21，175 15，125 19，444 29覧 156，000，000 11，591 13，459 3，854 18，000 5，985 197 57 

【お 新天地杜匝 台中脈霧陣郷甲責村林轟路976-986貌 16，335 19，360 9，368 34略 23，941，601 3，880 6，171 653 19，000 3，198 87 30 

D6 向陽新第杜匝 台中麟大里市東南路141巷l蹴 16，940 10，285 17，584 29覧 60，500，000 4，048 14，9岨 689 15，500 2，638 76 22 

07 東平杜匝 台中略太平市東平路71脱 19，663 16，638 24，029 67覧 50，947，688 3，316 15，365 1，197 24，000 8，664 69 46 

D8 東勢王朝期社匝 台中豚東勢鍍三民街、中興街口 19，360 16，335 16，776 66%1 152，000，000 10，857 14，000 1，435 21，000 2，776 64 42 

09 東勢王朝二期社極 台中鯨東勢鎮東側路6幻続 19，360 16，335 21，473 55%1 203，081，724 11，060 18，362 1，229 28，000 3，111 98 54 

010 名流事術世家杜匝 台中幡東勢鎮東崎街278巷3税 19，360 16，335 23，051 8師 157，741， 688 7，900 19，968 1，353 18，000 3，083 56 49 

011 太子吉第社匝 台中将軍陣郷中正村10都市匝檀街29巷8競 21，175 15，125 12，592 82略 308，772， 000 31，559 9，784 3，939 22，500 2，808 198 163 

012 軍嵯社医 台中幌大里市軍堤路24-32貌 30，250 21，175 19，371 10C覧 17，7長2，442 1，349 13，160 441 19，000 6，211 16 16 

013 蘭生街723社匝 台中麟霧峰郷蘭生街63、71、73蹴 19，360 15，125 16，057 62%1 162，000，000 12，349 13，118 2，903 12，500 2，938 79 49 

014 奉昌大機宇土匝 台中蘇東勢鎮東崎街191-1"191-30税 27，225 16，033 21，066 96略 54，500，000 3，544 15，378 1，091 18，475 5，688 29 28 

015 向陽永照社匝 台中将型原市向陽路320税 25，713 16，638 19，445 ら6見 190，896，000 11，831 16，136 1，338 29，259 3，309 84 47 

016 東美大纏杜医 台中勝大里市晶城路9、11、13、15鞭 30，250 21，175 26，028 5叩 46，431，746 2，892 16，055 1，045 27，600 9，973 36 18 

017 山城第草社匝 台中尉東勢.斬盛苗'"、""、'"班員'"巷1.3.5.7聾 42，350 27，225 41，058 86哨 172，900， 000 4，770 36，249 997 23，000 4，810 35 31 

018 全車福華置社匝 台中幌大里市善化路166巷80弄t't2琉 27，225 21，175 16，198 28哨 91，999，999 6，940 13，256 2，320 8，800 2，942 60 17 

019 金駿世家 台中勝大里市新明路8'24競 24，200 16，638 21，840 回覧 35，000，000 3，083 11，351 1，556 20，782 10，489 24 12 
台中県

020 合鞍杜匝 台中麻大里市新生路140巷1-7競 24，200 15，730 19，383 36%1 20，000，000 1，608 12，438 698 16，000 6，945 25 9 

021 中喬大樟 台中賑霧時解林轟路714"'726蹴 21，478 17，545 18，455 72略 21，300，000 1，772 12，020 543 21，000 6，435 18 13 

022 品居杜匝 台中幡東勢鎮延平里第横街132腕 23，595 16，940 19，055 79協 39，054.000 2，688 14，528 454 26，806 4，527 28 22 

023 尊龍社匝 台中幅量車市圏轟直路剖，-~曽，中幅路-213、 215， 217、"曹醜 24，503 16，033 16，500 67%1 455，000，000 31，833 14，293 2，744 25，600 2，207 194 130 

024 合草歎社直 台中豚大里市新生路104←4'104-10駿 25，108 15，730 18，221 71覧 15，田D，OOO 1，236 12，864 323 20，500 5，357 14 10 

025 現岱草画社匝 台中蘇大里市現岱路17'25競 25，108 16，638 15，965 叩叩 11，258，000 1，011 11，136 257 19，000 4，830 8 8 

026 聯盈大瞳社匝 台中将東勢鎮延平里第横街18腕 22，083 15，428 18，339 61覧 21，000，凹O 1，456 14，424 250 22，800 3，915 13 8 

。27 遠見杜垣 台中厩大里市中興略l段2刷、部昌、 270蝉，272巷Z醜等 18，150 12，100 18，456 73世 191，500，000 13，024 14，704 2，381 20，526 3，752 106 78 

028 者府賓座 台中将霧陣郷甲寅村林轟路974貌 19，360 16，335 19，466 44略 109，950， 000 6，957 15，804 1，287 19，793 3，662 91 40 I 

029 園光杜匝 台中脈大里市圏光路2段769暁 33，275 19，360 25，269 95覧 13，000，000 1，553 8，371 1，141 23，000 16，898 20 19 

030 蘭生街725社匝 台中隠霧峰都蘭生街43、45、47、49!1! 19，058 16，335 19，977 65 40，683，466 2，5叫 15，992 811 12，500 3，985 20 13 

031 蘭生街720，土匝 台中厩霧峰網棚生街42'''58腕 21，175 15，125 17，178 4時 65，800，000 5，142 12，797 1，408 16，000 4，381 40 19 

032 龍聞社匝 台中将大里市中山路2競 24，200 16，638 18，912 20省 72，329，000 5，113 14，145 1，573 15，500 4.767 167 34 

033 台中王朝社民 台中将大里市現岱路183暁 23，595 16，638 18，676 7稲 48，900，000 3，705 13，198 1，561 13，000 5，477 181 12 

034 豊田大槽社匝 台中際型原市圃環東路、向陽路173巷口 25，108 17，243 18，149 69哨 102，000，回。 7，020 14，529 683 37，233 3，620 78 54 

035 台中奇蹟社匝 台中将大量市現岱路184競 25，108 16，638 20，176 33覧 251，000，000 16，405 15，300 4，999 16，000 4，876 239 79 

036 jt屋杜匝 台中略大里市新光路22続 25，410 17，848 21，101 73覧 16，439，424 1，117 14，717 460 15，500 6，383 15 111 

037 新生社匝 台中眠大里市中興路2段IB2巷25-3腕 39，325 26，318 20，983 BI% 9，733，844 617 15，776 257 12，500 5，207 11 9 

038 東安里本衝杜匝 台中豚東勢鏑本街228暁 42，350 33，275 66，245 80覧 61，000，000 5，805 10，510 5，476 59，080 55，735 69 55 

EI 牛運堀 南投賑南投市担嗣路 21，175 16，033 14，724 43部 14，400.000 1，018 14，144 246 2，400 580 14 6 

E2 中山街都市更新曾 南投将南投市中山街 39，325 33，275 34，864 44 20，000.000 1，641 12，185 2，256 16，500 22，679 16 7 

E3 新庄都市更新曾 南投豚草屯鍍"草路76続 26，015 22，990 22，669 71 23，500，000 2，068 ll，365 4，495 5，200 11，304 14 10 

E4 永平都市更新車]i;3 南投眠中寮鄭永平路 24，200 20，570 12，270 50略 21，900，000 2，003 10，933 867 3，090 1，337 14 7 

E5 水稲之歌七期 南投脈草屯鎮正興街102巷】7、19競 26，015 22，990 17，723 65稲 112，580，000 7，312 15，397 1，134 15，000 2，326 54 35 

E6 南投水稲之歌人期 南投市中興路182巷26現 21，780 26，923 18，331 45略 50，175，040 2，827 17，750 532 3，090 5BI 22 10 

E7 轟術園賓 南投鯨草屯鎮中正路557-2覗 18，755 15，125 19，171 18覧 157，490，000 11，501 13，690 4，203 15，000 5，481 250 44 

88 組統官邸 南投将草屯鎮中E路564-13披 18，755 15，125 15，770 19覧 106，897，200 8，509 12，563 2，183 12，500 3，207 174 331 

89 融業嘉年華 曙投賑靖里鎮西安路段間続 27，830 24，805 17，111 41略 63，600，000 4，289 14，828 754 13，000 2，284 56 23 

南役県
EIO J孟宮大鎮 南投勝楠里鎮信義路335巷8貌 27，830 24，805 17，026 30誕 237，4忌6，000 16，184 14，672 3，072 12，400 2，354 337 100 

El1 永平都市更新車]i;1 南投眠中事郷永平路 24，200 18，150 16，007 77 13，600，000 1，102 12，342 1，307 3，090 3，665 13 10 

EI2 成功香樹都市更新曾 南投市成功ニ路96巷1続 21，780 14，823 17，212 29活 16，200，000 1，099 14，739 302 9，000 2，473 21 6 

E13 楊光新境 南投市自立路3巷43続 21，780 15，428 26，046 17稲 18，000，000 1，192 15，096 1，088 12，000 10，950 60 10 

El4 鮮輯大瞳 南投鯨楠里鎮中華路62続 27，830 17，545 16，427 63稲 122，943，50(J 8，486 14，487 1，372 12，OO(J 1，940 62 39 

E15 陽明大槽 南投鯨楠里鎮西安路段9B巷8腕 27，日30 17，243 18，978 5C覧 128，446，700 7，81l 16，445 1，466 13，500 2，533 64 32 

EI6 公閤太直 南投市平和里南陽路142競f育輔路13B鞭 21，780 15，125 21，535 49覧 197，000，000 10，130 19，447 1，382 15，300 2，087 147 72 

EI7 永平都市更新車元6 1有投勝中寮榔永平路 20，873 17，545 17，276 33%1 59， 600， 000 5，588 10，665 11，955 3，090 6，611 75 25 

E18 k量世家 南投勝民間郷南雅村事南路25、27税 25，713 16，638 20，705 19%1 46，617，981 2，912 16，010 911 15，000 4，695 70 13 

EI9 永平都市更新車元4 南投眠中寮郷永平路 20，570 15，125 15，165 27見 63，700，000 6，066 10，501 9，157 3，090 4，664 73 20 

E20 永平都市更新車冗S 南投眠中寮郷水平路 21，175 15，125 13，717 75 16，000，000 1，426 11，222 1，152 3，090 2，496 12 9 

周辺マンション価格は不動産仲介業者(永慶、住商、東森)三社が提供した資料により整理したもの

46 



JC 

250，000 

200，000 

100，000 

50，000 

Al A2 A3 A1 

事例

再連参加率 ー・ 0 ・・・ 新築元1m'

105% 

A5 A6 81 

--+一再建コスト

J'C 

120誕 45，000 120略

40，000 

100事 100部

35，000 

80% 30，000 80略

60% 
25，000 

60世
20，000 

40% 15，000 40世

20% 
10，000 

20首

5，000 

。世
。部

Cl C2 C3 C4 C5 c6 C7 c8 C9 ClO Cl1 Cl2 

事例

再建参加率ーー -0-ー・新築元1m'--+ーー再建コス 卜

図 12 台北市と台北県の事業参加率、再建コス
トと周辺新築マンション価格

図 13 台中市の事業参加率、再建コストと
周辺新築マンション価格
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図 14 台中県の事業参加率、再建コストと周辺新築マンション価格
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5 -3. 再建タイミングの要因

再建を待っている聞に、仮設住宅、営団住宅や民間住宅などの住宅を確保しなければならない。

時聞が経過していくと、ますます所有者たちが分散し、連絡がつきにくくなる。特に他の住宅を

購入した場合、再建参加の意思が低下していく。再開発の作業が遅れれば遅れるほど事業の参加

率が低下するは指摘されている注 10)。

ここで実現した 77件事例を対象とし、それぞれの着工時点と事業参加率と対照して整理し、時

間帯を分けてそれぞれの事例の事業参加率を見ると、事業参加率 50%以上の事例の割合が被災後

49ヶ月まで下がり続けていることがわかる。(図 16)

しかし、地域別で事例の分布から見ると、図 17が示すように、台北市と台中市の事業参加率は

高く、被災経過時間の影響が見えない。台中県の場合は分布が広く、時間経過につれ事業参加率

が下がっていく傾向が著しい。南投県は全体の事業参加率が低い。

件数の割合
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図 16 被災経過月数の時間割から見る参加率と件数
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台中県は再建コストが最も市場マンション価格との差の少ない地域であり、 38件の事例のうち、

再建コストと周辺新築マンション価格が同程度のものは26件もあるしかも、台中市と隣接し(図

18)、震災前から大量な空き家が残っている地域(台中市を含む。図 3)にでは、すぐに入居でき

るマンションの選択肢が多くある。このような地域、事業参加率は再開発スタートの遅れに影響

されやすいと考えられる。

南投県の場合は、震災後の人口が隣接の都市へ流出し続き(図 19)、全体の事業参加率が低い原

因と考えられる。

また、台北市と台中市のような再建コストと市場マンション価格が大きい地域では事業参加率

と再開発スタートの遅れとの関連性が薄い。

したがって、再開発事業の参加率と時間経過との関連性は、地域によって異なる。再建コスト

と市場マンション価格の差が小さい地域で、は時間経過につれ事業参加率が下がっていく傾向が

あるが、政策や 921基金会の支援策の遅れと関連性が見えない。再建コストと市場マンション価

格の差が大きい地域では、再開発事業の参加率と時間経過との関連性がないと考えられる。
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図 19 台中地域の人口変化
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6. まとめ

したがって、従前区分所有者の再開発事業参加率は再建コストと市場マンション価格のバラン

ス関係、と関連する。また従前区分所有者の事業参加率が低ければ低いほど、事業参加者が不参加

者の権利を吸収しなければならず、再建コストが上がるため、事業参加率と再建コストとの連帯

関係を持っていると考えられる。

再建コストは市場マンション価格より高い場合、事業参加率が低くなり、逆になると、事業参

加率が高くなる。特にその差が多ければ、事業参加率の変化が顕著である。台中県と南投県の再

建コストがその周辺新築マンション価格より高いあるいは同程度の事例が多く、所有者の事業参

加率が比較的に低下している。

また、被災経過時間と事業参加率との関係から見て、すぐ入居できる空き家がたくさん提供さ

れている地域(台中県)において、再建コストが周辺新築マンション価格との差が小さい場合、

被災経過時聞が伸びて行くと、事業参加率が下がっていく傾向がある。これは他のマンションを

購入し、再開発の参加意思が低下になると考えられる。だだし、台北市や台中市のような地域は、

周辺新築マンション価格が再建コストを大きく上回る。支援策の出遅れや被災経過時間などは直

接に事業参加率の低下と繋がるとは言えない。

一方、台湾震災の被災マンションは1/2所有者同意の規制緩和を背景に、 921基金会の「臨門

方案」再開発支援策の元で、再建が進んだ。特に 921基金会の「臨門方案」の中に、建設期間の

無担保融資制度が追加された後、再開発全体の進み具合が速まった。しかし、 921基金会の支援

を受けても元区分所有者の再開発事業参加率が 31%にとどまり、支援を受けていない事例グ、ルー

プの 68%より大幅低下していることが明らかになった。つまり、これらの規制緩和、優遇融資、

買取支援などの支援策は再開発を促進する効果はあるが、従前区分所有者の事業参加率を高める

効果が見えない。

参考文献

(1)呉昆茂「台湾と日本震災住宅重建比較j、停文文化、 2004

(2)丘昌泰「剖析 921災後重建的問題糾葛奥解決之道J、、清南大学論文集、 2000

(3) r921地震重建区住宅政策及び実施方案」、重建委員会、 2001

(4)謝志誠 「九二一災後住宅重建政策分析」財圏法人九二一震災重建基金舎， 2003 

(5)曾志雄「社匝特性輿集合住宅重建之閥聯性研究以 921震災台中将主導之結合住宅為例」銘偉大撃媒瞳空開設

計研究所， 2005 

(6) The 921 Earthquake Post-disast巴rRecover Commission: Experiences on Post-disaster Reconstruction for 

the 921 Earthquake Vol. 1， Vol.2， ，Executive Yuan ，2006.10 

(7)財圃法人九二一震災重建基金舎編「築巣専案一臨門方案各社匝更新重建進度J，2004 

注
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(注 1 国民住宅承購規定(営団住宅購入方案)Jは震災直後(1999.10.5. )に発表され、家が全壊や半壊の被

災者に対し、営団住宅を 3割引で販売するとし、う政策である。内政部営建署により、 2004.8.21.までに

1， 190戸の営団住宅を売り出した。

(注2 呉昆茂は「牽海奥日本震災住宅重建比較 (2004、p115) Jにおいて、行政が台湾の多量な空き家に配慮

し、震災復興で、の営団住宅建設も慎重だ、ったと指摘している。

(注3 当時政府の営団住宅基金(国民住宅基金)は 1，567億円の負債を持ち、約 18，000戸の常団住宅が空き家

となり、国家資産経営管理委員会は 2003年 10月 2日に営団住宅の建設を中止すると決議した。

(注 4 この融資制度の内容は、全壊や半壊の被災者に対し、住宅購入(建て替えを含む)350万元上限、補修

150万元上限の利子補助である。 150万元以内は全額利子補助、 150万元以上の部分は 3%を超えた利子

を補助する。

(注 5 曾志雄は「杜匝特性奥集合住宅重建之闘聯性研究一以 921震災台中将主導之結合住宅為例J(2005、p47) 

において、この優遇融資制度と営団住宅の売り出し政策はマンションの所有者の転出と関連し、再開発

事業参加率を低下させた一因と述べた。

(注 6 復興政策を主導する重建委員会(行政)は 2002年 7月 25日に 18箇所の受け皿住宅(マンション 1，300

戸と低価住宅 400戸)を建設する計画を発表したが、 2004年 8月までにマンション 232戸、低価住宅 256

戸しか完成していない。また 2004年初に完成した相子坑マンション(98戸)は半年経っても被災者の入

居要望はなかった。

(注 7 921基金会の「達陣方案 93-1(2008.7.31.)J報告書により、臨門方案を終えて逮陣方案を出す理由につ

いて、臨門方案において事業参加者の無責任退出は、基金会の買取性宅が増加し、臨門方案支援策の問

題が 2004年の初期に浮かび上がったと述べている。

(注 8 本稿の各事例周辺マンションの価格について、台湾の大手不動産仲介業者(永慶、住商、東森)三社が

提供した資料により整理したものである。また、中古マンションとは竣工後 3~5 年のものと定義する。

(注 9 台湾の大手不動産仲介業者(永慶、住商、東森)三社が提供した資料のうち、被災地域において、 1999

年以降の性宅価格は明確に約 2割低下し、 2004年からだんだん回復する傾向が現れた。

(注 10 921基金会築巣方案報告 (2003年)において、これからの問題点について、再開発スタートした事例の

事業参加率がだんだん下がっていく傾向があると述べた。
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第 5章未再建事例の実態と課題

1 .研究の背景と目的

現時点で(震災経過 8年目、 2008年)都市更新条例に基づく再開発手法により再建を行った

119件(3階建て以上のマンション)のうち、 41件が未再建であり、全体の 35怖を占めている口こ

れらの事例はどの段階で、どのような問題に遭ったかを明らかにする。未再建事例の特徴を分析

し、解決方法を模索するのが目的である。

2. 調査方法

2 -1.インタビ、ューの仕組み

未再建の 41件の事例に対しインタビ、ュー調査を行い、再建できない要因と課題を分析する。

インターピ、ューの仕組みは図 1のように、「起こった問題の関連性j、「現在直面している課題」

と「これから再建できる可能性」について、 3つの部分で構成する。

インタビューの仕組み

再建過程の問題

現在直面している課題

これから再建できる可能性

図 1 インタビューの仕組みと質問項目

2 -2.インタビ、ューの内容

質問の項目は①訪問事例の基本資料、②組合の進み具合、③再開発の過程に生じた問題(順番、

複数回答)、④現時点での最大の課題は何ですか(順番、複数回答可)、解決できない理由、⑤今

後必要な協力、⑥行政に対する期待、⑦これから再建できる可能性と説明、 7項目である。各項

目の内容は次の通りである。

①訪問先の基本資料

1. 訪問相手

2. 訪問時間

3. マンション名称、

4. 建物構造

5. 敷地面積
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6. 戸数

7. 県市地区

8. 都市計画

9. 地籍番号

10. その他

②組合の進み具合

1. まだ組合設立していない。

2. 組合設は立したが、事業計画が未完成。

3. 事業計画は公布したが、未着工。

4. その他

③再開発の過程で生じた問題(順番をつけて、複数回答可)、 発生時間、説明

1. 全壊か半壊かの判定に論争がある。

2. 補修か再建かの意見が対立し、合意が取れない。

3. 検察官の証拠調査により撤去が遅れた。

4. 元開発業者に裁判を起こし、判決が遅い。

5. 所有権者への連絡がつかない。

6. 都市更新条例への理解が不十分。

7. 元ローンの返済が困難で、新たな融資銀行がない。

8. 所有権者の再建資金が不足。

9. 921基金会の支援を受けなかった。

10.その理由は(0資料不備、 0参加者の人数が不足、 0期限が切れた、 Oその他

11.コンサルタントの専門能力が欠乏。

12.土地問題が解決できない。問題の分類:

(0従後の共有部分負担の合意がつかない、 O敷地内に行政や他人の土地が入って

いて購入できない、 0法律の規制、 Oその他)

13.開発業者の参加意思が低い

④現時点での最大の課題は何ですか(順番をつけて、複数回答可)、解決できない理由説明

1.所有権者が補修か再建かの論争が収まらない。

2.再建の融資銀行がない。

3.再建の参加人数が不足，理由:(順番)

a.時聞が長く経っと、他のところに定住した人数が多い

b.再建の資金が不足している人数が多い

C.もともと他の不動産を持っていた所有権者が多い

d.元のローンを返済できない人数が多い。

8.その他

4.開発業者の参加意思が低い
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5.その他

⑤今後必要な協力

⑥行政に対する期待

⑦これから再建できる可能性と説明

1.可能性が高い

2.可能性がある

3.わからない

4.可能性が低い

5.不可能

日掛II1II事例由基F松島俗

動情相手 割問同冊

守:..-~・二屯酢 瞳噛構造

戸 数 111:阻困謂

都市酢匝 阜市地区

地用番号

その値

cl 事業酔百台?益布した炉、車地t:c.

@再周譜a>iI直に生じた聞置順書をつIナて、棟曹担買IPTI

開審 間 置

童書豊か事者Itror7:J判定に衝争があ;:，.

柑8'1J>再瞳灯、町t，，1l'対立し、官倉伊取れ1H、

雄事官<1:A梶調査によりIII書が哩れた，

元同盛業者t槙輯を組ごし、判。H'埋ぃ，

所有精害~膳炉つかない，

都市型'金例〈両朝基伊'1'+合，

元ローン由哲世伊庫副E宅、軒た匂融腎損押炉"J:.I..~r

辞書禍害由再瞳聾量伊平~

~~l基金告白主援を重{ナなかった，モσ直歯師 (O lt;

骨;f欄、 0，"加者白人積耐不足、口期限免?倒れた、

口その世L 」

コンーす J~ ヲン十品晦明量ゴヲIl'~て邑，

士岨周置が骨税/l，-，;差以い.問置四措彊

(0種撞白品有輔分11:樫白骨倉似すっかむしし 0111:也

向に押政や他人白土地Il'，人乍 τぃ右隅人でき 1.い、

。梅信m県側、白島岨_________-1

同措提唱F品'"加tl!:伊砥ぃ

そ白抱

そ府艦

921重宝における再開発手まにより再建を行う来高議事例の調査芸

~岬』軍最:r:d由置r~冊唱すかIJI(番をつ{ナt、視軍個唱F可?

順番 問 置

静有植者伊相官か再瞳お情争伊II!<まら低い，

ぱ 再瞳"'"且聾唖討争相官1Jい，

再瞳の'"加入費~Il'，本足白理防晴香}

時伺炉畏〈盤っと、値由と』司に富値いた人曽~;~ぃ

再瞳拘置企伊不足位入，tt~;~い

静有糧者伊もともと他品不動認を骨っていた人事賓が~，~

元のロ」ンを世皆吉をむい人暫~;~判、

そ白血一一一ー一一一ー一一ー一一一___3

同構難者自'"加倉思伊憶い

そ由抱一一一一一 一一一一一一一一」

昏令官量必要白臨カ

量生同開 説 明

⑤押君主に対す毛期持

図2 インタビューの表紙

2-3.インタビューの有効事例

齢酔でき Fよい理歯，JJII!問

未再建の 41件事例に対しインタビュー調査を行った。イン 表1 インタビュー有効事例の分布

タビューの対象の代表'性と回答の具体性をインタビューの有

効の基準としたところ、有効な事例は 19件となり、有効率は

46%である。有効な事例の分布は台北市 1件、台北県 2件、

台中市4件、台中県 12件である。(表 1) 

インタビューの対象は原則再建組合の会長とした。インタ

ビューできない 22件のうち、連絡がつかないのは 15件、回

答の具体性が欠乏し、分析材料にならないものは 7件である。
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未再建の件数 有効件数

台北市 4 

台北県 3 2 

嘉義県 l O 

台中市 6 4 

台中県 17 12 

南投県 10 
メ仁hI、圭ロt *41 

*3階以上 (3階の長屋型の区分所有共同住宅を含む)の区分所有の共同日一



3. 事例分析のモデル

3 -1.再建の阻害要因の整理

各事例(台北市 A1、台北県 B1"'2、台中市 C1"'4、台中県 D1"'12と番付けする)インタビ、ュー

の内容に基づいて、まず再開発の阻害要因に関する出来事を発生時間を対照し、問題発生の流れ

を明らかにし、阻害要因を整理し、表 2のよう(事例 B-1の例)にまとめる。

表2 未再建事例の阻害要因整理表一事例 8-1

3-2.各事例の実態分析

番号:台北県 (B-2) 

事例:幸福社区B

住所:淡水鎮民権路 183巷街廓

建物:地上5階/地下 1階

戸数:110戸

敷地:2， 762， 96 rrf 

床面積:12， 125.47 rrf 

再開発の阻害要因に関する発生年表

1999. 10.6. I役所により全壊判定となった。

l捌 10.19. I再び再鑑定 :A棟半壊「補強するまでは、立ち入り禁止」、他の棟は被害が軽い。

2002.3.31.軽い地震が起こった。

2002.7.10. I台北県政府の再鑑定により、 B、C、D、E棟「全壊」と判定し、強制撤去の命令

が出た。

2002.9. I B 、C、D、E棟の所有者が抗議運動を行った。

2003.6.16. I B棟再建組合の設立

2006. 12. 27. I事業計画の権利変換審査が完了した

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) -比較的に有利な条件:
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撤

1
i

ワ臼

c)県(行政)の協力(審査、手続き、アドバイ

スなど)を得ている。*

-進み具合:

最終的に全壊の判定となり (2002.7.10. )所有者全員の合意が得られないため、都市更新条例

に基づく再開発手法を採用し、所有者及び所有権者の 3/4同意を得て、再建を行った。事業計画

の権利変換審査が完了した (2006.12.27.)。着工が始まった。

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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再開発手続きの進み具合、問題発生のタイミング 主な問題のプロセス、今後の再建の可能性

などをまとめ、未再建事例の実態を把握する。図 3 (事例 B-lの例)が示すように、全体の流れ

を明確にする。

開発手続きの進み具合 i
告書簸鎮火.担9/到

し 1999 

1999.10.6 ・役所により 5棟全接判定 となった。

1999.10.19・再び再鑑定 A練全巌、他の棟は半壊。

問害要閃の発l' 2002.3. 31.・軽い地震が起こった。

2002.7. 10 ・台北県政府が B、C、D、 E棟 「全議1と判定し、強制撤去の命令をした。

2002.9. .日 、C、D、E棟の所有者が抗議運動を行っ た。

2003.6. 16 ・B棟再建組合の設立

2006. 12.27.事業計画の権利変換審査が完 rした

[1 撤去作業が遅れた

所有者意思統合が図健

再建組合の堕足が遅れた

921基金金支援の期限切れ

現時大の困難 仁 和、

今後必吋み 〔 無い

行政 …期待C無い

再…性〔ある

当事者の意見

1" 
1. <同時開発の建物〉

5棟の建物 (A、B、C、D、 E) が1985年同 開発業者に同時に建て られたものである。被災の状況はA棟は比較的に厳重で
説明 | あり、その他の4棟はほとんど被災がない。

2. <被害判定の問題

最初の役所の判定は全壊(1999.10.6.)であったため、ほとんど被災のないB、C、D、E棟の所有者の不満を起こした.しか

し、従前建物本体の品質が悪いと理由で、再建を支持する所有者もおり、補修か再建の両派が対立した.その後再び再鑑定が行
われ、 A棟は半巌の判定 「補強するまで、なち入り禁止(1999.10.19.となり 、他の棟は被害が軽いと鑑定された。 A棟の居住

者が直ちに転出し、所有者全員同意で建替えした。しかし、それから3年経過、台北県政府の再鑑定により、 B、C、D、Eの4

棟が 「直即危険制がある j e判定 L、つまり 「全嬢」と同様なものであった。しかも .1ヶ月以内に自己撤去しなければ強制撤去
を行うと命令した。 (2002.7.10. )。

3 く強制撤去に不満〉

台北県政府が日 、C、D、Eの 4棟を強制撤去する理闘は、地震 (2002.3.31. )の被害でなく、態物の品質不良 (コンクリート
に海砂を使用した)により危険性が起こったのである。そのため所有者側の不満が高まり、抗議運動を行った。 (2002.9.) 
4. <B棟だけ再開発手法>

B 、C、D、Eの4棟の中、C、D、 Eの 3棟が全員同意で、 「原地原貌』による建替えをした. B棟の所有者の合意がつかい
ないため、都市吏新条例に基づく再開発手法を採用し、権利者及び所有権利0:>3/4同意を得て、再建を行うことになった.
5. <再建組合の立ち遅れ〉

再建組合の設立は震災後の4年目 (2003.6. 16. )でずいぶん遅れたが、再開発の手続きが順調に進み、事業計画の権利変換審査が
完了した (2006.12.27.)。
6 く良い立地条件>

21基金会の支棲制度の申請が聞に合わないが、敷地から電車駅まで徒歩2分という良い立地で、銀行からの融資は困難ではなかっ

た。

図3 未再建事例の実態分析と関係国一事例 8-1
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4.再建の阻害要因の分析

4 -1.主な再建合意形成の阻害要因

「再開発の過程にどんな問題が生じたか」の質問に対する回答において、 19件の未再建事例

からの回答(複数)により、表 3のように「手抜き工事に対する公訴」、 「損害賠償を求める訴

訟」と「コンサルタントとのトラブノレj と答えた事例が各 9件で最も多い。

次は「被災判定の不明確」が 7件、 「撤去作業の遅れ」が 6件、「所有者との連絡困難J、 r921

基金会支援の中断J、 「多数所有者が別の家を購入j と答えた事例が各4件、 「土地に関する問

題J、 「地下室の共有問題」と「従前ローンの返済問題Jが各2件、 「行政の区画整理の規制」

が11'牛である。

そこで、 「訴訟Jに関する問題は、(1)検察官側が手抜き工事に対し、 「過失致死Jや「公共

危険Jなどの罪で元建設業者、下請け業者、建築士、公務員などを起訴する「手抜き工事に対す

る公訴事件Jと、 (2)所有者側が元建設業者や行政に対し、損害賠償を求め訴訟を起こる「損害

賠償を求める訴訟J2つに分けることができる。 r手抜き工事に対する公訴事件」と I損害賠償

を求める訴訟j は「撤去作業の遅れ」にも影響する。

検察官側が行う「手抜き工事の公訴j は手抜き工事の責任の追及が目的なので、裁判の結果

は直ちに所有者の利益に反映しない。しかし、手抜き工事の現場調査のため、撤去の作業を遅ら

せたことがよくあり、これは「撤去作業の遅れ」をもたらす一因にも考えられる。

一方、所有者側が元建設業者や行政に起こした損害賠償の民事訴訟は、所有者の利益と結び

っく。

裁判の結果は、「手抜き工事に対する公訴」と答えた 9件のうち、 1件が無罪判決となった。

「損害賠償を求める訴訟」と答えた 9件のうち、 4件が勝訴し、判決より元建設業者が賠償すべ

きだと命じられた(その中 1件がさらに行政の「国家賠償Jを受けた)が、勝訴を期待しながら

損害賠償の訴訟の結果を待つため、再建の作業が遅れた事情もある。

また、 「コンサルタントの専門ノウハウが不足」や「所有者とのコミュニケーションが悪い」

などの原因で、権利変換と事業計画に必要な専門協力が得られないため、再開発の阻害となった

事例は 9件ある。再開発が基づく「都市更新条例」は震災(1999年 9月 21日)が起こった前の

年 (1998年 11月 11日)に公布された。相関細則は 1999年 3月に公布され、震災までに、実

行された事例はなく、権利変換に重要な資産評価に関する制度上の不備や、コンサルタントの

再開発の実践経験が少ないため、事例の問題に対応し切れない。これは「土地に関する問題」や

「地下室の共有問題」の回答と関係があると推測する。それに、コンサルタントは 921基金会の

臨門方案の期限に間に合わせるため、再開発事業内容を所有者へ公開説明する前に、所有者たち

の同意書や書類を事前にサインしてもらった行為により、所有者側の不信感が高まって、コンサ

ルタントと解約するまで、至った事例 (0-2) もある。

なお、行政は全壊か半壊かの被災判定を明確にせず、区分所有者間には再建か補修かの論争

になり、再開発の阻害であると回答が 7件がある。そのうち、台中 (C-3) の事例は被災判定の

決着がつくまでに震災後 6年 3ヶ月 (2005.12. 12. )があり、最も遅かった。全壊か半壊かの被
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災判定の不明確は「撤去作業の遅れ」になる一因と考えられる。台中 (C-2) の事例をみると、

被災判定の決着がつかないため、建物の撤去が遅れた。撤去作業完了の時点は震災後 3年半

(2003. 1. )である。

4-2.主な阻害要因の説明

上述した主な阻害要因のうち、「コンサルタントとのトラブノレj 問題、 「被災判定の不明確」

問題、と「地下室の共有」問題の 3つ問題に関して、それぞれの特有の背景が存在している。次

のように説明を加えたい。

(1)コンサルタントの問題

再建組合が再開発の専門的な部分(資産評価、権利変換、事業計画、建築設計、許可

申請など)をコンサルタントと契約して委託するのは一般である。このコンサルタントは

建築、不動産鑑定、土地課の三つの分野を跨って、専門的なノウハウを要する。

しかし、都市更新条例の実践経験がないという背景のほか、資産評価の客観性と専門

性の確保に関する法律である「不動産佑価法 (2000年)Jと「不動産佑価技術規則 (2001

年)Jは震災後に成立し、すぐに役に立ったとは言えない。これらの法律に基づいて誕生

した不動産鑑定士は 2002年以降である。

権利変換に重要な資産評価に関する制度上の不備により、所有者側がコンサルタント

の提出した資産評価の客観性を疑うと、事業計画の検討が困難となる。 921基金会もこの問

題に直面し、解決方法として、支援を受けた事例に専門のコンサルタントチームを派遣し、

特別資産評価の審査委員会を設置。資産評価の客観性を維持し、所有者への信頼を守って

きた。これは行政の正式審査を申し込む前の点検装置として考えられる。行政の正式審査

に加えて、二重審査の構造となる。

ところで、 921基金会の支援を受けていないこれら未再建の事例は、各自でコンサルタ

ントを依頼し、実際に利益に関わる資産評価に疑問が出た場合、あるいは、コンサルタン

トの不正行為には、特別資産評価の審査委員会のような第三者のアドパスや監督が得られ

ない。 0-5、0-7、0-9、0-12は資産評価の不信でコンサルタントとトラブソレが起こった事例

である。 0-3事例は建物の設計への不満で、コンサルタントと解約し、結局事業計画はスム

ーズに進まなかった。

一方、所有者側は「マンション管理条例(公寓大慶管理係例)Jに基づいて成立してい

る従前のマンション管理委員会を、再開発の組織にできないため、都市更新条例に基づい

て、別の再建組合(更新会)の設立が必要である。当初の検察官の調査や損害賠償の訴訟

などで活躍してきた従前のマンション管理委員会や任意団体の住民会などの組織は、再建

組合という法人へ変更することが困難で、あった。特に全壊半壊の判定に議論がある事例に

おいて、再建か補修の対立が激しい場合、従前の組織が新しい組織へ移行するのは難しか

った。内部組織の問題は技術協力の立場にあるコンサルタントにとってなかなか介入しに

くい分野であるが、この問題は所有者とコンサルタントの聞のコミュニケーションにも影

響を与えている (C-3、0-3、0-1、0-10)。
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表3 主な再建合意形成の限害要因

問題発生の時点(再開発の手順) 合計
工夏目 主な再建合意形成の阻害要因 B段階(再建組合設立) B-C段階(権利変 D段階(事業計 内容説明

以前 換、事業計画審査) 画公告)以降 件数

C-1，C-2，C-3，C-4， 
検察官側が手抜き工事に対し、 「過失致死」や「公共危険」などの罪で元建|

1 手抜き工事に対する公訴 9 D-1，D-3，D-7，D-8，D-10 
設業者、下請け業者、建築土、公務員などを起訴すること。

8-1， D-3 

2 損害賠償を求める訴訟 C-1，C-2， 9 所有者側が元建設業者や行政に対し、損害賠償を求め訴訟を起こすこと。

D-7，D-8，D-10，D-11，D-12 

D-5， D-ll D-1，D-3，D-6，D-7，D-9 D-2，D-12 コンサルタントのノウハウ欠乏や所有者とのコミュニケーションが悪いな
3 コンサノレタントとのトラブ/レ 9 

どの原因で、権利変換や事業計画に必要な専門協力が得られないこと。

8-1，8-2， 
行政が全壊か半壊かの被災判定を明確にせず、区分所有者聞には再建か補修

4 被災判定の不明確 C-2， C-3， 7 

D-4，D-7，D-10 
かの論争に滞り、再開発の阻害となった。

C-2， D-ll 8-1 検察官側が冗建設業者の手抜き工事の証拠を取るために、撤去作業を遅らせ

5 撤去作業の遅れ 8-2， 6 たことがあり、また、被災判定による所有者間の論争が収まるまで、撤去が

D-lO， D-4 困難となる。 I年以上遅れた事例は6件、最長 4年も遅れた事例がある。

D-4，D-6 B-1， 再開発が進まないまま、長い時聞が経っと、だんだん所有者への連絡が困難
6 所有者との連絡困難 4 D-2 になり、意思の確認ができない状態。

7 921基金会支援の中断
D-3，D-9 D-2，D-12 

4 組合の不正と書類不備という原因で、 921基金会が支援を停止した。

C-1，D-4，D-5 D-1 長い時間経て、再建の目処がつかないため、多数の区分所有者が転出し別の

日 多数所有者がjjlJの家を購入 4 家を購入した場合、全体の再建意思が低下していく傾向がある。本調査によ

ると、区分所有者の 6割以上が別家を購入し入居している事例は 4件ある。

D-5，D-6 
敷地(無接道)と道路の隣接一部は区分所有者持分以外の私有地の問題や、

9 土地に関する問題 2 
半壊と全壊の共有部分持分土地が問題となるもの。

C-4，D-3 敷地の建物が一部全壊で、半壊部分の地下室構造と一体共用となっているた
10 地下室の共有問題 2 

め、権利計算が複雑で解決できない状態。

C-2 D-1 多数の区分所有者は従前の住宅ローンが残し、再建のメインパンクとの交渉

11 従前ローンの返済問題 2 が難航、経済的な問題で再建の意思が低下する。この問題を抱える事例はい

ずれも建てられて 5年以内の新築である。

12 行政の区画整理の規制 A-1 1 区画整理により建蔽率が 10%減少、再建の意思が低下した。
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( 2 )被災判定の問題

マンションの被災判定について、震災直後に各地方政府の県(市)政府が住民の安全確

保のために建物を「危険」、 「注意」と「安全」の 3種類に分けて、それぞれ緑、黄、赤の

表紙を貼り付けた。いわゆる建物の「評定Jを行った。やや遅れて、中央政府は建物の安全

性の検査について、 「九二一大地震受災匝建築物危険分級評佑作業規定J(1999.10.15.) を

公布し、その内容は概ね各地方政府の県(市)政府がやっていることと同じで、 「評定」と

いう言葉を使用し、全壊か半壊の判定について言及しなかった。

ところが、 「緊急命令執行要点J (1999.9.30.執行公布)によれば、補助金の交付や交

付の基準である全壊か半壊の判定についての権限は、地方自治体(県の下の郷、鎮、市役所)

にあると規定した。役所は被災建物の全壊半壊を「認定」する義務を有することになった。

現実的に「認定」の結果は被災者の補助金や銀行の融資と関係する基準となり、かなり重要

なものである。これと対照して、当初の建物の「評定」は法的につけられたポジションがな

く、だ、だの参考意見になった。しかし、所有者は「評定」や「認定」の役割をよく紛れて、

議論の種だと見られている。

その後、役所による「認定」は専門性や客観性の不足などの批判が相次いで、再建か補

修かに関わる全壊半壊「認定」の争議が絶えないため、震災後 15ヶ月経過した時に出された

r921重建暫行候例」の修正 (2000.l1.10) において第 17条の lが追加され、原文は「因震災

受損建築物安全鑑定有重大争議者，行政院公共工程委員曾及内政部臆組成建築物安全鑑定小

組，受理首事人或主管豚(市)政府提出之鑑定申請。其鑑定結果為最終鑑定，不得再提出異

議。 Jである。つまり、被災建築の認定に争議がある場合、行政院(中央政府)は申請を受

けて最終「鑑定j を行うが、この「鑑定」の結果に異議があってはいけない。ようやく全壊

半壊の終着点が置かれた。

最初の「評定」から、 「認定」を経て、最終の「鑑定」というプロセスの中、最初の「認

定」は半壊で最終「鑑定」は全壊、あるいは最初は全壊で最終は半壊の事例は4件 (B-1、B-2、

C-3、D-4) ある。全壊の判定に抗議運動を起こしたのは 2件 (B-2、D-4) がある。 B-1事例

の場合、最終の半壊判定を信頼せず、建物撤去して再建しようとする。所有者の再建か補修

か両論の論争が激しく収まらないため、行政は責任を避け、所有者同土が自分で決める「住

民自決」策を取った事例もある (C-2)。また、 r921重建暫行保例」の 17条の lを違反して、

中央政府の最終「鑑定Jの結果に従わず、再び地方政府の判定を要請し、最高裁判所まで訴

訟を起こし、 6年間かけて 6回の認定や鑑定が繰り返された事例 (C・3) もある。

( 3 )地下室共有の問題

敷地内の複数棟の建物が共通の地下室を駐車場として使用し、地下駐車場はマンション

の部屋と同じ方法で分譲され、各駐車スペースは区分所有権と持分土地を持つ。しかも、所

有者は各棟に分散している。敷地内の一部の棟が全壊となった場合、建物とともに地下施設

が撤去される。その建物の所有者が再建を図ろうとする際に、地下駐車場の所有権は他の棟

のものを含んでいるので、その地下の所有権が完全に整えられない。さらに、分譲の地下駐
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車場はそれぞれの専有部分と共有部分を含む区分所有権を持つため、技術上の権利のクリア

は容易ではない口

つぎは、このような問題を抱えている 3つの事例を取り上げ、それぞれの問題点を整理す

る。

a. 事例 C-4

・建物の構造

該当敷地の中にA、B、C3棟の建物(地上 13階、地下 l階)226戸があり、地下

の構造はA、B、C棟が共通であり、地上

の構造はA棟が独立で、 BとC棟の連結す

る部分がある。駐車場の出入口はB棟の下

にあり、 B棟の構造と一体になっている。

(図 4)

・被災状況

B棟が全壊 (96戸)で、その他 24戸が

半壊となった。 B棟撤去した (2000.3.) 

が、 A、C棟の地下駐車場の安全に大きく

影響を与えたうえ、出入りが不能となった。

(図 5)

・ 問題点

駐車場区分所有権利の所有者が 3棟に

分散している。 B棟地下室持分の所有者の

権利はA、C棟の権利者の中から整理でき

ず、 B棟所有者権利の区分所有権のクリア

が困難で、事業計画を検討する段階で滞り、

権利変換の内容へ進めなかった。

東側立面 西側立面 南側立面

図4 C-4事例の敷地建物配置

C棟

半嬢 14戸

B棟

全壊 96戸

A棟

半綴 10戸

図5 C-4事例の建物構造

北側立面

図6 C-4事例従前の建物立面図
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b. 事例 0-6

・建物の構造

敷地 32，404rrfの内に地上 10階地下 4階のマンション 1棟(153戸)、と、 4階建て

の戸建て 300軒 (300戸)の建物がある。(図 7)

- 被災状況

153戸全擦の敷地

10階、地下4階(駐車場)

(駐車場と公共施設は 300戸の個建

てと共有する。)

図7 D-6事例の建物配置図

マンションが全壊(153戸)、撤去した。戸建てが半壊 (300戸)で補修が完成した0

・問題点

①全壊のマンションの地下室は分譲の駐車場であり、所有者はマンションの区分所

有者とは限らず、敷地内の戸建ての所有者もいる。前述したような再建範囲の土

地の区分所有権のクリアができないという問題を抱えている。(図 8)

②それに、マンションの一部(集会場など)は公共施設として使用され、戸建て (300

戸)の所有者との共有部分である。この区部所有権のクリアも困難である。

②マンションの一部は公共施設で、戸建てを

含め、全体の共有部分となっている。

①戸建ての所有者は一部の地下室駐車場の区分所有権

を持っている。

図8 D-6事例の構造と問題図
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c. 事例 D-3

・建物の構造

従前敷地内に 6棟 (A、B、C、D、E、F) 8階の建物があり、各棟の地下 1階

は通り抜けできる構造である。(図 9)

・被災状況

震災でC、D、E、Fの4棟が全壊(地下駐車場の所有者を含む 26戸)、 A、Bの

2棟が半壊(地下駐車場の所有者を含む 18戸)である。

・問題点

事例 C-4と同じく、地下室の区分所有権のクリアが困難で、あった。再建したい所有

者側は過半数(r921重建暫行僚例Jの活用)所有者人数の同意を得るため、地下室

駐車場の区分所有者も再建組合員として加算した。 50%ぎりぎりの組合員の同意で、

従前の敷地 (3，159 ni) から再建参加者の持分土地(1， 314 ni) を切り離し、再建を

図ろうとする。(図 10)

敷地内の建物構造と被災状況 参加者の持分土地を切り離して再建を図る

一

棟

壊

由

F

A

1

r
t
E
E
E
E
E
t
'
E
E
'
E
 

一

棟

壊

ト

E
全

r
E
E
E
E
'
'
E
'
'
'
'
'
 

一

棟

壊

ん

D
全

r
E
E
E
E
E
'
'
E
B
'
B
B
 

.

棟

壊

一

C
全

r
'
t
』

'
'
'
t

，

棟

壊
B
半

棟

壊
A

半

50%以上の同意

-砂

図9 D-3事例の構造と再建手法

図 10 D-3事例の基地図 図 11 D-3事例再建予定の建物立面図
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4~ 3.主な再建阻害と組合の進み具合の関係

各事例の阻害要因発生の時間を再開発組合の進み具合と対照してみると、図 3が示したように、

訴訟に関する問題を阻害要因(項目 1と2) とした 18事例のうちの 17件と、「被災判定の不明確」

(項目 4)を再建阻害の要因とした 7件の全事例は再建組合が設立する前に発生した。そこで、震

災直後に所有権者たちが再建よりも、検察官が開発関係者に公訴を展開する便に乗って、損害賠償

の訴訟を求めることを優先にする傾向が見えている。

また、全壊か半壊というマンションの被災判定が明確化しない限り、所有権者は再建か補修の

決着がつかないため、再建の行動が進まない。

「被災判定の不明確」の事例のうち、 C-3事例

は最終判定が出るまでに、 63ヶ月 (2005.

12. 12. )も経て、もっとも遅れた事例である(表

4)。

「撤去作業の遅れJ(項目 5) を阻害要因し

た6事例のうち、 4件が「被災判定の不明確j

の事例に入っており(表 5)、しかも再建組合

が設立する前に発生した。その他の 2件が訴訟

に関する問題に入っており、その中の B-1事例

は再建事業計画公告 (D段階)まで「撤去作業

の遅れ」に悩まされていると回答した。B-10の

事例は検察官が手抜き工事証拠物として建物

の撤去を止めて調査し続けたが、証拠収集が完

了したのは震災後の 43ヶ月後 (2003. 4. 8. ) 

だ、った。 C-2事例の場合、所有権者が再建か補

修の論争が収まらないため、行政は「住民自決J

という方針を取り、所有権者の判断に任せたが、

最終的にあらためて全壊判定を出し(震災後

29ヶ月経過)、撤去命令を実行したが、撤去作

業は大幅に遅れた。

したがって、「撤去作業の遅れJ(項目 5)

の阻害要因は訴訟に関する問題(項目 1と2)

と「被災判定の不明確J(項目 4) と深く関連

し、再建組合の発足の遅れにも影響を与えてい

ることがわかった。

「コンサルタントの問題J (項目 3)を再

建の阻害要因とした 9事例のうち、 7件は再建

組合の設立後、事業計画の作成や事業の実行に

表4 被災判定問題の事例の最終判決

事例番号 最終判定時間 過震月災数経 判定結果

B-1 2001/11/15 27 半壊

B-2 2002/7/10 34 全壊

C-2 2002/1/30 29 全壊

C-3 2005/12/12 62 半壊

D-4 2000/10/6 13 半壊

D-7 2001/7/18 22 全壊
本 1棟全壊、そのた半巌

D-10 2001/12/18 28 全壊
柿撤去同意

表 5 各事例の主な再建合意形成の阻害要因

地域別
事例 主な再建合意形成阻害要因

番号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

台北市 A-1 • 台北県
B-1 • • • B-2 • • C-1 • • • 台中市
C-2 • • • • • C-3 • • C-4 • • D-1 • • • • D-2 • • • D-3 • • • • • D-4 • • • • D-5 • • • 台中県
D-6 • • • D-7 • • • • D-8 • • D-9 • • • D-10 • • • • D-11 • • • D-12 • 一 • • 
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入る段階に問題が発生した。一方、 「土地に関する問題J (項目 9)や「地下室の共有問題J (項

目 10) を抱えている 4事例のうち、 3件が「コンサノレタントの問題」も抱えている。再開発のノ

ウハウを必要とする計画や実践の段階に入ると、コンサルタントの問題が浮かび上がってくる。コ

ンサルタントが再開発のノウハウを要する共有部分の権利計算、資産評価、権利変換、土地分割な

どの問題を対応しきれていないことが見えている。

なお、 「多数の所有者が別に購入した家へ入居J (項目 8) の4事例のうち、 3件は訴訟に関

する問題(項目 1と2)や被災判定の不明確(項目 4) も選択している。 1件は「土地に関する問

題J(項目 9)も選択している。所有者の他の家の購入率が 70%以上である事例は 3件があり注1)、

そのうち、事例 D-1は85%(80戸の中に 68戸が他の家を購入した)に達している。訴訟問題、判

定不明、土地問題などを背景にして、再建の目処が立たないため、別の家を購入して入居したと考

えられる。

4-4.再建阻害要因の関係と特徴

る。

上述した未再建事例の実態をまとめて、再建の阻害要因の特徴を次のように捉えることができ

①手抜き工事の公訴や損害賠償の訴訟が多い

②マンションの被災判定の不確実性

③コンサルタントのノウハウの欠乏

④再開発の作業が遅れる

検察官が元建築業者の手抜き工事に公訴を起こした 9件の事例のうち、 6件は所有者が元建築

業者に訴訟し損害賠償を求めた。検察官の調査の対応や損害賠償の提訴などの作業は、震災の被害

を受けたマンションの所有者にとって余計な負担となる。特に損害賠償の判決は所有者の利益と関

わり、訴訟の結果は再建の意思に影響がないとは言い切れない。しかし、公訴や訴訟の判決はすぐ

には出ないので、再建の合意形成にマイナスの要因となる。

また、全壊か半壊かの被災判定が明確でない場合、再建か補修かの議論で所有者間の対立になり

やすい。議論が収まらない限り、再建の意思の統合が難しい。特徴の①と②は撤去作業や再建組合

の発足を遅らせた主な理由と考えられる。

一方、コンサルタントからノウハウと協力を得て、再建事業の作業が進行するのは一般のパタ

ーンである。所有権者側はコンサルタントとトラブルがあった場合、あらためてほかの専門業者に

依頼しなければ作業がなかなか進まないが、トラブルの前例がある、新しいコンサル業者が入りに

くくなるだろう。特徴③は再建事業の作業の障害になりうる。

特徴の①②③は全体の再開発作業が遅れる(特徴④)理由と考えられ、しかも作業の遅れは 921基

金会の臨円方案の支援期限に間に合わないあるいは支援中止となり、再建の目処がますます立たな

くなる。その結果、所有者の再建意思が低下し、行政の 350万元優遇融資制度を利用し他の家を購

入するようになり、所有者たちとの連絡がだんだん遠くなる。(図 12)
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特徴①

手抜き工事の公訴や損害賠償の訴訟が多い

特徴②

マンションの被災判定が不明確

特徴③

コンサルタントのノウハウの欠乏
+ 

.921基金会臨門方案支援の中止 i

結果

・再建意思の低下

.別購入家へ入居

・所有者の連絡が困難

・共有部分権利の計算、土地分割、資産評価、権利
変換、コミュニケーションなど 「・再建ーの目処がつかない j 

図 12 主な再建阻害要因の関連性

5. 再建の可能性

5-1 再建可能な事例に有利な条件

再建の可能'性の質問に対し、 19件の事例の

うち、 9件が「あるj、3件が「わからない」、

3件が「低い」、 4件が「非常に低いJと回答し

た。(表 6)

表6 各事例の再建可能性の回答

再建の可能性 台北市 台北県 台中市 台中県

ある B-l， B-2 C-l 
0-3，0-4，0-5，0 
18口 9.日 11

わからない A-l C-2 0-10 

低い 0-2，0-7，0ー12

非常に低い C-3，C 0-1，0-6 

表7 各事例の土地市場価格

合数計件

9 

3 

3 

4 

そこで、再建の可能性があると回答した 9件

において、事例B-1とB-2の場合は比較的

地価が高く良い立地(表7)注2)で、周辺マン

ションの価格は再建コストより高いので注3)、わ

りと有利な条件を持っている。それぞれ有利な

条件を見て(表 8)、特に良い立地でない事例の

場合は様々な方法で再建を実現しようとしてい

る。これらの方法は次の 3つが見られる。

インタピュ一回答 事例 土地市場価格(rrf!元)

( 1 )土地を切り離して参加者の分だけ再建

する。

事例 D-3の場合は再建組合員の 50%

以上同意を得て、従前の土地から再建意

思ある所有者の持ち分を切り離し、参加

者の分だけを再建する。事例 D-l1もこ

の方法を検討し、再建をおこなおうとし

ている。

(2 )実施者は所有者主体の組合から開発業

者に変わる。

従前、所有者が主体として組織された

B-l 39.200 
B-2 35. 700 
C-1 22.800 
D-3 15.203 

可能性がある D-4 26.000 1 
D-5 15.000 
D-8 28，000 
D-9 16，461 
D-ll 16.461 
A-l 75.400 

わからない C-2 37， 500 
D-lO 17.890 
D-2 21. 300 

可能性が低い D-7 24.000 
D-12 35.000 
C-3 17.334 

可能性が非常に C-4 25. 300 
低い D-l 25. 500 

D-6 18.000 
2008年各地方政府が公布した「公告現値」による。

再建組合は法律上に再開発の実施者であるが、参加者が少ない、資金調達や残り床の処分
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などの問題に悩まされる。「都市更新条例Jに基づいて、所有者(且つ区分所有権利)3/4 

の同意で、組合を解散し、再開発事業を開発業者に委託することができる。開発業者が事

業の実施者となるが、事業計画の作業、資金調達、残り床処分(参加者以外に余分に建て

た床)などの責任を取るため、市場状況を把握しながら採算がとれるように委託を引き受

ける。 0-4、0-5、0-8、0-9の4事例はすでに再建組合を解散し、事業を開発業者に委託し

た。

( 3 )土地を開発業者に売却する。

いろんな問題を抱えている事例にとって、再建の目処が立たない場合、敷地を一括で売

却することが、最も望ましい方法である(表 9)。しかし、開発業者やブローカーはリスク

を考慮したうえに、有利な条件がなければ、なかなか手を出さないため、敷地売却の交渉

は実に容易ではない。事例 C-1の場合、まず行政(市政府)は再開発を促すため、敷地範

囲を「都市更新地区(再開発地区)Jと指定した (2007.5.公布)。指定された再開発地区は

容積率のボーナス、税金の減免というメリットがあり、事業の実施者が再建組合 (3/4権利

以上の同意)から開発業者に変われば、資金調達方法(信託を含む)や事業内容も緩和さ

れる。これは民間投資を誘致する手法でもある。

その後 (2008.4. 23. )、一括で、買取ってくれる開発業者との交渉が成功し、坪 11万元で

売却した。この開発業者は 328戸の高層住宅を建設する予定である。

表8 再建可能な事例の有利条件

事例 有利な条件 補充説明
B-1 a)敷地は良い立地条件を持つ。 eB-1 )鑑定結果は「半壊」で補修可となった
B-2 b)周辺マンションの市場価格は再建 (2001. 11. 15. )が、所有者は全員転出し再建の

コストより高い。 意思が強かった (2000.12.20)。震災後の 8年目
c)県(行政)の協力(審査、手続き、 (2006. 12. 27. )に事業計画の審査が認可された。
アドバイスなど)を得ている。 eB-2)最終的に全壊の判定となり (2002.7.10.) 

所有者全員の合意がえられないため、都市更新条
例に基づく再開発手法を採用し、所有者及び所有
権利の 3/4同意を得て、再建を行った。事業計画
の権利変換審査が完了した (2006.12.27. )。

0-3 a)再建に参加しない所有者の持分土 eO-3)民事賠償に勝訴した冗区分所有者が敷地分
0-11 地を切り出し、参加意思のある所 割 (4筆の 1筆)で更地再建を求めようとして、

有者の分だけ再建する方針を取 新たな再開発事業計画を立て、現在は審査段階が
る。 終わって公告段階に入っている (2007.1. 3. )。

e 0-11)再建』意思がある所有者の持ち分の土地で再
建を行う方向を検討している。

0-5 a)所有者の再建組合の代わりに開発 e 0-5、0-4、 0-8と 0-9の事例は従前の所有者で
0-4 業者が再開発主体となる。 組織した再建組合を解散し、事業を開発業者に委
0-8 b)開発業者が事業計画の作業、資金調 託し、開発業者が再開発事業の実施者となり、再
0-9 達、残り床販売などの責任を取る。 建を図る。
C-1 a)市政府は敷地範囲を都市更新地区 -指定された再開発地区 (2007.5.公布)は容積率

と指定した。 のボーナス、税金の減免というメリットがあり、
b)敷地は良い立地条件を持つ。 再開発の主体が元の所有者から開発業者に委託
c)敷地を開発業者に売却する (3/4権利以上の同，意)でき、資金調達方法や事

業内容も緩和され、民間投資を誘致する手法であ
る。その後、一括で買取る開発業者との交渉が成
功し、坪 11万元で売却した (2008.4. 23. )。
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表9 各事例協力してほしい回答整理

協力してほしいこと 台北市 台北県 台中市 台中県 合計件数

敷地売却の仲介してほしい
C-1*.C- 0-1，0-2，0-4，0-5，0-

12 
2.C-4 6.0-7.0-8.0-9.0-12 

2 銀行融資 8-1 0-7 2 

3 法規制の緩和 A-1 C-4 2 

4 ノウハウを持つコンサルタント C-4 0-10，0-11 3 

*C-lは売却した。

5-2 再建の目処が立たない事例の課題

インタビューの中に再建の可能性についての回答で「わからなしリが 3件、 「低し、」が 3件と

「非常に低い」が 4件ある。この再建の目処が立たない 10件の事例はそれぞれの問題を抱えてい

るが(表 10"'-'表 12)、残された主な課題は次のように整理できる。

(1)再建組合が運営不能になっている

「都市更新条例」に基づく再開発事業を行うには、事業の主体となる再建組合(更新

会)を設立しなければならない。これらの事例のうち、 0-10を除き、正式に再建組合

が設立されているが、従前の再建か補修かの激しい議論 (C-2、C-3、0-7)、事業実行

のトラブル (C-4、0-2、0-6、0-12)の背景で、再建組合の運営が困難になり、意思形

成に必要な役割がを担えない。事例 0-10の場合は再建か補修かの両論対立が激しく長

引し、た結果として、再建組合の設立さえ難しくなった。

また時間が長く経ていくと、所有者が各自の生活維持のために他のところに住まいを

確保するようになり、だんだん組合との連絡がつかなくなる。再建組合の運営が一層難

しくなる。

( 2 )技術上での構造の共有部分の処理ができない

事例 C-4と0-6の場合は、 4-2で述べたように、建築構造の中に分譲の共通地下室

や公共施設があり、共有部分のクリアが困難である。事例 C-4において、 B棟は全壊で

撤去したが、共有部分の問題が解決できないため、震災後 8年 (2007.4.12. )、行政(台

中市政府)は一部半壊で残されたA棟と C棟も撤去して再建するよう呼びかけた。事例

0-6の場合は、一度「更地再建J注4) を期待し、 921基金会に協力を要請したが、 921

基金会に拒否された後、組合は解決方法を見つけられず、運営がストップになった。

( 3 )再建放棄の傾向が強い特例

事例 0-1は震災 4年前に新築された建物なので、多数の所有者は住宅ローンが残って

いる事情があり、 101戸のうち、約半数 (46戸以上)が従前ローンの処理ができず、再

建の二重ローンの負担が難しいと表明した。つまり、所有者の従前ローンを引き受けて、

再建ローンに融資するメインパンクがないということである (2003.5. 2. )。ところで、

一方、 68戸はすでに他の家を購入したことが明らかになり (2003.6.30)、再建の参加

者は 23人だけで(最終確認 2003.11. )、全体再建の意思が低下していった。

従前ローンの返済が不能でありながら、再建を放棄して他の住宅を購入するという現
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6. まとめ

象が見えたが、これは行政が出した 350万元の住宅優遇融資制度と関係すると思われる。

この 350万元優遇融資制度は従前の区分所有者の家族(配偶、子供)の名義でも利用で

き、新しく購入する家を担保にすれば、銀行から融資を受けやすい。たとえば、従前銀

行に不動産を担保として融資してもらった場合、期限内に返済不能とすると、建物が撤

去により消失しても、銀行側は持分土地をオークションに出し、売却した金額で、債権に

補うというのは一般である。所有者にとって、持分土地の処分には組合員多数の同意や

煩わしい手続きを省いて、一応再建を放棄したほうが便利である。また、再建の目処が

立たないため、借家の家賃を払うよりも、 350万元の住宅優遇融資制度を利用して、家

族の名義で他の家を購入する方が得であり、二重ローンの心配もない。

19件の有効のインタビュー内容を整理すれば、これら未再建事例の再建合意形成に阻害する

主な要因は、「手抜き工事の公訴や損害賠償の訴訟が多しリ、 Iマンションの被災判定の不確実性J、

「コンサルタントのノウハウの欠乏」、「再開発の作業が遅れる」とし、う特徴を持つことが明らかに

なった。 19件のうち、 12件が「手抜き工事の公訴や損害賠償の訴訟j と関わり、 9件が「コンサ

ルタントのトラブルj を起こし、 7件が「マンションの被災判定の不確実」といった問題を抱えて

いた。これらの阻害要因は全体の「再開発の作業」を遅らせた(図 13)。

これから再建の可能性が「ある」と回答した 9件事例において、比較的に良い立地の事例があ

るが、そうでない事例は次の 3つの方法で、再建を図っている。(1)土地を切り離して参加者の分

だけ再建する。(2 )実施者が所有者主体の組合から開発業者に変わる。(3 )土地を開発業者に売

却する。

しかし、これらの方法はいずれにしても再建組合が健全に運営しないとできない。その他再建の

目処が立たない事例 crわからなしリ、「低し、」、「非常に低し、」と回答した 10件)を見ると、残され

た問題のうち、「再建組合の運営不能」が最も多い (8件)。次は「技術上に構造の共有部分の処

理ができない」の 2件である。 r都市更新条例」に基づく再開発手法を使う場合、再建組合は事業

計画の主体となり、欠かせない存在である。運営不能である限り、再開発事業が進まない。要する

に、残された「再建組合の運営不能」とし、う問題は厳重である。ところが、現実から見れば、時間

を長く経ていくと所有者が各自の生活維持に他の住まいを確保し、組合との連絡がだんだん遠くな

り、組合の運営が一層に困難になる。このため、再建よりも土地を売却したい事例が多い (11件)。

一方、行政の支援から見て、台中市政府は再開発を促進するため、都市計画手法を使って、被災

敷地を「都市更新地区」と指定した (2件)。指定された再開発地区は容積率のボーナス、税金の

減免というメリットがあり、資金調達方法や事業内容も緩和され、民間投資を誘致する手法でもあ

る。そのうち 1件 (C-1事例)が開発業者に土地を順調に売却した。しかし、台北市政府はこれと

逆に、都市計画変更により一等地にある A-1事例の敷地を「特定住宅用地」に指定して、容積率
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表 10 rわからないJと回答した事例の課題

事例 有利な条件 残された問題(現在最大の困難) 補充説明
A-1 a)台北市の一等地 a)都市計画により特定住宅用地 -震災の判定が遅れて半壊の危険建

の立地で、再建リ と変更され、実質的に使用面 物 (2005.7. 8. )となったが、新し
スクが低い。 積が減少する。 い都市計画 (2004.12. 10. )に反対

b)再建組合が設立 b)再建すれば損をする mm再建 の訴願を起こし (2006.6. 12. )、行

し て し、 る 必要はないと考える所有者がお 政の折衝方案 (2007.7.5.)が出た
(2005. 11. 17. )。 り、全体の合意がつかない。 が、所有者側は納得しにくい状態

である。
C-2 a)市政府は敷地範 a)再建か補修の議論が激しかっ -指定された再開発地区 (2007.5.公

囲を都市更新地区 たが、最終鑑定は全壊となり、 布)は容積率のボーナス、税金の

と指定し た 301戸数の所有権者の意思形成 減免というメリットがあり、再開
(2007.5.公布)。 が困難で、再建意思が低い。 発の主体が元の所有者から開発業

b)再建組合 (2003.1.設立)のス 者に委託 (3/4権利以上の同意)で
タートが遅れたが、ずっと運営 き、資金調達方法や事業内容も緩
停止状態である。 和され、民間投資を誘致する。
c)再建資金の問題

0-10 a)再建か補修かの議論が長く、非 -検察官の手抜き工事証拠収集が完
正式の「住民の会」解散し 成して (2003.4.8.)、損害賠償の
(2003. 8. 7. )しでも、リーダー 訴訟を起こすまでに

がおらず、所有権者の連絡が困 (2003.9.27. )、撤去問題や補修
難で、再建組合の設立へ進まな 論争などの問題を処理してきた
し、。 「住民の会」が努力をした。
b)他の家を購入した所有者は1/3
を占めている。

表 11 r低い」と田筈した事例の課題

事例 残された課題(現在最大の困難) 補充説明
0-2 a)工事無断中止の損失の分担問題 -所有者同意書の偽造事件で 921基金会の支

b)所有者が長期間で分散され、組合の再開が難 援が中止となった。
しい。 -所有者の半数以上は再開発参加意思を持つ

ている (2003.5.21.) 

0-7 a)再建か補修の議論が激しかったが、最終鑑定 -敷地内 6棟 (A・B・C・D.E.F)があり、
は全壊となり (2001.7. 18. )、所有権者の意思 F棟 1棟全壊 (33戸)その他補修完成した

形成が困難で、再建意思が低い。 (2004. 1. 5. )。再開発の専門的な部分(資
b)新しいコンサルタント会社と接触したが 産評価、権利変換、建築設計、許可申請な
(2003. 11. 18. )、協力の意思は低くかった。 ど)をコンサルタントと契約した (2003.2.) 

が、権利変換計画がなかなかできず、自ら
契約を中止し、撤退表明をした
(2003. 10. 30. )。

0-12 a)コンサルタントと開発業者の不正事件で残 -コンサルタントと開発業者の不正事件で、
された問題が多し、(事業計画書の交付拒否、損 921基金会の支援が中止となった。
失の負担、所有者同士の不信感) -元建設業者は多数の所有者に賠償金を払つ
b)多数の所有者はすでに元建設業者から賠償 た (46戸/全 55戸、 2003.6. 13. )。
金を受けた背景に、921基金会の支援停止やコ
ンサルタントの不都合などで全体の再建意思
が低下している
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表 12 非常に低いJと回答した事例の課題

事例 残された課題(現在最大の困難) 補充説明
C-3 a)最終の「半壊」鑑定 (2005.12. 21. )を伯 -被災の判定は6回渡って行われたが、最終の

用せず、転出した所有者が多く、 6年間も 結果は最初の全壊と異なった。

放置されたため、住宅環境が悪化する。 • 8年間の聞にほとんど使用されていない (801
b)再建か補修の議論は激しかったが、再建派 戸のうち約 50戸が使用)マンションがゴミや
の勢いが弱ってし、く。 環境の管理が悪化している (2005.7. 10. )。

c)最初の全壊判定を半壊に訂正されたので、

補助金を受け取った所有者たちは最高裁判
所の返還命令に大きく反発を起こした。

C-4 a)地下室の共有構造のため、持分権利の処理 -敷地の中にA、B、C3棟の建物(地上 13階、
問題が解決できない。 地下 l階)226戸があり、 3棟に分散してい

b)所有者への連絡が困難。 る駐車場権利の所有者が地下室の持分を持
c)技術上解決できない地下室の所有権利問 ち、地下駐車場を共同使用するのである。地
題を避けて、台中市政府はAとC棟も撤去 下の構造はA、B、C棟が共通であり、地上

して再建しようと呼びかけた (2007.4.12.) の構造はA棟が独立で、 BとC棟に連結する
が、所有権利者の意向がわからないままだ 部分がある。 B棟 (96戸)は全壊で撤去した
った。 (2000.3. )が、駐車場の出入口はB棟の下に

あるため、 A、C棟 (24戸半壊)の地下駐車

場の安全に大きく影響を与え、出入りが不能
となった。所有者権利の部分のクリアが困難
で、事業計画の検討する段階に滞り、権利変
換の内容へ進めなかった (2000.7.28. )。

0-1 a) 多数 (68戸)の所有者が他の家を購入し -震災 4年前に新築した建物なので、多数の所
たため、所有者の参加意思は低い。 有者は住宅ローンが残っている事情があり、

b) 従前ローンを引き受けて、再建ローンに 101戸の半数 (46戸以上)の所有者は従前ロ

融資するメインパンクがない。 ーンの処理ができなかった。

-所有権利者の家族(配偶、子供)の名義でも
350万元優遇融資制度を利用できるので、従
前のローンを返済するよりも、名義を変えて
他の家を購入する場合は二重ローンになる心
配がなく、新しい家を担保して銀行の融資を
もらえやすい、としづ背景もあり、従前ロー
ンを持つ所有者が参加意思、がますます低下に

なっていくと考えられる。
D← 6 a)共有部分土地の問題解決は目処が立たな -敷地内にマンションと戸建ての建物があり、

し、。 共有部分が一緒になっている。しかし、被害

b)所有者が分散し、連絡が困難である。 はマンションが全壊(153戸)、戸建てが半壊
c)所有者の再建意思が低い。 (300戸、補修可)で、全壊マンションが再

開発をしようとするが、補修で、済む戸建ての
共有部分の処理が困難で、あった。

-全壊マンションの所有者が分散し、連絡がま
すます困難になり、組合大会 (2002.9.28.) 
の出席人数 40人(戸)だ、った。所有者の再建

意思が低下し、組合の運営が停止状態
(2003. 10.20. )となっている。
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を 10%も削減し、実質的に使用面積が減少し、所有者側が猛反発し、現在も勝着状態に落ち込ん

でいる。南投県の場合、行政が再建可能性の低い事例 (5件)の敷地面積、建蔽率、容積率、参加

人数などの情報を公開し、開発業者を募集し、仲介の役割を担った。

上述した分析から言えば、 921基金会は問題の事例を敬遠し 未再建の被災マンションの限界

が見えている。しかも、時聞が長く経過すると、ますますマイナスになる。行政側はどのように政

策的に支援するかという余地があると思われる。しかし、どこまで支援すれば、政策の公平性や有

効性があるかという課題も大きい。これは今後の研究課題になると思われる。

注

(注 1 D-1は80戸うちの 68戸、 D-4は96戸うち約 7割、 D-5は 36戸うちの 25戸である。 C-1の場合ははっきり

数字が出なかったが、 340戸の所有者が元建設業者から1.7億元の賠償金を受けて、殆ど他の家を購入した

とし、う。また、台湾中央銀行の統計(2005.4. )により、震災復興 350万元の優遇融資制度の利用者 20，555戸(全

壊)のうち、 10，578戸は再建、 9，977戸は購入であり、つまり、住宅全壊の所有者の約半分 (51%)は従前の

敷地で再建し、半分 (49%)は他の家を購入するのである。

(注2 ここで用いる地価の基準は、地方政府が 2008年に公表した各事例の地籍番号に当たる「公告現値」である。

「公告現偵」とは行政が毎年私有土地に課税するために、設定する標準土地の価格であり、土地のマーケッ

トがしばしば変動するので、原則的に毎年更新され、できるだ、けマーケット価格に反映するため、客観性を

持つ市場価格参考値と考えられる。

(注 3 内政部営建署の都市更新認可案件 (2006、2007年度)資料によると、事例 B-1の建設コストは 2.5億元、市

場価格は 5.9億元で、建設コストと市場価格の差が最も大きい。事例 D-4の建設コスト 4.2億元、市場価格

5億元である。事例 D-9は建設コスト 2億元、市場価格 3.3億元である。事例C一1は建設コスト 11.4億元、

市場価格 14億元である。

(注 4 921基金会がどこかの士地と交換して再建すると提案したことがあり、具体的な計画内容はなかったが、組

合はこの提案に高い期待を持ち、 921基金会の対応を待っていた (2002.12. 18. )。しかし、その提案の実現

には交換予定の士地の取得資金の回しゃ参加者の立地条件に対する反応など課題があり、簡単に実現できな

いので、その後 921基金会の対応はだんだん冷たくなった。それから組合はマンションの専有と共有部分の

七地を買取ってほしいと、 921基金会に要請した (2003.1. 10. )が、 921基金会はそれを拒否した。
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(添付資料)未再建各事例(19件)インタビュー内容の分析

事例番号リスト

地区 番号 事例 建物

台北市 A-1 尚華仁愛大棲 地上 12階/地下 1 階

台北県 B-1 宮景天下 地上 13階/地下2階

B-2 幸福社区B 地上5階/地下 1階

C-1 徳昌新世界 地上 15階/地下2階

台中市 C-2 東方巴禁 地上 15階/地下 3階

C-3 美麗殿社区 地上 17階/地下 1階 (6棟)

C-4 緑色大地B棟 地上 13階/地下 1階

D-1 龍之居社匝 地上 11階/地下 1階

0-2 富豪大度社匝 地上 9階/地下 2階

0-3 瑞土花園 地上8階/地下 l階

0-4 宮家江山社医 地上 13階/地下 1階

D-5 一品社匝 地上4階

台中県 D-6 大地域国社区 地上 10階/地下4階

0-7 元賓天慶(F棟) 地上 12階/地下2階

D-8 新坪生活公闘 地上 14階/地下 l階

D-9 永東社区 地上 5階/地下 l階

0-10 張三雅朔社区 地上 13階/地下 1 階

0-1 1 元百園1前社区 地上 10 階/地下 l 階

0-12 名人華慶社区( 地上 13階/地下 2階
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戸数

57 

124 

110 

340 

301 

801 

96 

101 

21 

26 

126 

36 

153 

33 

344 

103 

162 

147 

55 

A:台北市(1事例)

B:台北県(2事例)

C:台中市(4事例)

D:台中県(12事例)

敷地 (ni) 床面積 (ni)

908 

1，712 12，427 

2， 762 12， 125 

4，953 

1，864 21，233 

6， 787 52， 112 

1，638 10， 763 

1，950 12，591 

291 2，308 

1，314 (後)3， 159 

2，208 (後)4，581

1，252 2，609 

32，404 

4，201 38，909 

5，678 

4，282 9，942 

1，978 

3，652 

480 5，688 



A-l )再建阻害要因整理表

番号:台北市 (A-1) 

事例:尚華仁愛大棲

住所:信義匝逸仙段 3小段 294-4

戸数:57戸

建物:地上 12階/地下 1 階

敷地:908 rrf 

床面積 :Id

台北市事例

再開発の阻害要因の発生年表

2004.12.10・|台北市政府が新しい都市計画(特定住宅用地)を公告。

2005.7.8. I r半壊」の危険建物と判定された。

2附 8.12. 台北市政府に震災復興地区として指定された。

2005. 1l. 7. 再建組合が設立した。

2附 6.12. 都市計画審査委員会に新都市計画の規定に対する不平を訴願した。

2007.7.5. 敷地の特定住宅用地修正案が公告された。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・残された課題:

~_J 一行政の区画整理の規制 ー _1 a)都市計画により特定住宅用地と変更され、
実質的に使用面積が減少する。

b)再建すれば損をする、再建の必要はないと
' 考える所有者がおり、全体の合意がつかな

し、。*

・再建の可能性:目処が立たない(回答:わからなし、)* 
*インタビューの当事者の回答によるもの
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A-l )実態分析と関係図

再開発手続き

の進み具合

阻害要凶の発牛一

問題のプロセス

台湾集集大震災9/21

台北市政府に震災復興地区と指定された。

台北市政府が新しい都市計画(特定住宅用地)を公告

2004. 12. l(・台北市政府が新しい都市計画(特定住宅用地)を公告。

2005. 7.8.φ台北市政府に半壊の危険建物と判定された

2005.8.12. .台北市政府に震災復興地t(と指定された。

2005目11.7・再建組合が設立した

2006.6.12. .都市計画審査委員会に規定に不平を訴願した。

2007.7.5. ・特定住宅!H地修正案が公告された。

現在最大の困難1.再建する必要は無いと考える所有者がいる。

2.再建して逆に損すると思う所有者がいる。

今仰な協力〔特定住叩の規開

行政に対する期待仁特定H宅用地の規制緩和

再建の可能性仁川ない

lく新しい都市計画の公告>

当事者の意見

「餐更台北市岡父紀念館周漫専用医内住宅用地4-1種住宅医(特)・・・・及土地使用分匝管制規定計査J (2004.12.10. )により、敷地

従前の住宅用地(建蔽率60%、容積率400%)が特定住宅用地(建蔽率50%、容積率400%、道沿い長さ2/3以上騎楼設置)に変更され
た。所有者側は容積率10%の減少と騎楼設置に不平を持ち、都市計画審査委員会に訴願した (2006.6.12. )。市政府は建蔽率を従前の

補充説明 60%に回復し、騎楼設置の規定を廃止したが、 3.75mのセットパックの規定が追加された (2007.7.5.)。
2. <所有者の再建意思>

震災の判定は半壊で (2005.7. 8. )、補修可になっているが、台北市政府が市内の震災被害ある建物を12箇所を復興地区として指定した
(2005.8. 12. )。本事例が指定されてから、所有者が真剣に再建のことを考え始めた。しかし、指定前に (2004.12.10.)新しい都市計

画が公表され、敷地の建蔽率が10%も減少し、騎楼設置も必要となった。実質的に使用できるスペースがずいぶん減少したため、所有
者側が都市計画審査委員会に訴願した (2006.6.12. )。特定住宅用地の規制は緩和された(建蔽率は従前の60%に維持、騎後設置の規
定を廃止、 2007.7目丘)が、 3.75mのセットパックの規定が追加された。該敷地は 等地の立地にあるので、所有者にとって大きな損が
生じ、再建の合意はなかなかっかない状態である。
3. <再建組合について>
敷地が震災復興地区として指定されてから (2005.8. 12. )、再建組合が設立し (2005.11.17.)、権利変換と事業計1断書まで作った(

2006. 1. 23. )が、再建の合意はなかなかっかないため、台北市政府は特定住宅用地規制を緩和し (2007.7.5.)、再建を促そうとしてい
る。
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2.台北県事例

B 1 )再建阻害要因整理表

番号:台北県 (B-1) 

事例:富景天下

住所:新荘市建安街 71巷

建物:地上 13階/地下 2階

戸数:124戸

敷地:1， 712 rrf 

床面積:12，427. 59 rrf 

開発の阻害要因に関する発生年表

1999. 10. 14. I所有者側が元建築業者に対し損害賠償を求め、訴訟を起こした。

2000. 1.元建設業者が専門機構に鑑定を依頼し、「半壊」判定が出た。

2000.5. 台北県政府が専問機構に鑑定を依頼し、「半壊」判定が出た。

2000.12.20 I所有権者全員転出し、撤去決定した。

2001. 2. 台北県政府が再び別の専門機構に鑑定を依頼し、「全壊」判定が出た。

2001. 8. 7. 中央政府により再鑑定を行った。

2001. 10 I 921基金会の支援制度に申請したが、事業計画内容の変更などで、手続きが遅れた。

2001. 11. 15. I中央政府の鑑定結果は「半壊」補修可の判定となった。

2仰 9. I撤去完成

2002. 9. 30 権利変換と事業計画内容の変更申請を提出した。

2006. 12. 27. I事業計画審査が認可された。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*)

1 1:損害賠償を求める訴訟

2 11被災判定の不明確

3 撤去作業の遅れ

-進み具合:

-比較的に有利な条件:

a)敷地は良い立地条件を持つ。
b)周辺マンションの市場価格は再建コストよ

り高い。

c)県(行政)の協力(審査、手続き、アドバ

イスなど)を千尋ている。*

鑑定結果は「半壊」補修可となった (2001.11. 15. )が、所有者は全員転出し再建の意思が

強かった (2000.12. 20)。震災後の 8年目 (2006.12. 27. )に事業計画の審査が認可された。

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビ、ューの当事者の回答によるもの
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B-l)実態分析と関係図

開発手続きの進み具合

1999.10.14・所有者側が元建築業者に対し損害賠償を求め、訴訟を起こした。

2000. 1. ・元建設業者が専門機構に鑑定を依頼し、 「半壊I判定が出た。

阻害要因の発生 2000.5 ・台北県政府が専門機構に鑑定を依頼し、 「半壊」判定が出た。

2000. 12.20・所有権者全員転出し、撤去決定したo

2001. 2 ・台北県政府が再び別の専門機構に鑑定を依頼し、 「全壊J判定が出た。

2001. 8. 7. +中央政府により再鑑定を行った。

2001. 1 +921基金会の支援制度に申請したが、事業計画内容の変更などで、手続きが遅れた。

2001. 11. 15・中央政府の鑑定結果は「半壊J補修可の判定となった。

2002.9. ・撤去完成

2002.9.30 ・権利変換と事業計画内容の変更申請を提出した

2006.12.27・事業立十両審賓が認可された

撤去作業が遅れた

問題のプロセス 921基金会支援の期限切れ 事業計画審査の認可が遅れた

事業計画の変更

|元建築業者に対する損害賠償の訴訟|

叩吋力〔銀吋資

判吋る期待トぃ

当事者の意見

刊の可能性仁ある

説明

1.<損害賠償の訴訟>

所有者側が元建築業者に対し損害賠償を求め、訴訟を起とした。最終的に賠償がもらえなかった。

2. <被災判定の問題>

所有者側は元建設業者が専門機構に鑑定を依頼して出された「半壊J判定 (2000.1. )に大きな不信感を持った。台北県政府から

専門機構に鑑定を依頼し、 「半嬢J'l'iJ定が出た (2000.5.)が、所有者側の要請により、再判定を行い、 「全壊j 判定が出た(

2001. 2.) 0 その後、台北県政府は中央政府の最終鑑定を申し込み、中央政府から最終鑑定を行い、鑑定結果は「半嬢」補修可の
判定となった (2001.11. 15.) 

3. <所有者側の意向>
所有者側は最初から撤去を希望しており、半壊判定が出されでも、全員転出して再建の意思が強かった (2000.12.20) 0 しか

し、最終判定が出るまでに (2001.11. 15. )、撤去作業が滞り (2002.9.)、 t員脊賠償の期待もありながら、再建が遅れた。最終

的な事業計画の審査が認可されたのは震災後の 8年目 (2006.12. 27. )である。
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B-2)再建阻害要因整理表

番号:台北県 (B-2) 

事例:幸福社区B

住所:淡水鎮民権路 183巷街廓

建物:地上 5階/地下 1階

戸数:110戸

敷地:2， 762， 96 ni 

床面積:12， 125.47 ni 

再開発の阻害要因に関する発生年表

1999.10.6・ |役所により全壊判定となった。

1999. 10. 19. I再鑑定 :A棟半壊「補強するまでは、立ち入り禁止」、他の棟は被害が軽い。

2002.3.31.軽い地震が起こった。

2002. 7. 10. I台北県政府の再鑑定により、 B、C、D、E棟「全壊Jと判定し、強制撤去の命

令を出した。

2002.9・ IB、c、D、E棟の所有者が抗議運動を行ったD

2003.6.16. I B棟再建組合の設立

2側 12.27. I事業計画の権利変換審査が完了した

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・比較的に有利な条件:

1 I被災判定の不明確 I a~ 敷地は良い立地条件を持つ。
ー 一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一--1b)周辺マンションの市場価格は再建コストよ

ιl吟竺空整竺苧杢一一一一一一一 一一一一一一一 一---J り高い。
c)県(行政)の協力(審査、手続き、アドバ

イスなど)を得=ている。*

-進み具合:

最終的に全壊の判定となり (2002.7.10. )所有者全員の合意がえられないため、都市更新条

例に基づく再開発手法を採用し、所有者及び所有権利の 3/4同意を得て、再建を行った。事業

計画の権利変換審査が完了した (2006.12. 27. )。着工が始まった。

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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B -2) 実態分析と関係図

湾集集大震災9/21

開発手続きの進み具合

阻害要因の発生

1999.10.6 ・役所により 5棟全壊判定となった。

1999.10.19・再鑑定 A棟全壊、他の棟は半壊。

2002.3.31 ・軽い地震が起こった。

2002. 7. 10.・台北県政府がB、C、D、E棟「全壊」と判定し、強制撤去の命令を出した。

2002.9. • B 、C、D、E棟の所有者が抗議運動を行った。

2003.6. 16.・B棟再建組合の設立

2006. 12. 27・事業計酬の権利変換審宣が完了した

問題のプロセス 被災判定の不確定 撤去作業が遅れた 再建組合の発足が遅れた

所有者産思統合が困難

921某金会支援の期限切れ
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当事者の意見

1. <同時開発の建物>

5棟の建物 (A、B、C、D、E) が1985年同ー開発業者に同時に建てられたものである。被災の状況はA棟は比較的に被害が

説明| 大きく、その他の 4棟はほとんど被災がない。
2. く被害判定の問題>

最初の役所の判定は全壊(1999.10.6.)であったため、ほとんど被災のないB、C、D、E棟の所有者の不満を起こした。しか

し、従前建物本体の品質が悪いとの理由で、再建を支持する所有者もおり、補修か再建かの両派が対立した。その後再び再鑑定

が行われ、 A棟は半壊の判定 I補強するまで、立ち入り禁止 (1999.10.19.)となり、他の棟は被害が軽いと鑑定された。 A棟

の居住者が直ちに転出し、所有者全員同意で建替えた。しかし、それから3年経過、台北県政府の再鑑定により、 B、C、D、E

の4棟が「直即危険性がある j と判定し、つまり「全壊」と同様のものであった。しかも、 1ヶ月以内に自己撤去しなければ強制

撤去を行うと命令した。 (2002.7.10. )。

3. <強制撤去に不満〉

台北県政府が B、C、D、Eの4棟を強制撤去する理由は、地震 (2002.3.31.)の被害でなく、建物の品質不良(コンクリート

に海砂を使用した)により危険性が高まったことである。所有者側の不満が高まり、抗議運動を行った。 (2002.9.) 

4. くB棟だけ再開発手法>

B、C、D、Eの4練の中、 C、D、Eの3棟が全員同意で、 「原地原貌1による建替えをした。 日棟の所有者の合志がつかい
ないため、都市更新条例に基づく再開発手法を採用し、権利者及び所有権利の3/1伺怠を得て、再建を行うととになった。

5. <再建組合の立ち遅れ>

再建組合の設立は震災後の4年目 (2003.6.16.)でずいぶん立ち遅れたが、再開発の手続きが順調に進み、事業計制の権利変換審

査が完了した (2006.12.27.)。

6. く良い立地条件>

21基金会の支援制度の申請が聞に合わないが、敷地から電車駅まで徒歩2分という良い立地で、銀行からの融資は困難ではなかっ

た。
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3.台中市

c-1) 再建阻害要因整理表

番号:台中市 (C- 1) 

事例:徳昌新世界

住所:文心路近市政北一路口

建物:地上 15階/地下 2階

戸数:340戸

敷地:4，953 rrf 

床面積:46， 191. 26 rrf 

再開発の阻害要因に関する発生年表

m00.1.所有者側が元建設業者に対し、損害賠償を求め、訴訟を起こした

2000.8. 元建設業者は1.7億元の賠償金を出して和解を求めた。

2000.9.20. 検察官が手抜き工事で「過失致死」の罪で元建設業者と建築士を起訴した。

2001. 1. 8. 台中市政府の建設業務担当者が該当事例の審査不正で起訴された。

2007.5. 敷地範囲が都市更新地区と指定された。

2008.4.23. I敷地を開発業者に売却した。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*)

1 I手抜き工事に対する公訴

2 I損害賠償を求める訴訟

3|多数の所有者が別の家を購入

・進み具合:

-比較的に有利な条件:

a)市政府は敷地範囲を都市更新地区と指定し

た。
b)敷地は良い立地条件を持つ。

c)敷地を開発業者に売却した。

指定された再開発地区 (2007.5.公布)は容積率のボーナス、税金の減免というメリットが

あり、再開発の主体が元の所有者から開発業者に委託 (3/4権利以上の同意)でき、資金調達

方法や事業内容も緩和され、民間投資を誘致した。その後、一括で買取る開発業者との交渉が

成功し、坪 11万元で売却した (2008.4. 23. ) 0 

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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c-l)実態分析と関係図

開発手続きの進み 具合段階 (2001/6/12)
A段階 (2001/2/13)I 

台湾集集文間9/"<~"" ，---.， -y::..t 

2000.1 ・所有者側lが元建設業者に対し、損寄賠償を求め、訴訟を起こした

2000.8. ・元建設業者は1.7億元の賠償金を出して和解を求めた。

阻害要肉の発午 2000.9.20. .検察官が手抜き工事で「過失致死」の罪で元建設業者と建築士を起訴した。

2001. 1. 8. .台中市政府の建設業務担当者の該当事例の審査不正で起訴した。

2007. 5.・敷地範闘が都市更新地Ke指定された

2008. 4. 23 争敷地を開発業者に売却した。

克建設業者に損害賠償を材、訴訟を起こった トー+

問題のプロセス 検察官がz建設業者、建築士と行政職員を起訴Lた

問問難〔無い

叩吋力〔無い

体対叩待〔無い

開の可能性〔ある

ヰ事者の意見

敷地を開発業者に売却した。

r-

説明

1.く民事損害賠償の訴訟>
所有者側が元建設業者に対し、損害賠償を求め、訴訟を起とした (2000.1. )。元建設業者は1.7億JGの賠償金を出して和解を求めた。(
2000.8. ) 
2. く予抜き工事の起訴>

検察官が手抜き工事で「過失致死」の罪で元建設業者と建築士を起訴した。 (2000.9.20.) 

3く行政職員の起訴〉
また、台中市政府の建設業務担当者の該当事例の審査不正で起訴した。 (2001.1. 8. ) 

4く再建意思の低下>

灰分所有者が元建設業者からの賠償金をもらって、他の家を購入した者が多い。 方、 921基金会の支援申請期限になってから、所有
者の再建意思がますます低下していく。再建より土地の売却を望んでいった。

5.く都市更新地区指定の手法〉

元区分所有者の再建意思が低下するため、再建組合の運営が長期中止になった。台中市政府は現地再建を促すため、その敷地範闘の一

般商業地区を再開発指定地区(都市更新地区)に変更した (2∞7.5公布)。指定された再開発地区は容積率のボーナス、税金の減莞と

いうメリットがあり、また、再開発の主体が元の所有者から開発業者に委託(3/4権利以上の同意)でき、資金調達方法や事業内容も緩

和され、民間投資を誘致した。台中市政府は敷地範囲を都市更新地区と指定した。

6. <開発業者の参入>
土地を一括で買取る開発業者が現れるまでに、再建組合は土地売却値段の交渉を努めた。敷地は立地条件のいい町の中で、つい開発業
者と交渉が成功し、坪11万元あまりで売却した (2008.4.23.)。再建の可能性が見えてきた。
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c-2) 再建阻害要因整理表

番号:台中市 (c-2) 

事例:東方巴察

住所:三民路 3段152-160披

建物:地上 15階/地下 3階

戸数:301戸

敷地:1，864 rri 

床面積:21，233. 46 rri 

再開発の阻害要因に関する発生年表

m00.10.4・ |判定の論争が収まらないため、台中市政府は「住民自決」と政策を取った。

2001. 1. 5. 検察官側が建設法違反の不当な改築が被災の原因として、元建設業者を起訴した。

2002. 1.中央政府の再判定により全壊で撤去命令が出された。

2002.3. 所有者側が台中市政府の業務監督不行届の理由で国家臓の申請を提出した。

2002.6.23. 台中市政府は提出内容が事実に合わないと、国家賠償申請を撤回した。

2003. 1.建物の撤去が完成した。

2003. 1.再建組合が設立した。

2007.5. 台中市政府は敷地範囲を都市更新地区と指定した。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・残された課題:

1 I手抜き工事に対する公訴 I a)再建か補修の議論が激しかったが、最終鑑
一 一一 一一一一一一一一一一一一一一一一-~ 定は全壊となり、 301戸数の所有権者の意思

2 I損害賠償を求める訴訟 |形成が困難で、再建意思が低い*。
一一一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一
3 I被災判定の不明確 1 b~ 再建組合 (2003. 1 設立)のスタートが遅

ヨ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-~ れたが、ずっと運営停止状態である。

4 I撤去作業の遅れ I c)再建資金の問題*

5|従前ローンの返済問題

・再建の可能性:目処が立たない(回答:わからない*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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c-2) 実態分析と関係図
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阻害要因の発生

2000. 10. 4. .判定の論争が収めないため、台中市政府は「住民自決j と政策を取った。

2001. 1. 5. 争検察官側が建設法違反で不当な改築が被災の原因として、元建設業者を起訴した

2002.1. .中央政府の再判定により全壊で撤去命令が出された。

2002.3. φ所有者側が台中市政府の業務監督不行届の理由で国家賠償の申請を提出した

2002.6.23 争国家賠償申請が撤回された

2003.1. .建物の撤去完成、再建組合の設立

2007.5.争敷地範囲が都市更新地灰と指定された

判定に対する論争が長かったロ 921基金会の支援制度に遅れた

敷地範囲が都市更新地区と指定され、再建を闘った。

検察官が元建設業者を起訴した 建物の撤去が遅れた

問題のプロセス 所有者側が国家賠償を求めた。

「一 1.再建の資金

現在最大の困難|

所有者の再建意思が低下

叩恥協 力 〔 土 問 の仲介

…叩待〔無い

再建の可制〔 …ぃ

r-
1.く被災判定の問題>

一部の区分所有者は最初の全壊判定を不服して、再判定を求め撤去作業を止めたが、所有者同士の中でも撤去すべきだと主張する

者がおり、再建か補修か両論の論争が激しく、台中市政府は「性民自決j で対応した (2000.10.4.)。つまり、所有者同士が自分で

決めるようになった。しかし、中央政府が再判定することを命じ、再び被災判定を行い、結果は全壊判定を維持した (2002目1.)。

2く建築法違反で起訴>

検察官側が建設法違反の不当な改築が被災の原因として、元建設業者を起訴した (2001.1. 5. )が、無罪判決になった(

2002.6目 13.)， 
3.く撤去の技術問題>

敷地は繁華街の中にあるので、周辺の影響を考慮して撤去作業がなかなか進まなく、予定より l年聞に近く遅れた。(撤去命令

2002. 1.、撤去完成2003.1.)

4.く国家賠償の申請>

所有者側が台中市政府の業務監督不正の理由で国家賠償の申請を提出した (2002.3. )が、台中市政府は提出内容が事実に合わな

いと撤回した (2002.6.23.)。

5. <921基金会の支援>

判定の論争、撤去の遅れ、国家賠償の待ちなどで、再建組合 (2003.1.設立)のスタートがずいぶん遅れて、 921基金会の支援制

度に間に合わなかった。

6. <都市更新地区指定の手法>

7G区分所有者の再建意思が低下しため、再建組合の運営が長期中止になった。台中市政府は現地再建を促すため、その敷地範囲の

4 般商業地区を再開発指定地区(都市更新地区)に変更した (2007.5.公布)。再開発地灰の指定は容積率のボーナス、税金の減免

というメリットがあり、また、再開発の主体が元の所有者から開発業者に委託 (3/4権利以上の同怠)でき、資金調達方法や事業内

容も緩和され、民間投資を誘導している o

当事者の意見

説明
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c-3) 再建阻害要因整理表

番号:台中市 (C-3) 

事例:美麗殿社区(台中市)

住所:北匝東光路 342巷

建物:地上 17階/地下 1階 (6棟)

戸数:801戸

敷地:6， 787 rrf 

床面積:52， 112 rrf 

1999 台中市北区役所が全6棟を全壊と判定した。

2000.2.25. 台中市政府は撤去命令を出した。

2000.6. 一部の所有者はこの判定を認めず、判定無効と地方裁判所に訴訟を提出した。

2000.7.12. 撤去反対運動が起こった。

2000.9.27. 検察官が手抜き工事による「公共危険罪」で元建設業者と建築士を起訴した。

2001. 12. 中央政府の鑑定報告により「半壊」と判定した。

2002.4. 補修反対派の撤去賛成運動が起こった。

2005.10. 13. 台中市政府は再び専門機関に被災鑑定を依頼し、判定は「半壊」となった。

2附 12.21.台中市政府が正式に「半壊」と公布し、最終判定となった。

2005. 12.27. I最高裁判所は補助金の半分の返還を命じた。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*)

1 I被災判定の不明確

2 I手抜き工事に対する公訴

3 I撤去作業の遅れ

-残された課題:

a)最終の「半壊」鑑定 (2005. 12.21.)に信頼

せず、転出した所有者が多く、 6年間も放置

された住宅環境が悪化する。

b)再建か補修の議論は激しかったが、再建派の
勢いが弱ってし、く。

c)最初の全壊判定を半壊に訂正されたので、補

助金を受け取った所有者たちは最高裁判所

の返還命令に大きく反発を起こした。

・再建の可能性:目処が立たない(回答:非常に低い*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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c-3) 実態分析と関係図

再開発手続き i
の進み具合 l 台湾集集大震災9/21

阻拝要因の発生

問題のプロセス

現在最大の困難!

L I 1999 盟

1999.台中市北区役所が全自棟を全壊と判定した

2000. 2. 25.・台中市政府は撤去命令を出した

2000.6 ・一部の所有者は全壊判定を認めず、判定無効と地方裁判所に訴訟を提出した

2000.7. 12.争撤去反対運動が起とった

2000.9.27.・検察官が手抜き工事による「公共危険罪」で元建設業者と建築士を起訴した

2001. 12 ・中央政府の鑑定報告により「半壊」と判定した

2002.4. .補修反対派の撤去賛成運動が起こった。

|補修反対派が撤去賛成運動を起こった|

|検察官が手抜き工事による「公共危険罪」で元建設業者k建築士を起訴した | 

2005. 10. 13.台中市政府は再び専門機関に被災鑑定を依頼し、判定は「半壊」だ

2005. 12.21.台中市政府が正式に「半巌」と公布し、最終判定となった

2005. 12.27・最高裁判所は補助金の半分の返還を命じた。

台中市政府が正式に I半壊」と公布し、最料判定となった

|最高裁判所は補助金の怜返還止命じ4

1.半嬢の判定に信頼せず、戻らない所有者が多く、環境管理が悪化する。

2.最終判定は半壊になり、再建しない

叩吋力〔無し

当事者の意見

体問期待〔無い

再建の叩〔無し

説明

lく手抜き工事で起訴〉

検察官が手抜き工事による「公共危険罪」で元建設業者と建築士を起訴した(2000.9.27.)。
2く被災判定の論争〉

震災直後、台中市北区役所が全6棟を全壊と判定して(1999)、戸当り20万元の補助金を渡したが、一部の所有者はとの判定を認めず、判定無効と地か裁

判所に訴訟を提出した。しかし、撤去賛成の所有者もおるので、両派の論争は撤去作業開始する前に激しくなった(2000.7.12.)。
その後専問機関に依頼し、 6回の鑑定を行ったが、結果は「半壊」補修可能という判定となっている。市政府は所有者全員同意という条件付で撤去を中止す

る。全員同意は困難なので、市政府は撤去する姿勢を強まった(2000.7.)。台中市政府は撤去命令(2000.2.25.)を出したが、所有者の論争が収まらないの

で実行できなつかた。

中央政府の鑑定報告により「半壊」判定(2001.12.)に某づき、補修説明会が関かれたが、 265人の参加者から、補修同意49人、撤去伺怠29人、その他は

回答拒否だった(2002.3.9.)。
中央政府による「半壊」判定は最終判定と考えられるが、それで所有者の論争が収まらないままだったo台巾市政府は再び専門機関に依頼し、被災鑑定を行

い、その結果は「半接で補修可能となり(2005.10.13.)、改めて正式に「半壊」と公布し(2005.12.21. )、これは最終判定となった。冗の建築業者が3割の補

修を出費すると約束した。
3.く構造計算と図面の消滅〉

所有者側lが市政府に核7ンション建設ヨ時建物構造計算書と図面を求めたが、市政府側lが消失したと、所有者側lの不満が高まった(2002.2.22.)。
4.く半分の補助金の返還〉

一方、最高裁判所は「半壊」の判定に基づき、撤去命令を取り消した(2005.11.17.)。また"l時全壊判定による戸当り20万元の補助金から半分の10万孟を

返還することを命じた(2005.12.27.)。元居住者から大きな反発が起こった。 1年間経過して、 1/3(約200戸)をしか回収していない(2007.12.15.)。返還紅符

の所有者は被災判定の過ちで、転出して6年間の家賃損失が起こった分があると。

5.く住民組織〉被災判定の論争で、 E式の再建組合が遅くて組織したが、その後半壊判定となり、運営中11'0
6く現状>6年間にほとんど使用されていない(約6%50戸が使用)?ンションのゴミや環境の管理が悪化した(2005.7.10.)。
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c-4) 再建阻害要因整理表

番号:台中市- (C-4) 

事例:緑色大地 B棟(台中市)

住所:台中市北区東光路 342巷

建物:地上 13階/地下 l階

戸数:96戸

敷地:1，638 rri 

床面積:10， 763 rri 

再開発の阻害要因に関する発生年表

2000.3. I B棟を全壊で撤去した。また、 A、C棟の地下駐車場の安全に大きく影響を与え、

出入りが不能となった

m00.7.4・ |検察官側が着工の不良を理由に元建設業者を起訴した

2000.7.28. I B棟の地下室所有権利を処理するために市政府の協力を求めた。

2003. 1. 17. 元建設業者は無罪判決となった

2006.7. I B棟の地下室所有権利の処理ができない。

2007.4. 12. I中市政府はAとC棟も撤去して再建すると提案した。

主な再建合意形成の阻害要因(順位) * 
1 I手抜き工事に対する公訴

2 I地下室の共有問題

-残された課題:

a)地下室の共有構造のため、持分権利の処理

問題が解決できない。

b)所有者の連絡が困難。

c)技術上に解決できない地下室の所有権利問

題を避けて、台中市政府はAとC棟も撤去

して再建しようと呼びかけた (2007.4.12.)

が、所有権利者の意向がわからないままだ

った。

-再建の可能性:目処が立たない(回答:非常に低い*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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c-4) 実態分析と関係国

2000.3. 争B棟の全壊で撤去しA、C棟の地 F駐車場の安全に大きく影響を与え、出入りが不能となった

2000.7.4. .検察官側が着工の不良の理由で元建設業者を起訴した

阻害要因の発生 2003.1.17.争元建設業者は無罪判決となった

2006.7. • B棟の地下室所有権利の処理ができないまま。

2007.4.12. .台中市政府はAとC棟も撤去して再建すると提案した。

業計画の検討する段階に和、断嚇の内容へ進めなかった。|一一 |行政はAとC棟も撤去して再建すると提案した。

問題のプロセス 元建設業者は無罪判決となった

1.地下宅共用の構造問題で所有権利の問題は技術上に解決できない

現在最太の困難|

長期に渡って、問題解決できないため、所有者が連絡困難である。

今後 必吋トー川崎山の緩和

行政に…待[…和土地売問介

当事者の意見

輔 の 可iitltl[ ?I':f， I~ fJl;ぃ

説明

1.く建物と地下空共用の構造問題〉

該敷地の中にA、B、C3棟の建物(地上13階、地下l階)226戸があり、 3棟に分散している車場権利の所有者が地ト室の持分を持ち、

地下駐車場を共同使用するのである。地下の構造はA、B、C棟が共通であり、地上の構造はA棟が独立で、 BとC棟が連結する部分が

ある o 駐車場の出入り口はB棟の下にあり、 B棟の構造と 体になっている。

震災により、 E棟が全駿 (96戸)で、その他24戸が半壊となった。 B棟の全壊で撤去した (2000.3. )が、 A、C棟の地ド駐車場の安全に

大きく影響を与えたうえ、出入りが不能となった。

2.く地下室所有権利の問題〉

B棟の地下室持分の所有者の権利はA、C棟の権利者の中から整理できなく、しかも地下窒の持分を有する B棟の所有者は 部であり、

所有者権利の部分のクリアが困難で、事業計画の検討する段階に滞り、権利変換の内容へ進めなかった。 (2000.7.28.)， 

3.く不良着工で元建設業者が起訴〉検察官側が着工の不良の理由で元建設業者を起訴した (2000.7.4.)が、最終的に無罪判決となった(

2003. 1. 17. )。
4.くAとC棟も撤去へ〉技術上に解決できない地卜窒の所有権利問題を避けて、台中市政府はAとC棟も撤去して再建すると提案し、所

有権利者大会を開く志向が明らかになった。 (2007.4.12.) 
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4.台中県事例

D-l )再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D- 1) 

事例:龍之居社医

住所:東勢鎮新豊街 100披

建物:地上 11階/地下 1階

戸数:101戸

敷地:1， 950. 98 rrf 

床面積:12， 591. 95 rrf 

再開発の阻害要因に関する発生年表

1999. 10. 16・|撤去の技術不足が問題となった。

1999. 11. 14. I r自救会」が「社区重建工作隊」改系比約 80人の区分所有権利者が再開発の参加意

思を持った。

2000.3.17. 検察官が手抜き工事による「公共危険罪」で元建設業者を起訴した。元建設業者が

弁償を拒絶した。

2002. 12・ |参加者は 37人。

2003.5.2. ・ 再開発事業計画検討会議参加者は 20人。

・ 約半数 (46戸以上)の所有者は従前ローンの処理ができなかった。

・ 参加者は事業計画で分配された場所や設計に不満があり、調整が進まないまま、

参加に戸惑った0

・ 組合が敷地を分割して更地再建の事業計画を立てたが、参加者が少なすぎるた

め、事業計画の討論が進まなかった。

2003.6.30. 再開発の手続きで事業計画が公告されたが、実際にその変更された事業計画がまだ

審査を通っていない。 68戸はすでに他の家を購入したことが明らかになった。

2003. 11・ |最終確認で参加者は 23人で 1/2に達していなし、。再開発が困難となった。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・残された課題:

1 I手抜き工事に対する公訴 I a) 多数 (68戸)の所有者は他の家を購入した
J 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l ため、 所有者の参加意思は低い。

2 Iコンサルタントとのトラブノレ l 

L-=-~--~-~~-~--~---'-~ - =---~~--~~--~-~-:-:----------------------- -- 1 b) 従前ローンを引き受けて、再建ローンに融
3 I多数所有者が別の家を購入 資するメインパンクがない。

4|従前ローンの返済問題

・再建の可能性:目処が立たなし、(回答:非常に低い*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D -1)実態分析と関係図

再開発手続き

の進み具合

阻害要因の発生

問題のプロセス

1999.10.16. +撤去の技術不足が問題となった。

19目。 11.14.・「自救会j 今「社区草建工作隊J変身。約80人の区分所有権利者が再開発の参加意思を持った。

2000.3. 17.・検察官が手抜け工事による公共危険罪で元建設業者を起訴した。元建設業者が弁償を拒絶した。

2002.12. +参加者は37人。

2003.5.2. +再開発事業計画検討会議参加者は20人。

.半数 (46戸以上)に近い所有者は従前ローンの処理ができなかった。

・参加者は事業計画で分配された場所や設計に不満で、調整が進まないまま、参加に戸惑った。

2003.6.30+事業計画が公告されたが、実際にその変更された事業計画がまだ審査を通っていない。

+68戸はすでに他の家を購入したととが明らかになった。

・組合が敷地を分割して更地再建の事業計画を立てたが、参加者が少なすぎる。

2003.11.・最終確認で参加者は23人で、1/2に達していない。再開発が困難となった。

再開発の目処がつかなし、(時間が伸ばす)

| 多数の所有者が他の家を購入して参加郡山に遣しなかった。

多数が移住

現在最大の困難I1多数の所有者古ミ他の家を購入したため、再開発の参加者が少なすぎる。

I 2.従前ローンを引き受けて再開発ローンに融資するメインハンクがない。

今後必要な協力〔土地売却の附

行政附する鵬 〔無し

駒 回附 C非常に低い

当事者の意見

1.最初に再開発参加意思を持つ元区分所有者は多かった(約80戸)が、従前の融資銀行が硬い姿勢を取り、半数 (46戸以上)に近い所有者は従前ローンの処理が
できなかったo 経済的な要因で、 J重ローンの返済能力に自信がない所有者の参加意思は低下になっていった。

説明 方、元区分所有権利者の家族(配偶、子供)の名義でも350万元優遇融資制度を利用できるので、従前のローンを返済するよりも、名義を変えて他の家を購
入する場合は二重ローンになる心配がなく、新しい購入する家を担保して銀行の融資をもらえやすい、とし、う背景でもあり、従前ローンを持つ所有者が参加意
思がますます低ドになっていくと考えられる。
3また、組合は再開発参加者が少ないため、敷地を分割して更地再建を行うように事業計到を立てたが、参加者が少なすぎるため、事業計画の討論なかなかが
進めなかった。参加者は事業計画で分配された場所や設計に不満があり、調整が進まないまま、参加に戸惑った。
4再開発時間が長引き寸ると、再建の目処がつかない不安が生じ、分散した所有者が他のところを催保し定住するようになった。最終確認 (2003.11.)で参加
者は23人で1/2に達していない。再開発が困難となった。
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D-2) 再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D-2) 

事例:富豪大慶社匝

住所:本堂村中正路 711披

建物:地上 9階/地下 2階

戸数:21戸

敷地:291 rri 

床面積:2，308 rri 

再開発の阻害要因に関する発生年表

2002. 9・ |組合責任者が一部区分所有者の参加同意書の偽造が発覚された。

2002.12. 発注を受けた建設業者は地下室の採掘工事技術がないため、無断で工事を中止し、

組合と修着状態となった。

2003.2. I 921基金会は組合に元区分所有者の参加意思の再確認と事業計画修正を要求した。

2003.4.28. 組合から返事がないため、 921基金会の「臨門方案」許可が抹消された。

2003. 5. 21. I従前区分所有者は 21人(戸)で、再開発事業計画は 18戸まで減量、元所有者が 11

戸(人)が参加、 921基金会が 7戸の権利を買取ることになったが、偽造事件で参

加者 2戸(人)が放棄になった。

2003.6.19・ |県政府は事業計画の駐車場分配の仕方を不合理と指摘し、修正を求めた。

2003.8.8. ・ 組合の責任者が臨門方案の資格が取り消された後に連絡つかないっ状態が続

く0

・ 建設業者が無断で工事を中止したが、契約違反の罰則はなかったため、契約

書の責任問題は組合内部と協力コンサルタント・チームの間で議論された0

・ 組合の運営が完全に停止状態である。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・残された課題:

1 コンサルタントとのトラブノレ I a)工事無断中止の損失補てんの分担問題

2 I所有者との連絡困難

3I 921基金会支援の中断

b)所有者が長期間分散し、組合の再開が難し

し、。

・再建の可能性:目処が立たなし、(回答:低い*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D-2) 実態分析と関係図

再開措手続きの進み具合

阻害要因の発生

問題のプロセス

2002.9 ・組合責任者が一部の区分所有者の事加同意書の偽造が発覚された。

2002.12 ・発注を受けた開措業者は地 F室の採掘工事技術がないため、無断に工事が中止し、組合と腰着状態となった。

2003.2. +921基金会は組合に元区分所有者の参加意思の再確認と事業計画修正を要求した。

2003.4.28 ・組合が返事がないため、 921基金舎の「臨門万葉J許可が抹消された。

2003.5.21 ・従前医分所有者は21人(戸)、再開発事業計画はlB戸まで減量、耳所有者が llF (人)が参
加、 921基金会が 7戸の権利を買取るととになったが、偽造事件で参加者2戸(人)が放棄にな

った。

2003.6.19 ・県政府は事業計画の駐車場分配仕)jど不合埋と指摘し、修正を求めた。

2003. B. 8. .組合の責任者な 4ヶ月(臨門方案の賢格が取り消された桂)連絡つかないまま。

.建設業者が無断に工事を中止したが、契約に契約違反の罰則はなかったため、契約書の責
任問題の論争は組合内部と協力コンサルタント・チームの聞にエスカレートされたロ

.組合の運営が完全に停止状態となった。

921基金会の「臨門方案J許可が抹消された。

組合責任者が逃避し、組合の運営が困難に落ちた。

建置業者が無断に工事中Hし、内部で契約の責任の論争が起こった。 |組合の運営が定士に停止状態となった|

偽造事件でさらに2人が放棄、参加者9人 (50弘) tなった。

協JJのコンサルタント・チームの専門能力不足の問題点も見られた。

元区分所有者が長期間に分散され、組合の再聞が難しい。

現住最大町困難 | 

建設業者に払ったお金を損失として消揮するのが難しい。

叩 吋力 仁土地売却の 仲 介 当事者の意見

行政に対する期待

再建の可能性

説明

E無 L

E低い

1.再開発の手続きは初期段階に順調で、 921基金会からの支援を受け、事業計画が建設 r事まで成し遂げたロ

2組合責任者が一部の区分所有者の参加同意畜の偽造が発覚されてから (2003.2. )、所病者の聞に組合責任者に不信感が高まっていた。

921基金会は組合に元区分所有者の参加意思の再確認と事業計画修正を要求したが、組合責任者が確認を回避するため、 92U正金会の

「臨門方案」許可が抹消された。再開発参加を放棄する所有者(2戸)まで出た。

3それに、建設業者が無断に工事中止し、組合内部の契約責任論争が起こった。組子干の運営が一層に厳しくなったU

4.協力のコンサルタント・チームの専門能力不足の問題点も見られたロ

区分所有者の半数以上は再開発参加意思を持っているので、組合再開の可能性でないとは言えない。
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D-3)再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D-3) 

事例:瑞士花園(台中県峰郷)

住所:霧峰郷本郷村民生路 78披

建物:地上 8階/地下 l階

戸数:26戸

敷地:1，314 rrf 

床面積:3，159. 93(後) す

再開発の阻害要因に関する発生年表

2001. 10. 12. I・ 検察官が設計不良による「公共危険罪」で元建設業者を起訴した。

・ 9人の全壊区分所有者が元建設業者に民事賠償の訴訟を起こした。

2002.9・ |全壊の所有者の参加率が 1/2に達しなく、再開発の手続きが進まない。

2003. 1. 17. 半壊の所有者を再開発の組合員に入れて計算しようと検討し始めた。

2003.2. 11.内部意見対立で組合が解散し、新たに理事長が選ばれた。

2003.8. 組合が 921基金会から臨門方案の申請書類不備通知に怠り、申請期限が切れ、支

援対象資格を失った。

2006. 1. 3. 敷地を分割し、 4筆の中 1筆が再建を行うようになり、事業計画内容の公告手続き

まで辿り着いた。

2006.3.9. 所有者側が元建設業者への民事賠償を求める訴訟は勝訴となった(賠償金 1，251

万元)。

主な再建合意形成の阻害要因(*順位)

1 I手抜き工事に対する公訴

2 I損害賠償を求める訴訟

5|地下室の共有問題

-比較的に有利な条件:

a)再建参加しない所有者の持分土地を切り出

し、参加意思のある所有者の分だけ再建す

る方針を取る。

・進み具合:民事賠償に勝訴した元区分所有者が敷地分割 (4筆の 1筆)で更地再建を求めよ

うとして、新たな再開発事業計画を立て、現在は審査段階が終わって公告段階に入ってい

る(2007.1. 3. ) 

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタピ、ューの当事者の回答によるもの
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D-3) 実態分析と関係国

再開発T続き

の進み具合

阻害要因の発ヰー

問題のプロセス

2004 2口05

D段階 2007.1. 3) 

トー〉

2001. 10. 12 ・検察官が設計不良による「公共危険罪jで元建設業者を起訴した。

+9人の全壊区分所有者が元建設業者に民事賠償の訴訟を起こした。

2口02.9 ・全壊の所有者の参加率が1/2に達しなく、再開発の手続きが進まない。

2003.1.17. +半動の所有者を再開発の組合員に入れて計算しようと検討し始まった。

2003.2. 11 ・内部意見対立やコンサルタントへの不満で組合が解散し、新たに理事長を選ばれた。

2003.8. ・組合が臨門方案の申請書類不備通知に怠り、申請期日制S切れ、支援対象資格が失っt4，

2∞6.1.3. +敷地を分割し、事業計画の公色ーまで辿り着いた。

2006.3.9. ・所有者租IJの民事賠償は勝訴(賠償金1，251万元)

921基金会臨門方案の支援対象資格が失った。

組合oつ運営が中止になった。

コンサルタントワチームに対し不満と司司言

1.約1/2所有権を持つ元建設業者の舟建音型〈がない

現在最大の困難 | 

辛壊と半壊の地下1階の共通構造の問題が解決できない

今仰な協力[胡売吋

行吋る鵬[無し

当事者の意見

再駒建酔の可哨制 [ 蜘蜘を捌畑し目て 参加捕だ町;けナ干晴樹骨樹す…るtいと日川とMカが阿巾1河可

「一-

説明

lく建築の構造〉
従前敷地 (4筆)に6棟8階建てで、各検の地下 1 階はつなぎ通り抜けできる構造である。震災で4棟が全壊(261~ì 、 2棟が半壊(18戸)であるが、全壊
の26戸所有者が再開発参加する者は1/2に達していないため、地下1階は共有の構造であるという理由(法律上の根拠は921震災復興臨時条例である)で再
開発の事業計画は全敷地を含め、区分所有権利者の全員が組合員となった (2∞3.2.)。
2. <再開発組合>
しかし瓦の建設業者が約半数の権利を所有し、最初の組合を組織し意駒甘に主導したが、所有の権利はほとんど半墳の2棟にあるため、再開発に参加怠思
が低い。そして組合が再開発の手続きを怠るため (921基金会の臨門方案さえ申請期限を聞に合わせなかった)、再建に期待している参加者の反感と不信を
買うようになった。この対立によって組合が 旦舟軍散され、新しい環事長が選出された (2003.2. 11. )が、元の建設業者派が当選し、組合の果たすべき作

業に怠る状況な従前のままだった (2003.4. 18.正式に参加と不参加の名簿も作らなく行政の指摘を受けた)。
3. <設計不良の弁償訴訟>
検察官が設計不良による I公共危険罪lで元建設業者を起訴した (2日日1.10.12.)。それに9人の令壊灰分所有者が元鐘設業者に民事賠償の訴訟を起こし

たロその判決がずいぶん遅れた (2006.3. 9. )が所有者側が勝訴となった舗償金1，251万元)。
4. <臨門方案を逃れた〉
組合はコンサノレタントワチームに再開発に必要な資事怜書類の作成を依頼しているが、組合が積極性が欠乏で、 921基金会からの書類不備通知にも応じな
く、臨門方案の申請期限が切れても組合員が分からない状況だった。
5くコンサノレタント?チームに対する不満〉参加者がコンサノレタンド〉チームの専門能力や設計(事業計画のデザインは地下1階n構造を保留すること)に対
L不満と不信を持つが、契約に縛られて解約しにくくなっている。組合内部の対立があるからとそ、新しい専門業者が参入しつらいため、かなり専門知識

が必要とする再開発手法において、参加者側l広気持ちの限界が見られる。
民事賠償に勝訴した元区分所有者が敷地分割 (4筆の1筆)で更地再建を求めようとして、新たな再開発事業計画を立て、現Aは審査段階が終わって公告

段階に入っている (2日07.1.3.)。
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D -4) 再建阻害要因整理表

番号:台中県 (0-4) 

事例:富家江山社匝

住所:甲寅村振興街 118巷 13披

建物:地上 13階/地下 1階

戸数:126戸

敷地:2，208 rrf 

床面積:4， 581. 1 (後)

再開発の阻害要因に関する発生年表

1999. 11. 24・|区分所有者は元建設業者の手抜き工事に訴訟を起こした。

2000. 1.行政が撤去命令を出したが、元建設業者が被災状況再審を申し込み、撤去作業が

中止した。

2000. 10. 6 行政が従前の全壊判定を変更し、補修可能の半壊判定に定め直した。

2000.10. 所有者側が行政の判定変更に抗議し、撤去命令の維持を強く要請した。

2001. 3. 行政が撤去命令を維持して、撤去作業が始まった。

2003.2. はじめてコンサルタント・チームとアクセスし、 921基金会の申請期限に間に合わ

なかった。

2003.4. 所有者側は権利変換の理解が不十分で、合意形成が難しい状態だった。

2003.8.8. 所有者の 7割が他の家を購入したことが明らかになった。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・比較的に有利な条件:

1 I撤去作業の遅れ I a~ 所有者の再建組合の代わりに開発業者が再
ー十 ー ー 一一一一一 一一--~開発主体となる。

2 I被災判定の不明確 | 
一一上 一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Jb)開発業者が事業計画の作業、資金調達、残

三I巧有者主竺連絡国平一一一一一一一一一一一一一一一lり床販売などの責任を取る。
4|多数所有者が別の家を購入

・進み具合:

従前の所有者で組織した再建組合を解散し、事業を開発業者に委託し、開発業者が再開発事

業の実施者となり、再建を図る。

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D-4) 実態分析と関係図

再開発手続きの進み具合

阻害要因の発生

問題のプロセス

台嫡湾集鱒集?γγγ2引叩Frl?一j一子与と土とLとと三己二二二二:二二二二二:二二二二二:二二二:二二:二:

| J ド炉， I叩'おMむい加桝:叫山吋巾 I ζ川μ川別3η ボ 川

1999. 11. 24 ・区分所有者は元建設業者の手抜き工事に訴訟を起こした。

2000.1 ・行政が撤去命令を出したが、元建設業者が被災状況再審を申し込み、撤去作業が中止した。

2000. 10.6 ・行政が従前の全巌判定を変更し、補修可能の半壊判定に定め直した。

2000. 10 ・所有者側が行政の判定変更に抗議し、撤去命令の維持を強く要請した。

2001. 3 ・行政が撤去命令を維持して、撤去作業が始まった。

2003.2 ・コンサノレタント?チームが始めてアクセスし、 921基金会の申請期限に間に合わなかった。

2003.4 ・所有者側は権'fiJ変換の理解が不十分で、合意形成が難しい状態だった。

2003.8.8 ・所有者の7割が哨包の家を購入したことが明らかになった。

2007.4.25 .開発業者が参入し、事業計画が認定された

区分所有者は元建設業者の手抜き工事に訴訟を起こした

撤去作業が遅れた。

組合のスタートが遅れた。

|所有者側は権利変換の理解が不十分で、合意形成が難しかった。

~中引伴伊戸l

所有者の7割が他の家を購入した

所有者の再建参加宜，¥!j.が低下した。

現硝人の凶難[一発業一…村山、

今何な協力仁無い

行…る期待 〔無し

再建の可能性仁ある

当事者の意見

「ー1.く行政の作為〉行政側が最初の全壊判定を否定して、半壊の判定に直し、また条件づき (20日以内、所有者の2/3人数及び2/3権利の同怠と3/4人数出

| 席)で撤去するという作為に、所有者の再建意思が翻弄された。
2.く撤去作業>撤去作業はずいぶん遅れて(震災の1年半後)、組合の設立 (2001.6. 13. )は撤去の後からスタートしたが、組合員大会が開かれたのは震

説明 | 災後4年目 (2003.4.27.)である。
く都市更新条例の理解〉特に権利変換の仕組みに対する理解は不十分で、再開発の事業計画の検討が難しかった。
く921基金会の支援>組合が再開発作業をスタートした時点、 921基金会の臨門方案はすでに申請期限が切れた。臨門方案の支援が受けれないととは、所

| 有者の再建参加意思を低下させた。
5.く他の家の購入〉舟建の目処がつかないため、多数の所有者 (7割)が他の家を購入し定住している実態から見て、参加意思の低下が理解できる。

L6、開発業者が参入し、事業計画が認定された (2007.4.25)
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D-5) 再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D-5) 

事例:一品社匝

住所:本堂村樹仁五街 11競

建物:地上 4階

戸数:36戸

敷地:1，252 rri 

床面積:2，609.08 rri 

再開発の阻害要因に関する発生年表

2001. 4. 元敷地内の道路と連結の土地 (22%) は区分所有ではないという問題が表れた。

2002. 11.コンサルタント・チームによる再開発資産評価は再開発のコストが逆に市場価格

より高い。

2002.12. 組合がコンサルタント・チームと契約中止しようとした。

2003. 1. 17. 権利変換申請書の回収は 2戸(全 36戸)。

2003.3.7. 区分所有者 36人(戸)の中、再開発意思ある者は 15人(戸)。

2003.5. 15. I 921基金会から申請期限切れの通知があった。

2003. 11. 30. I組合大会で 33人(戸)の出席者の中に再開発意思を表明したのは 1人(戸)、 25人

(戸)が他の家を購入した。

2004.12. 組合が解散した。

2005. 12. 26. I開発業者が事業計画に参入し、再開発が再スタート、事業計画審査と公告手続き

が完了

主な再建合意形成の阻害要因(順位*)

1 Iコンサルタントとのトラブル

2 I土地に関する問題

3 I多数所有者が別の家を購入

-進み具合:

-比較的に有利な条件:

a)所有者の再建組合の代わりに開発業者が再

開発主体となる。

b)開発業者が事業計画の作業、資金調達、残

り床販売などの責任を取る。

従前の所有者で組織した再建組合を解散し、事業を開発業者に委託し、開発業者が再開発事

業の実施者となり、再建を図る 0

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタピ、ューの当事者の回答によるもの
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D-5) 実態分析と関係図

甫輯手続き

¢港み具合

阻害要関同発生

f持盟のプロセス

「明:二

加1.4. ・現制納同董路と滋和土地包%)は区銑軒有でゆなし、というf鵡邸主表れ九

2α沼.11. .コンサノレダントワチ)ムによる再開鏑輯細iは再開勲ココストが必と市場醐より言動L

筑岡田.12. 争紐合がコンサルタント?チームと契動中止しようとした

2∞3.1.17. .権現民議伸静審JJ@J!反は2戸包~戸)。

2∞3.3.7 ・区分所有都6人伺の中、再開苑怠思ある者は15人(月。

捌 3.5.15. +.)211志位会から申諦源開放l川彰担があった

2∞3.11.30 制民合大会て"'33人伊)の出席者の中に再開苑意邸主 1人伸、 25人付が御濠を蛾人~Jヒ

2∞4.12. .紐合が骨轍した与

2∞5.12. 25. .~再発業者が事帯情}こ参入し、暗号掛判スタート。

コンサルタント?チームによる期再発資童朝国こ羽前

紐合がコンサノレタント?チームと郊守中'JI:

921基金会から申請郷畳切れ

亡「開発業者時勢器帽に参入用再発地判スタート

元敷lilY'Jo:Jl甑各と遊説的土地指題

現銭勧塘灘 I 2.南再発の目刷込つ料品、

3.区分所有者コ用瞬翻科医下

制 時仁向 調 し 仇

当事者の意見

欄 こ対する鵬仁無し

時可融亡ある

1.<土地乃問題〉
現蜘酬の公1輔放雪苛である道路とi郵Wコゴ地担分所有;ではなく、個人の私右地徽WコQ2%を占めてUも)である。廷諾迭開't¥と基づくと、期再発する場
合、敷地誌革路と隣接はtけすu:f;ならなv¥，開発したそ号時、その土え阪持ち主の町意針号たが、今回の凶可意を得られなカ追った。
2く角乾防法〉
その出掛買し由Tは考えられるーて約方法であるが、区分璃者の負担迫渇望加するので、術専はとし渚桃色。敷地を制骨I、して更地獄量再建する方法も考えられ
たが、多数防軍分所有者が元P当制配してほししめで、合意詩句方式訪〉った。
3くコンサルタントワチ)ムの慌題>コ

説明 | ンサノレタントつチ)ムカ明献言晒を提案υ訳、幅吸換と南場移穎静価(市場耐容は再開発コストより言動、というのは一億ぞであるが、そ骨珊碍捕ま再調
発のコスト坊主に市噺岡容より直れ)をうまく説明できな泊Lった。それに、だんだん冷る知王なくなって、制時の利和清まっていた脚色 12コンサノレタント
?チームと契誹桝J止しようという声があって、その後妻詐りを中止した)0 

4.く921基金会の支援〉
紐静嫡め合意鴻tつがよ語、ため、 921基金会の支援を受けなカ均た仰3丘15.921基金針通ら申請期限苅叫厳ゆ。
5.く閉再発意即刻民下>
附蹴濃く経っていくと、暗号発の意聞紙下し、正弐所信十(加3.11.30.(f;紐合大三~)-cl3人(月の出席者の中口5人付が御凍剖草入した用再発意思を表
明したのは1人(月である。それJ主再開発資麗平低 92嘩金会の無支援、個人土北島乃買い上げなど岬轄で、用瞬の日捌もつ料、ため、南署発の怠聞紙刊と

なったと考えられとL
6.く開発業者ぴ主参入>
民分所有酔同意折号て、開発業者時帯1画に参入し、組制鴇轍伽4.12.)さ九、南再発の主体俣議渚)となった冊再掛濡スタ}卜され現在事業

制部審査と公告手続き G∞5.12.26.)方涜「した
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D -6)再建阻害要因整理表

番号:台中県 (0-6) 

事例:大地城国社区

住所:台中勝太平市文林街 1競

建物:地上 10階/地下4階

戸数:153戸

敷地:32， 404 rrf 

床面積:

再開発の阻害要因に関する発生年表

2001. 12. 12. I全壊マンションの共有部分土地問題は最初から存在するため、組合の発足が遅れ

た(震災後 2年 4ヶ月後)。

2002.6・ I 921基金会が実現性の低い更地再建の提案を公言した。

2002.9.28. 組合大会に出席人数は 40人だけであった。

2002.12. 組合はその更地再建の提案に高い期待を持っていた。

2003. 1. 10. 組合は全壊マンションの土地を買取ってほしいと、 921基金会に要請した

2003. 10. 20 I組合は所有者との連絡が徐々につかなくなり、 921基金会の土地買取を要請する立

場がなくなった。

2003.10. 組合の運営が停止状態となった。

主な再建合意形成の阻害要因(順位*)

1 I土地に関する問題

-残された課題:

a)共有部分土地の問題解決は目処が立たな

2 I所有者との連絡困難 I b)所有者が分散し、連絡が困難である。

3|コンサルタントとのトラブル I c)所有者の再建意思が低い。

・再建の可能性:目処が立たなし、(回答:非常に低い*)

*インタピ、ューの当事者の回答によるもの
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D-6) 実態分析と関係図

叶ly:1Tf:
2001.12.12. ・全壊マンションの共有部オ士責眼援菌土俵相JtJも存在するため、組合の発足が遅れた

加)2.6. +l21基金会炉実現性叫臨場醐曜の提案を公言した

2∞2.9.28 ・t時大会に出席人勢胡人だけであった。

阻害要因の発生 耳目2.12 ・組合はそ晴樹昨唱の提案とi高時前を持っていた。

2∞3.1.10. ・組合怯全壊マンションの封也を買取ってほしいと、 921基金会に要請した

2∞3.10.20 ・組合同折有者と同車絡がつ泊、なくなり、 921基金会の士地買取を要請する立場がなくなった。

2003.10 ・組合切運営由主停止状態となった。

共有部ゅの土雌慧畢が抱えていた

陪飽防プロセス

17ンシヨンの回開制明い i輔刊なくなった ト→|酌鵬帯止措となっ九

1共有商¥5}oJi:!'断〉処理

現.li:最大の困難

2所有者が分散し、退場唱がつ方、なくなる。

3.所有者の再建意駒S飾、 当事者切意Je

今叫御仰悶要罫酌吋ア々t

し才わJ蜘臨…こ柑桝mる鵬〔ト無肌

曜蜘の可醐鮒[~非翻
r-

説明

1く共有到ゅの情題>
敷地内にマンションと戸建ての建物があり、共有司E分が一緒になっている。しかし、被害怯マンションが全壊 (153戸7、戸倉てが半嬢 (300戸、補
修可)で、全壊マンションが南再発をおこなおうが、補惨で済む戸建てとの共有官i扮t成明が困難であった
2. <921基金会の支援>
921基金会がどと治的土地と交浪して再建する考えを語集したことがあり、具体的な言桐内容はないが、組合はこ0球諜lこ南元労非寺を持ち、 92嘩金
会の矧芯を侍ってし、た(初句.12.18.)。しかし、その提案の実現には突換予定の上地防防専資金の回しゃ参力晴が立地条附こ対する反応など湾躍が
あり、簡単に実現できないので、そ叫的21基金会の矧しはだん7以冷たくなったそれから組剣士マンションの専有と共有部予知上地を買取ってほ
しし、在、 921基金会に要請した(2∞3.1.10.)が、 921基金会はそれを荘宿した
3.く区分所有者が分散>
全壊マン、ンョン121:分所有者がだんだM撒し、連絡がますます歯鮒こなって、組合大会 (2∞2.9.28.)の出席人数'40人(戸りだった所有者の再建
意聞紙下で、紐合の運営古奇停止状態。∞3.10.20.)となって、 921基金会に土地買取を要請する立場がなくなっていt4，
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D-7)再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D-7) 

事例:元費天慶社匝(F棟)

住所:太平市永豊北路 68競

建物:地上 12階/地下 2階

戸数:33戸

敷地:4， 201 rrf 

床面積:38， 909. 63 rrf 

再開発の阻害要因に関する発生年表

1999.10. 一次被害判定 :F棟 1棟全壊 (33戸)、 A・B・C・D.E5棟半壊(158戸)。

1999. 11. 15. I二次被害判定 :F棟 1棟全壊 (33戸)、 A.B.C.D.E5棟一部半壊 (23戸)

附 12.6. 所有者が役所に抗議活動を行った。

2000. 10.9. 検察官が手抜き工事で元建設業者を起訴した。

2001. 7.18. 三次被害判定 :F棟 1棟全壊 (33戸)、一部半壊(修復可能)

2002. 1. 16. 立ち遅れて組合は設立した。

2002. 2. 10. I A. B . C . D . E棟の補修工事が開始、 2似1.5完成。(総金額 65，669， 313 j[;) 

2003. 10. 30. Iコンサルタントチームが協力不能と表明し、撤退した。

2003. 11. I 921基金会の臨門方案の申請期限が切れたため、支援を受けられなかったo

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・残された課題:

1 I被災判定の不明確 I a)再建か補修の議論が激しかったが、最終鑑
一一一一一---~ 定は全壊となり (2001. 7. 18. )、所有権者

2 I手抜き工事に対する公訴 | の意思形成が困難で、再建意思が低い。

3 I損害賠償を求める訴訟 I b)新しいコンサルタント会社と接触したが

4|コンサルタントとのトラブル (2003. 11. 18. )、協力の意思は低くかった0

・再建の可能性:目処が立たない(回答:低い*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D-7)実態分析と関係図

""'T~;"'" t~f9i:階y-::;lZjr
1999.10 ・一次被害判定 F棟1棟全壊 (33戸)、 A?B?C?DワE5棟半接(158戸)0 

1999.11.15 ・二次被害判定 F棟1棟全壊 (33戸)、 AワB?C?D?E5棟一部半壊 (23戸)

1999.12.6. .所有者が役所に抗議活動を行った。

問題のプロセス

2佃 0.10.9 ・検察官が手抜き工事で元建設業者を起訴した。

2001. 7. 18 ・一三次被害判定 F棟1棟全壊 (33戸)、 部半壊(修復可能)

2002.1.16 ・立ち遅れて組合は設立した。

2003. 10. 30. .コンサルタント?チームが協力不能左表明し、撤退した。

2003.11. ・921基金会の臨門方案の申請期限が切れたため、支援を受けなかった。

阻害要因の発生

コンサルタントワチームとのコミュニケーションがうまくいかなかった

一一争|F棟の所有者の再建意刷S低下になったJ
921基金会の臨門方案の申請期限が切れたため、支援を受けなかった
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当事者の意見

1.<敷地の建物〉
敷地内6棟 (A?B?C?D?E?F)の12階建ての建物があるロ
2. <被害判定の問題>
被害判定は三回でも行われた。厳初の判定(1999.10. )は役所が主導して、 F棟 1棟全壊 (33戸)、 A?BつC?D?E5棟半嬢(158
戸)となったが、国仔T政院)が役所主導の判定は専門性が不足だと、専問機構に委託すべきだと命令し、三次判定を行った。二次判
定の結果(1999.11. 15. )はF棟 1棟全壊 (33戸)、 A棟4戸半壊、 B?C?D棟 1階半壊 (2階以上無被害)、 E等1階から 3階半壊
(4階以上無被害)、全半壊戸数は23戸であった。判定は補助金と絡むので、大きく所有者の反発を買った。役所は議論が収まらない

やめ、改めて国(行政院)から被害判定を行うようド要請しt[.o=次の判定 (2001.7. 18. )はF棟 1棟全壊 (33戸)、 AワB?CつD?E
説明| 涼一部半壊(修復可能)となった。'-3I::"1lfl1.//.......0 __  

3.く組合の立ち遅れ>
F棟 1棟全壊 (33戸)の所有者が最終判定が出るまでに、再開発の行動がでけなかった。組合の発足はずぶん遅れた (2002.1. 16. )。
4.くコンサノレタント?チームの問題〉
再開発の専門的な部分(資産評価、権利変換、建築設計、許可申請など)をコンサルタントワチームと契約した (2003.2.)が、コンサ
ルタントワチームとのコミュエケーションがうまくいかなくて、権利変換計画がなかなかできなくて、自ら契約を中止し、撤退表明をし
た (2003.10. 30. )。新しいコンサルタント会社と接触した (2003.11. 18. )が、所有者の再建参加意思は低下になっていた。
5.く921基金会の支援>
921基金会の臨門方案の申請期限が切れたため、支援を受けなかった。
6. <手抜き工事の民事弁償〉
検察官が手抜き工事による「公共危険罪」で元建設業者を起訴した (2000.10. 9. )。それに全壊区分所有者が元建設業者に民事賠償の
訴訟を起こした。
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D -8) 再建阻害要因整理表

番号:台中県 (0-8) 

事例:新坪生活公園社区

住所:台中将太平市育才路 31披

建物:地上 14階/地下 1階

戸数:344戸

敷地:5，678 rri 

床面積:

再開発の限害要因に関する発生年表

1999.11. 6・ |所有者が元建設行者に抗議を行い、損害賠償を要請した。

2000.2.24. 裁判所は所有者側が元建設業者の仮資産押収の要請許可を下ろした。

2000.3.4. 検察官が元建設業者、建築士及び台中県政府業務担当者を起訴した。

2000.8.26. I元建設業者の責任者本人が起訴されていないため、所有者が検察官に抗議を行つ

たo

m01. 2. 8・ |再び元建設行者に抗議を行い、損害賠償を要請した。

2002.8.21.裁判官は元建設業者側が 2.3億元を賠償すべきだと判決を下ろした。

2側 3.30. I国家賠償(台中県政府) 3.4億元を賠償すべきだと判決が出た。

2005.4. 開発業者に委託し再開発再スタートしようと、申請案を提出した。

主な再建合意形成の阻害要因(順位)* |・比較的に有利な条件:

1 I手抜き工事に対する公訴 I a~ 所有者の再建組合の代わりに開発業者が再
↓ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一--~ 開発主体となる。

2 I I -l.1=t J::l:::o tlti-h!!I. +-.....b.. LL -? =;..-:==-" I b)開発業者が事業計画の作業、資金調達、残
損害賠償を求める訴訟 | 

り床販売などの責任を取る

-進み具合:

従前の所有者で組織した再建組合を解散し、事業を開発業者に委託し、開発業者が再開発事

業の実施者となり、再建を図る 0

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D-8) 実態分析と関係図

1999.11. 6 ・所有者が元建設行者に抗議を行い、損害賠償を要請した。

2000.2.24 ・裁判所は所有者側が元建設業者の仮資産押収の要請許可を下ろした。

2曲 0.3.4 ・検察官が元建設業者、建築上及び台中県政府業務担当者を起訴した。

阻害要因の発生 2000.8.26 ・元建設業者の責任者本人が起訴されていないため、所有者が検察官に抗議を行った。

2001. 2. 8 ・再び元建設行者に抗議を行い、損害賠償を要請した。

2002.8.21 ・裁判官が元建設業者側が2.3億元を賠償すべき k判決を下ろした。

2004.3.30 ・国家賠償(台中県政府)3.4億元を賠償すべきと判決が山た。

2005.4 ・開発業者に委託し再開発再スタートしようと、申請案を舵111した。

問題のプロセス

勝訴判決で}c鐘設業者側が2.3億元を賠償すべき

組合解散、開発業者に委託し再閣発再スタ」トしようとした

勝訴判決で国家賠償(台中県政府)3.4億元を賠償すべき

現航問在鴎最 一 〔 所 一 建 … 下

今…

… 一〔無肌

し

当事者の意見

再建一[Mい開発業者一期…)

説明

1.<手抜きl事の訴訟>
察官が「過失至死jの罪で、元建設業者と建築士を起訴した (2000.3. 4.) 0 検裁判所は所有者側が元建設業者の仮資産押収の要請許可(金瀬55凹万元)を下ろ
した (2000.2. 24. )。裁判官が元建設業者側が2.238億元を賠償すべき E判決を下ろし (2002.8. 21. )、台中県政府業務担当者の監督不十分で有罪に、凶家賠償
(台中県政府)3.4億元を賠償すべきと判決した (2004.3. 30. )。

く所有者側の抗議運動>初期に元建設業者に損害賠償を求める抗議運動が頻繁に行われた。規模が多きいのは3回がある。(1999.11. 6. ; 2000. 8. 26 
2001. 2. 8.) 
2. <921基金会の臨門方案〉
コンサルタントワチームの協力が遅れて (2003.5.)、所有者の再建合意ある程度をまとめた (2003.10.) が、 921基金会の臨~~方案の申請期限が切れた
(2003. 11. 5)。

3く組合の運営〉
組合の設立 (2001.4. 26.) をしたが、初期に抗議活動が中心となって、後は裁判の賠償判決を期待し待ちうける状態で、再開発の手続きは進行されていなかっ
た。都市更新条例による再開発の説明会さえ出席しなかった。組合大会 (2003.3. 9. )で140人の同意書しかまとめなかった。遅れたコンサノレタントワチームの協
力で186人再建参加同意書を収集した (2003.11. 5. )が、所有者が真剣に再建を考えるのは、国家賠償判決 (2004.3. 30. )が出てからである。その後、元の組合が
解散し再スタートし、再開発の主体を変えて、開発業者に委託しよう kした (2005.4.) 0 
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D-9) 再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D-9) 

事例:永東社区

住所:大里市永東街 ("40披

建物:地上 5階/地下 l階

戸数:103戸

敷地:4，282 rrf 

床面積:9，942 rrf 

再開発の阻害要因に関する発生年表

2002.5. 臨門方案の申請を提出したが、再建参加人数が 50%に達していないため、 921基

金会に撤回された。

2003. 1. 22・ |組合への不信感が高まり、組合の運営が中止状態になった。

2003.5.9. 組合が 4回目に提出した資産評価は、また 921基金会に撤回された。

2003.8.3. 所有者の合意がなかなかっかないため、協力のコンサルタント・チームが撤退し

た。

2003. 8. 14・ |臨門方案を正式に放棄する議決した。

2003. 10. 12. I書類の偽装事件で理事長の改選が行われた。

2附 11.5. 再開発主体が開発業者に移し、再スタートする。

2006. 1. 18. I建築許可が認可された。

主な再建合意形成の阻害要因(順位)* 
1 Iコンサルタントとのトラブノレ

2 I所有者との連絡困難

3 I 921基金会支援の中断

-進み具合:

-比較的に有利な条件:

a)所有者の再建組合の代わりに開発業者が再

開発主体となる。

b)開発業者が事業計画の作業、資金調達、残

り床販売などの責任を取る。

従前の所有者で組織した再建組合を解散し、事業を開発業者に委託し、開発業者が再開発事

業の実施者となり、再建を図る。

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの

105 



D-9) 実態分析と関係図

基本資料

開発手続きの進み具合

2002.5. .臨門方案の申請を提出したが、再建参加人数が50%に達していないため、 921基金会に撤凶されたロ

阻害要因の出来事 2003. 1. 22 ・組合への不信感が高まるので、組合の運営が中止状態になった。

2003.5.9. .組合が 4回目に提出した資産評価は、また921基金会に撤回されたD

2003.8.3. .所有者の合意がつかないため、協力のコンサルタント・チームが撤退した。

2003.8.14. .臨門方案を正式に放棄する議決した。

2003. 10. 12 ・書類の偽装事件で理事長の改選が行われた ω

2005. 11. 5 ・再開発主体が開発業者に移し、再スタート寸る n

2006.1.18 ・建築許可が認可された。

ト|組合の不正で所有者抑制高まった。

問題のプロセス 吋 所有者の参加意思が低下する。

書類の偽装事件で理事長の改選

41 921基金会の支援制度を放棄する。

|再開発主体が開発業者に移し、再スタートする υ

同 一 [...rjIHe<7)'EWI: i:1Il発業者一一ーはなし

一時jJ [無し

行政に対する期待仁無し

再建川能性仁ある

I 

まとめ

1.<組合理事長の問題>

最初は進み具合訓園調に見られるが、組合理事長が資産評畑や建設経費見積もりの畑絡を高くつけて、回1基金会の補助金を申請した。問題が発見されてか

ら会議の出席を回避した。理事長の改選(2曲 3.10.12.)が行才つれた。
2.く立地剣牛>

敷地は比較に良し場所にあり、積極的に敷地を買取りたし明発業者も現れた (2凹3.8.14.)。

3. <再建怠思>

最初の再建意思は低下する原因は、組合に対す不信感にあると考えられる。臨門方案を正おこ放棄する議決しても従前より 10人ほr再建参加と表明した

(2003.8.14.) 0 組合の理事長が改選されてから、組合大会を出席人数は田人(伍%)、初めて半数を超え、再建の再開ができるようになったの

4く臨門が章の支屡〉

最終的に阻1基金会が組合の申請案を撤回した理由は、①資産評価が客観的ではないこと、修正が必要。②権利変換の計算仕方は都市更新条例に違比するこ
と。③組合と委託する開発業者と利益的絡みがあるの
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D-I0)再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D- 1 0) 

事例:張三雅潮社区(大里市)

住所:仁化路 1055-1081披

建物:地上 13階/地下 1 階

戸数:162戸

敷地:1， 978 rrf 

床面積:

再開発の阻害要因に関する発生年表

m01. 12. 20・|検察官が手抜き工事の証拠収集するため、建物撤去の中止を命令した。

2003.4.8. 検察官側は証拠の収集が完了

2003.5.21.建物の撤去作業が始まった

2003.8. I 921基金会臨門方案は期限切れになった。

2003.8.7. 撤去問題や補修論争などの問題を処理した「住民の会」が解散

2003.9.27. 住民側が元建築業者に損害賠償の訴訟を起こした

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・残された課題:

1 I手抜き工事に対する公訴 I a)再建か補修の議論が長く、非正式の「住民
十 一一一一ー一~~~~~-lの会」解散し (2003.8.7. )、リーダーがいな

2 I損害賠償を求める訴訟 | くなり、所有権者への連絡が困難で、再建組

3 I被災判定の不明確 |合の設立が進まない。

4十一 ~i b)他の家を購入した所有者は 1/3を占めてい

|撤去作業の遅れ | 
||る。

・再建の可能性:目処が立たない(回答:わからない*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D-I0)実態分析と関係図

「一剖零集知守勢~/21 A騨皆匂QQlj;l!l~L_

再開閥均噺! ~--一仏岬口 Î L ー 〉

阻害要因

陪髄のプロセス

現庖最大の困難

I I I 川 I 20C I 1_出 I "OO-i I コ町 I 2'X，; I 

2∞1.12.20. .検察官が手抜き工事の布張跡携するため、建物撤去の中止を命令した

2∞3.4.8. 4砂検察官制肋主主酎捌判疋集完了

検察官が元建設業者を起訴した

記拠を収集するために撤去作業を遅らせた

撤封全業訪1科、ぶλ樹 Lた。

921基金会の支援が期限きれた

2.リーダーがし、ない

2∞3.5.21. .建物の撤封粍業が始まった

2∞3.8. 

2∞3.8.7 

2∞3.9.27. 

+921基金会臨門方案は期限切削こなった

.撤去惜題や補修論争などの陪躍を処理した「住民の会1が宵撒

.住民[目炉元建築業者に損害賠償の訴訟を起こした

撤去陪翼軒欄彦論争などの情植を虹興した唯夫の会Iが解散

住民倒防元建築業者に損害賠償の訴訟を起こした

-o/~~ttm1:J[ 一一ω 当事者の意見

1.ii!i!lICm-Ow{無
融の可制 〔 伽 凶

説朋|

1.<手抜き工事の起訴>
手抜き丁事(サラダ油タンクを柱に填却で元建設業者が起訴されたが、検察側即断甜伽1収集完fまでに(2003.1. 8. )、建物撤1:.の中止を命令
した
2. <建物の撤去>

役所が下定広瀬本作業 (2∞1.12.20.)洲牒官の覇青で中止となった実際日に撤封乍業掛始まったのは箆足の3年哨圭で (2∞3.5.21.)、作業
完了まて制4年聞かカりた G∞3.6.)。
3. <損害賠償の訴訟>

検索官の詑拠鑑定作業主uから、 i主悶J{I防2元選議業者に損害賠償の訴訟を起こした(2003.且27.) 0 

4.く再建治輔(1劇的論争>

震組後に全壊と判定されて、役所市瀬去作業を菊Tするが、所有者同lカ精修意見が出て、撤封喋を止めたこともあったそのために5阿の
件長大会を行ったが全部出席人数不足で流された高見統合したのは闘機の3年目だった。(163戸の中、撤去聖脚7戸、 2001.12.) 

5.く組合の運営>

撤封管業所皆1ヘ橋脚コ論争などの理由で、組合前巳起こ設立しなくて、非正式め「住即フ会Jで会議を行ったとの性即フ会Jは実際lこ撤
去情題や補修論争などの県曜を虹哩してから解散し(初日3.8.7.)、基本の再廷捻思の調査さえfjわなカ為った。解初主点でずてに他の家を購入し
たJ舛宥著者土1/3を占めていると言われた。また、リーダーがb、ない、所有者の連絡がつカミなしなどの問題もあるため、再建の司等技見ができな
カ込っtc:."
6く921基金会の支援>

921基金会の支援をT受けなかった建物撤去完成した時(2003.8.)、 921基金会臨門立案陪期限四Uこなってし、る。
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D-1 1)再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D- 1 1) 

事例:元百圃満社区

住所:大里市成功路 494-526競

建物:地上 10 階/地下 1 階

戸数:147戸

敷地:3，652 rrf 

床面積:

再開発の阻害要因に関する出来事

2000 元建設業者が半数以上の区分所有権利を持ち (80戸)、再建参加意思はない。

2002 所有者側が元建設業者に対し民事損害賠償を求め、訴訟を起こした。

2003. 1.裁判所は証拠物を保全するため、建物の撤去を中止した。

2003.2.7. 撤去作業がスタートした。

2003.7.2. 参加者人数は 1/2に達していない (56戸)ため、正式な再建組合の設立ができな

かった

2003. 8・ |コンサルタント・チームが問題対処の専門的な協力や解決方案を提出しなかった

主な再建合意形成の阻害要因(順位*) |・比較的に有利な条件:

1 I損害賠償を求める訴訟 I a)再建参加しない所有者の持分土地を切り出

2 I撤去作業の遅れ |し、参加意思のある所有者の分だけ再建する

3|コンサルタントとのトラブル |方針を取る。

・進み具合:

再建意思ある所有者の持分土地で再建を行う方向を検討している 0

・再建の可能性:ある(回答:ある*)

*インタビューの当事者の回答によるもの
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D ← 1 1) 実態分析と関係図

一 きの進み具合「rr階|??|;J i 
2口04 2005 2006 2007 

阻害要因の発生

問題のプロセス

悶相一の

今惜後必岬要耽吋な

20凹 .元建設業者が半数以上の区分所有樟剰を持ち (80戸)、再建参加意思はない。

2回2 ・所有者側が元建設業者に対し民事損害賠償を訴訟した

2003.1. ・裁判所は証担助を保全するため、建物の撤去を遅らせた

2003.2.7. .撤去作業U地ミスタートした。

2003.7.2 ・参加者人数は1/2を達していなし、 (56戸)ため、 t式な再建組合の設立ができなかった

20日3.8. .コンサルタント?チームが問題対処の専門的な協力や解決方案を提111しなかった

参加者人数は1/2を達していない (56戸)ため、正式な再建組合の設立ができなかった

コンサノレタントワチームが問題対処の専門的な協力や解決方案を提出しなかった

枇射町る桝〔無肌し

当事者の意見

再建明〔ある

説明

1く民事損害賠償>

所有者側が元建設業者に対し民事損害賠償を訴訟した (2002)。
2く撤去作業の問題〉
裁判所は証拠物を保全するため、建物E撤去を遅らせ、撤去 7業がずいぶん通れた (2田 3.2.7.)。

3く区分所有者>
実際146戸の中に元建設業者は半数以上 (80戸)の区分所有権利を持ち、再建の意思が低い。再建したい所有者側は怯律上1/2同意者を満たすた
め、元建設業者に民事損害賠償の訴訟を起こし、元建設業者の所有権利の押収により、計算の母数から排除することを図った。区分所有者聞の
対立が激しくなった。
4. <組合の問題〉
最初から参加者人数は1/2を達していないため (2口03.2.17の確認で参加者40人、 2003.7.2の確認は56人)、正式な再建組合の設立ができな
カミったo

5. <921基金会の支援>
921基金会の申請する条件に満たされていないため、支援を受けなかった。
6く問題対処>
コンサルタントワチームが熱心を失い、問題対処の専門的な協力や解決方策を提出しなかった。た土え、再建意思ある所有者の持分土地を分骨l
して再建を行うような提案。
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D -1 2) 再建阻害要因整理表

番号:台中県 (D- 1 2) 

事例:名人華慶社区(大里市)

住所:中興路 2段 442"'442-9披 u

建物:地上 13階/地下 2階

戸数:55戸

敷地:480 rri 

床面積:5， 688. 95 rrf 

再開発の阻害要因に関する出来事

2000. 3. 18・ I r住民の会」が元建設業者に対し民事損害賠償を求め、訴訟を起こした

2003. 1. 23. コンサルタントチームは開発業者との利益絡みの疑いで再建組合と解約した。

2003. 4. 28. I 921基金会の支援申請の資格が取り消された

2003.6.13. 元建設業者は多数 (46戸)の所有者に賠償金を払った

2003.6. 15. 再建意思が低下で、再建参加者 18人しかいなかった。

2003.6. 19. I理事長が改選された

主な再建合意形成の阻害要因(順位*)

1 I損害賠償を求める訴訟

2 Iコンサルタントとのトラブル

3 I 921基金会支援の中断

-残された課題:

a)コンサルタントと開発業者の不正事件で残

された問題が多し、(事業計画書の交付拒否、損

失の負担、所有者同士の不信感)

b)多数の所有者はすでに元建設業者から賠償

金を受けた。また 921基金会の支援停止やコ

ンサルタントの不都合などで全体の再建意

思が低下している

-再建の可能性:目処が立たない(回答:低い*)

*インタビ、ューの当事者の回答によるもの
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D-1 2) 実態分析と関係図

再開発手続きの進み具合

2000.3. 18 ・「住民の会lが元建設業者に対し民事損害賠償を求め、訴訟を起こした

2000.3.18. .コンサノレダントワチームは開発業者との利長絡みの疑いで再建組合と解軒jした

阻害要因の発生 2003.4.28. .921基金会の支援申請の資格が取り消された

2003.6. 13 ・元建設業者は多数 (46戸)の所有者に賠償金を払った

2003.6. 15 ・再建意思が低下で、再建参加者18人しかいなかった。

2003.6. 19 ・理事長が改選された

問題のプロセス A建設業者に対し民事損害賠償を求め、訴訟を起とした

元建設業者は多数 (46戸)の所有者に賠償金を払った

コンサノレタントワチームと開発業者の不正疑いで解約した 再建意思が低下で、再建参加者18人しかいなかった

921基金会の支援申誇の資格が取り消された

航一難[i!li1f'1f0)内建意向

今一 協力C土蹴悶却齢の

…寸る正無無しい
、

再建の可4低し

l固く民事賠償の訴訟〉

当事者の意見

「住民の会」が元建設業者に対し民事損害賠償を求め、訴訟を起こした (2000.3. 18.) 0 

2くコンサルタントワチームの問題>
初期順調に進行するように見え、建築許可の認可も下ろした (2002. 11. 12. )が、コンサルタント?チームは開発業者
との利益絡みの疑いで、再建組合の不信感が高まって、解約するまでに至った (2003.1. 23. )。コンサノレタント側が製

説明| 作した再開発事業計画を再建組合に交付拒絶するので、残された問題が多い (2003.4.14.)。
3. <921基金会の支援>
臨門方案の審査は順調に通ったが、指名の開発業者とコンサノレタント?チームの不正関係の疑いで、事業計画の修正が
求められて (2003.4. 8. )、期限内に提出できなかったため、申請資格が取り消された (2003.4.28. )。
4.く元建設業者からの賠償>
元建設業者は多数の所有者に賠償金を払った (46戸、 2003.6. 13. )。賠償金に対し不満を持つ一部の所有者は再び法律
の手法で金額のアップを求めた。
5く再建意思>
多数の所有者はすでに元建設業者から賠償金を受けた背鼠;に、 921基金会の支援停止やコンサノレタントの不都合などの
要因で全体の再建意思が低下している(再建参加者18人、 2003.6.15. )。
6. <組合の運常>
921基金会の支援停止通告するまでに組合の運営は順調であったが、その後、コンサルタントワチームの撤退や参加者一の
人数が少ないなでの原因で、理.事長が改選され (2003.6. 19. )ても、組合の運営が進まない状態である。
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第 6章結論

1.減量再建と事業参加率低下の実態

台湾湾集集大震災において、全壊分譲マンション 186件のうち 119件(66弘)が「都市更新条例」

に基づく再開発手法により再建を行った。「都市更新条例j に基づく再開発手法は再建参加しない

区分所有者の権利変換制度があるため、再開発手法は従前区分所有者の意思形成が困難で、ある場合、

重要な再建手段と考えられる。

震災後 8年間を経過して、実際に実現したのは 77件である。この実現した事例を見れば、従前

より戸数を減らして再建し、いわゆる「減量再建」の現象と、従前区分所有者の「事業参加率低下」

という実態が明らかになった。(図 1)

まず、「減量再建」について、従前と比べて、全体の戸数が 36%減少し、床面積が 15%減少し、

再建規模は従前より大幅に縮小している。復興という面から見て、従前居住者の全員を収用するこ

とが不可能な空間を再建した。この減量再建が起こった要因について、次のように整理できる。

(1)従前所有者は再建の見通しがつかない場合や経済条件などの理由で再開発事業の参加をあ

きらめて転出するために、再建の戸数が減少する。

(2)地価の安い地域においては、余分の床をつくると資金の調達や床処分などが困難となるため、

容積率を十分に利用しなかった。

(3) 921基金会の支援施策は戸数の減少を図り、買取支援を受けた事例の組合の減量再建へ、

大きく影響を与えた。

また、南投県や台中県の地価安い地域では、地価の高い地区と比べ、 921基金会の影響を受けや

すく、逆に台北市の地価の高い地域においては、市場メカニズムが 921基金会の意向より強力に働

くことがわかった。(第 3章)

「事業参加率低下j については、従前区分所有者(実現した 77件、 5，747戸)が再開発事業に

全壊マンション

186件

(12，039戸〉

原貌再建44件
+ 

その他23件

再開発手法

119件寧

(9，723戸)

*3階建て以上 帥そのうち、1f牛織退。

図1再開発事例の実態
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口減少戸数・再建戸数

再建戸数，
3，681 ， 64% 

減少戸数，
，066 ， 36% 

921基金会買
取戸数， 974 

， 17% 
・事業参加戸数図 921基金会買取戸数日不参加戸数



参加したのは 2，936戸で 51%をしめている。再開発事業の参加者のうち、 921基金会が買い取った

権利 (974戸)があり、これを除けば実際に再開発に参加する従前区分所有者は 34%となり、再開

発の参加率は低いと言わざるを得ない。

第4章の分析によれば、再建コストは周辺新築マンションの価格より高い事例は、所有者の再開

発事業参加率が低くなり、逆になると、事業参加率が高くなることがわかった。台中県と南投県の

再建コストがその周辺新築マンション価格より高い、あるいは同程度の事例が多く、所有者の事業

参加率が比較的に低下している。従前区分所有者の再開発事業参加率は再建コストと市場マンショ

ン価格の関係と関連することが明らかになった。

また、従前区分所有者の事業参加率が低ければ低いほど、事業参加者は不参加者の権利を吸収し

なければならず、結局再建コストが上がる。このため、事業参加率は再建コストに影響をあたえて

し、る。

一方、被災経過時間と事業参加率との関係から見て、すぐ入居できる空き家がたくさん提供され

ている地域(台中県)において、再建コストが周辺新築マンション価格との差が小さく、被災経過

時聞が伸びて行くと、事業参加率が下がっていく傾向がある。これは他のマンションを購入し、再

開発の参加意思が低下になると考えられる。だだし、台北市や台中市のような地域は、周辺新築マ

ンション価格が再建コストを大きく上回る場合、支援策の出遅れや被災経過時間などは直接に事業

参加率に影響しない。

2. 未再建事例の特徴と可能性

被災マンションが「都市更新条例」に基づく再開発手法を使ったメリットは(1)複雑な権利変

換問題の解決するのに必要な仕組みが取り入れられている。 (2)従前建物に1.3倍'"'"'1.5倍の容積

ボーナスが与えられる。 (3)土地や建物に対する税金減免措置がある。それに行政と 921基金会の

支援策の利用も可能であるが、再開発を行った 119件のうち、現時点(震災後 8年)で 41件(35%)

が未再建である。

本研究はこれらの未再建事例に対し、インタビューを行った(19件の有効インタービュー調査)。

この内容を整理すれば、未再建事例の阻害要因の特徴を次のように捉えることができる。

(1)手抜き工事の公訴や損害賠償の訴訟が多い

(2)マンションの被災判定の不確実性

(3)コンサルタントのノウハウの欠乏

(4)再開発の作業が遅れる

特徴(1)において公訴や障害賠償の訴訟の判決はすぐには出ないので、再建の合意形成を遅らせ、

再建のマイナス要因となる。また、 (2)の全壊か半壊かの被災判定が明確でない場合、再建か補修

かの議論で所有者間の対立になりやすい。議論が収まらない限り、再建の意思の統合が難しい。特

徴の(1)と (2)は撤去作業や再建組合の発足を遅らせた主な理由と考えられる。

特徴(3)において、コンサルタントからノーハウと協力を得て、再建事業の作業が進行するのは

一般のパターンであるが、所有権者側はコンサルタントとトラブルがあった場合、新しいコンサノレ
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業者が入りにくく、再建事業の作業の障害になりがちである。

特徴の(1)(2) (3)は全体の再開発作業が遅れる(特徴(4))理由と考えられ、しかも作業の遅れは

921基金会の臨門方案の支援期限に間に合わないあるいは支援中止となり、再建の目処がますます

立たなくなる。その結果、所有者の再建意思が低下していく。

これから再建の可能d性については、「ある」と回答した事例は立地条件が比較的に良いである。

立地が良くない事例は(1)土地を切り離して参加者の分だけ再建する。 (2) 実施者が所有者主体

の組合から開発業者に変わる。 (3)土地を開発業者に売却する。という 3つの方法を考えて再建を

図っている。これらの方法はいずれにしても再建組合が健全に運営しないとできないが、再建の目

処が立たない事例(rわからなしリ、「低し、J、「非常に低しリと回答した)を見ると、残された問題

のうち、「再建組合の運営不能」が最も多い。また、時間を長く経ていくと所有者が各自の生活維

持に他の住まいを確保し、組合との連絡が徐々に遠くなり、組合の運営が一層に困難になるため、

再建よりも土地を売却したい事例が多い。

3.再開発の支援策の整理

再開発手法を選択した被災マンションに対し、行政と 921基金会はそれぞれの再開発支援策を出

している。行政側の支援政策は「優遇融資制度j と「所有者同意の規制緩和j がある。「優遇融資

制度」は単なる再開発のマンションのみならず、一般全壊や半壊の被災者も適用し、住宅購入(建

替えを含む)350万元上限の利子補助制度である。「所有者同意の規制緩和」は「復興臨時条例j

の第 1次修正法案で 17条の修正 (2000.11. 29. )により、「都市更新条例」における再開発の同意

規制を、「従前の所有権者 3/5かつ総土地面積かっ総床面積 2/3以上の同意が要する規定」から、

「所有者かっ所有権利1/2以上の出席で全体権利者かっ権利1/2以上の同意を要する」まで緩和さ

れた。(第 4章)

921基金会の「臨門方案」支援については(1)再開発事業に不同意者や不参加者の権利の買取

支援と、 (2)建設聞における参加者の建設費用の融資(頭金 20%+分割建設費 80%合計建設費用の

100%)の2つの部分がある。

融資支援について、銀行からの融資は担保が要求されるので、建物が完成した際に行政の「優遇

融資制度」は利用し、完成する前には 921基金会「臨円方案Jの建設費用融資支援が利用できる。

この 2つ住宅再建融資制度は相互に補完関係を持つ。

行政の「所有者同意の規制緩和」政策については、再開発事業の同意人数不足に悩んでいる被災

マンションにとって、初期の同意人数の問題を乗り越えやすくなり、再開発の促進効果があると考

えられる。ところが、従前区分所有者の1/2同意規制を満たして再開発を行う場合、事業参加者は

約 50%の不同意者や不参加者の権利を吸収しなければならない。しかも、不同意者や不参加者の

割合が高ければ高いほど、事業参加者の負担が重くなる。つまり、この規制緩和策は間接に事業参

加者の再建コストを高める側面を持っている。(第 4章)

921基金会はこの規制緩和政策に基づいて、「臨門方案j の支援条件の基準を下げて、従前区分所

有者1/2同意に修正した。しかし、この修正は不同意者や不参加者の「買取」策により買い取る戸
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数が膨らみあがった。 921基金会は買取の量を抑えるため、支援を受けた事例に対して減量再建の

指導を強いられた。(第 4章)

また、 921基金会の「臨円方案」支援を受けても従前区分所有者の事業参加率が 31%にとどまり、

支援を受けていない事例グループ。は 68%であり、「臨門方案」支援を受けた事例の平均事業参加率

は、受けていない事例の平均より大幅低下していることが明らかになった。したがって、これらの

規制緩和、優遇融資、買取支援などの支援策は再開発を促進する効果はあるが、従前区分所有者の

事業参加率を高める効果があるとは考えがたい。(第 4章)

地域別で見ると、マンション市場価格が大きく再建コストを上回る台北市の場合、建て替えは他

のマンション購入より有利で、従前区分所有者の再開発事業参加率が高く、そして再建戸数もへら

ず、減量再建を行わなかった。台中県と南投県の場合は、逆に再建コストは周辺のマンション価格

より高いあるいは同じレベルで、事業参加率が低くて、大幅の減量して再建され、被災経過時間に

も影響される。(第 4章)

したがって、再建の戸数と事業参加率は市場のメカニズムに影響されていることが明らかである。

震災直後に行政は被災地域のマンションマーケットに大量な空き家が存在することを配慮して、

営団住宅を建設しないという消極的な対応政策を採った。ところが、分譲マンションの復興の立場

になると、積極的な支援策が必要である。しかも、市場メカニズムに対する理解を深める必要があ

ると思われる。

また、各地方政府はさまざまな方法で、未再建の再開発を促進している。台中市政府の場合は都

市計画手法を使って、被災敷地を「都市更新地区Jと指定し、容積率のボーナス、税金の減免など

のメリットをつけ、資金調達方法や事業内容も緩和し、民間投資を誘致して再開発を促している。

南投県政府はが再建可能性の低い事例の敷地面積、建蔽率、容積率、参加人数などの情報を公開し、

開発業者を募集し、仲介の役割を担っている。(第 5章)しかし、被災経過 75ヶ月以降、再建完了

の事例が殆ど増加していない(第 2章)。

4. 再開発の検討

時聞が長く経っと、所有者が分散し、マイナス要因が増える。再建組合の働きも徐々に限界まで

達する。これから未再建の事例へインタービュー調査を行う際に、組合のリーダーや会長に連絡が

つかない人が多くいた。(第5章)それに、従前の区分所有者が亡くなり、その持分土地の相続が

確認できなくて、正確な組合名簿が作れない事例もあった。敷地の所有権が一層複雑となり、意思

統合がますます困難である。この 41件の土地は約 15万IIfが都市計画の住宅用地にあり、処分も利

用もできない問題の土地となる。このまま放置すると、土地利用の立場から言えば、土地資源の浪

費であり、所有者の立場から見れば、持分の土地資産を無駄にすることである。

実際に被害の大きい地域の台中市、台中県と南投県は、被害マンションの立地はほぼ断層帯に密

集している。(図 2) 事例聞の距離が 1km以内のは多い。いくつの事例の参加者を合併して容積率

を十分に活かせば、再建コストが下がる。「臨門方案」のような買い取り策で、再建しない土地を

一元化にして、あとの処分がしやすくなり、資金の回転率も高くなると思われる。 921基金会の「臨
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門方案」場合は、支援した資金が買い取りの増加や返済期聞が長いなどの原因で回収が遅れた。限

られた資金と買い取りの膨らみによって、結局早々と「臨門方案」を中止し、数多い未再建の事例

が取り残された。(第4章)また、景気の回復した地域において、当時の減量再建により十分に容

積率を利用しなかったため、 921基金会の指導の妥当性に疑問の声が多く出ている。

台湾の行政は問題の敷地を一元化して活用する前例が少なく、日本の公団や公社というような組

織もないため、複雑な土地への対応が難しい。ところが、民間義指金 (80億元)で成立し、震災

復興の支援策を主導する 921基金会のような組織は他の国にない。十分にパワーを活かして、「臨

門方案」のような個別支援の視野を越えて、市場メカニズムを理解して、敷地の一元化、更地再建

や近隣事例との合併再建などの手法も取り入れることは重要である。

もちろん、行政と 921基金会の支援策は被害マンションの再建に大きく貢献してると思われる。

その経験、ノーハウと努力のお陰で、今台湾各地で都市更新条例に基づく再開発が順調に展開され

つつある。この点については、大きく評価しなければならない。ほぼ震災前の体制に戻った現在の

状況は震災直後と異なり、今後の未再建事例の動向を観察し続く必要性があると思われる。

図2 再開発の被災マンションの分布位置

9~ 

合中然
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• 
断層位置資料は国家地震センターによるもので、ある。
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